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平成２９年第１５回苓北町議会定例会会議録（第１日目） 

 

 平成２９年第１５回苓北町議会定例会は、平成２９年９月８日苓北町議会議場に招集

された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  廣田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田  明          ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  龍 岡   学     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  宮 﨑 裕 昭     企画政策課長  荒 木 広 之 

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長  野 田 尚 之     商工観光課長  尾 脇 宣 宏 

水道環境課長  小 林 和 文     福祉保健課長  山 﨑 敬 一 

健康増進室長  坂 元 俊 司     会 計 課 長    立 山 清 剛 

監 査 委 員  登 本 玄 一 
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８．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 一般質問 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） はい、皆さん。改めましておはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から平成２９年第

１５回苓北町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本政人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、９番、田嶋豊昭

君、１０番、山下時義君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期決定の件 

○議長（山本政人君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、お手元に日程案を作成し配付しておりますとお

り、本日から９月１５日までの８日間にしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から９月１５日までの８日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（山本政人君） 日程第３、諸般の報告を申し上げます。 

 ６月９日、苓北町観光協会総会に出席をいたしました。 

６月１３日、天草陶石研究開発推進協議会総会に出席をいたしました。 

７月１９日、苓北町青少年育成町民会議総会に出席をいたしました。 

７月２８日、熊本県自治会館で開催された、県町村議会議長会第２回理事会に出席し

ました。平成２８年度決算等について説明が行われました。 

それから、８月９日、天草郡市原爆死没者追悼式に出席をいたしました。午後からは

天草広域連合議会運営委員会に出席をしました。８月議会提出議案等について協議をい

たしました。 

８月１７日、天草市で開催された天草長島架橋建設促進期成会発足会に出席をいたし

ました。 

８月２１日、天草広域連合議会定例会に出席をいたしました。 
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８月２９日、苓北町献血推進協議会、それに苓北町林業振興地域育成協議会、更に苓

北町みどり推進協議会に出席をいたしました。 

なお、これらに関する資料は議会事務局に保管していますので、ご覧ください。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 行政報告 

○議長（山本政人君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出があっています。町長。 

○町長（田嶋章二君） 行政報告をさせていただきます。 

まず、去る７月３０日日曜日に長崎市で開催されました、平成２９年度長崎ペーロン

選手権大会に、苓北町から都呂々若獅子会が出場しました。都呂々若獅子会は予選準決

勝を勝ち上がり、決勝では強豪ひしめく中、見事昨年度に引き続き２年連続で３位入賞

を果たしました。これはまさに快挙と言うべき結果であります。 

次に、８月２７日日曜日に、唐津市の西の浜海水浴場で開催されました、第１３回唐

津ペーロン大会に、苓北町から「志岐小ファミリー」チームが参加し、優勝を果たすと

ともに、姉妹都市唐津市の皆さま方と、より一層交流を深めて帰ってきております。 

次に、家庭用粗大ごみ収集の実施についてのお知らせであります。９月１０日日曜日

に、家庭用粗大ごみの収集を実施します。当日の午前８時までに、各区の収集場所に出

していただくように周知しておりますが、当日悪天候の場合は、９月１７日日曜日に延

期しますので、必ず実施日当日の朝に出していただくようにお願いをしているところで

ございます。 

次に、熊本県民体育祭が９月１６日、１７日の両日、人吉球磨地区で開催され、苓北

町からも１０競技に出場いたします。 

次に、町民体育祭でありますが、９月２４日日曜日は、坂瀬川地区が坂瀬川公民館グ

ラウンドで、都呂々地区が都呂々小学校グラウンドで、１０月１日日曜日は、志岐地区

が志岐小学校グラウンドで、富岡地区が富岡小学校グラウンドでそれぞれ開催いたしま

す。 

次に、１０月６日から１０日まで、苓北町５窯元、天草町４窯元が参加しまして、天

草西海岸秋の窯元めぐりが開催されます。なお、開会式は１０月６日金曜日午前１１時

から内田皿山焼窯元で開催されます。 

次に、敬老会の日程であります。１０月１７日火曜日は、志岐地区が志岐小学校体育

館で、富岡地区が富岡公民館で、１０月１８日水曜日は、坂瀬川地区が坂瀬川小学校体

育館で、都呂々地区が都呂々公民館で、それぞれ午前１０時から開催いたします。 

次に、熊本天草間幹線道路整備促進のための天草島民集会が１０月２８日土曜日午前
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１０時から、天草市民センターで開催されます。又、富岡城お城まつりがその日１０月

２８日と２９日の両日開催されます。２８日にはご利益めぐり、オルレ、イルカウォッ

チングや﨑津クルージングが、２９日には百閒土手前をメインステージとして、郷土芸

能保存会、各保育園ほか各種団体によるステージイベントや飲食物産展が行われます。

又、富岡城内施設等におきましては、絵画展や写真展、四半的体験等の催しが計画され

ております。 

次に、苓北夕やけマラソン２０１７大会の開催についてでございます。１１月４日土

曜日、午後２時１０分から、農村運動広場をスタート・ゴールとしてハーフマラソン・

１０キロ・４キロのコースで開催いたします。 

次に、苓北町防災訓練についてのお知らせでございます。１１月１２日日曜日、天草

灘地先を震源とした震度５強の地震発生を想定した津波発生の情報伝達訓練並びに避難

訓練を実施いたします。又、富岡小学校の建物火災を想定した消火活動・避難誘導・人

命救助等の防災訓練の実施を通して、相互協力体制の確立と防災意識の高揚を図ってま

いります。 

最後に、１１月２６日日曜日、東京都の霞ヶ関ビル「東海大学校友会館」において、

関東ふるさと苓北会が開催されます。 

それぞれの行事につきましては、議員皆さま方には、大変お忙しい中とは存じます

が、ご出席、ご声援いただきますようよろしくお願いをいたします。 

以上、行政報告をさせていただきました。 

○議長（山本政人君） これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） ここで日程第３５、報告第６号、平成２８年度決算における健

全化判断比率等についての説明資料及び平成２８年度における主要成果説明書に誤りの

箇所があり、これを別添配付説明資料、成果説明書のとおり訂正したいとの申し出があ

っておりますので、これを許可します。副町長。 

○副町長（松野 茂君） 配布をいたしております議案の中で、数字の訂正がございま

したので議案の訂正をお願いを申し上げます。訂正箇所は報告第６号、平成２８年度決

算における健全化判断比率等についての表中２ページと５ページの将来負担比率１４

７.７パーセントを１２８.７パーセントに訂正するものでございます。又、別冊でお配

りしております平成２８年度における主要施策成果説明書の２ページの数字の訂正、１

９ページの単位の修正がございます。修正分を配付させていただきましたのでよろしく

お願いを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（山本政人君） 続いて、代表監査委員から平成２８年度苓北町一般会計特別会

計歳入歳出決算審査意見書及び平成２８年度苓北町財政健全化審査意見書に誤りの箇所
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があり、これを別添配付意見書のとおり訂正したいとの申し出があっておりますので、

これを許可します。代表監査委員。 

○代表監査委員（登本玄一君） おはようございます。苓北町代表監査委員の登本でご

ざいます。 

 先ほどの訂正を受けまして、私どもの意見書も訂正させていただきたく、ここにお願

いを申し上げます。 

まず、平成２８年度苓北町一般会計特別会計歳入歳出決算意見書、ページは４７ペー

ジになります。本文中下から７行目の将来負担比率の「１４７.７パーセント」を「１

２８.７パーセント」に。その行中、「下回っているが」を「下回り」に訂正させてい

ただきたく存じます。又、平成２８年度苓北町財政健全化審査意見書、ページ、５２ペ

ージになりますが、（１）の健全化判断比率の表中、将来負担比率の数値、１４７.７

パーセントを１２８.７パーセントに訂正させていただきたく存じます。 

これをもって、平成２８年度苓北町一般会計特別会計歳入歳出決算意見書、平成２８

年度苓北町財政健全化審査意見書とさせていただきますよう、よろしくお願いをいたし

ます。大変申し訳ございませんでした。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 平成２８年度決算における健全化判断比率等についての説明資

料、平成２８年度苓北町一般会計特別会計歳入歳出決算審査書及び平成２８年度苓北町

健全化審査意見書については、訂正されたものを原案とすることといたします。なお、

このことに関する疑義のあられる議員におかれましては、原案審議のときにお願いをい

たします。 

 代表監査委員におかれましては、大変ご苦労様でございました。ご退席いただいて結

構でございます。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 一般質問 

○議長（山本政人君） 日程第５、一般質問を行います。 

 ここで議長からお願いをいたします。議会活性化等検討特別委員会において、議会の

状況を録音し、広く公開していくことといたしました。そのことを踏まえ、質問者も答

弁者も簡便かつ明瞭な発言に心がけていただきますようお願いをいたします。 

 また、どのような方針や考え方で町政が進められているかを体感するため、本日は苓

北中学校の生徒５７名が２班に分かれて午後から議会傍聴に来庁していただくことにな

っておりますので申し添えておきます。 

 それでは、一般質問を行います。 

通告１番、松本良人君。 

○１番（松本良人君） おはようございます。通告１番、１番議員、松本良人でござい
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ます。通告順に従いまして、質問をさせていただきます。 

 第１点目、核兵器条約採択に伴う日本政府の対応について、町長のお考えをお尋ねを

いたします。例年８月がまいりますと、あの忌まわしい世界大戦、そして広島、長崎に

投下された原子爆弾の悲劇が取り沙汰され、二度と戦争を起こさない、核戦争をしない

世の中にしなければならないと各地で反戦運動、核廃絶の運動が行われている中、私た

ちも心を新たにして世界の平和を願うところでございます。広島、長崎に原爆が投下さ

れ７２年、身内を失い、未だに放射能の害に悩まされている被爆者の方が多い苓北町に

おいて、８月９日天草郡市原爆死没者追悼式が開式されました。その中で、都呂々小学

校、苓北中学校の生徒さんから、平和の誓いの朗読がありました。都呂々小学校の田脇

真里衣さん、鶴田千夏さんは、昭和２０年８月９日長崎に原子爆弾が投下され、たくさ

んの方々が犠牲になり、それまで普通に過ごしてこられた方々の日常の生活が一瞬に奪

われたことに怒りを覚え、このことから学んだ戦争や原爆のことをしっかりと学び伝え

ていきたい。そして、戦争や原爆により被害を受けながらも、そういう心で努力を続け

てこられた方々の思い、戦争と核爆弾のない平和な社会を受け継ぎたいと言われ、最後

に自然に囲まれた美しく青い海をもつ天草がいつまでも続きますようにという内容の力

強い発表がありました。 

 続きまして、苓北中学校の吉田実花さんです。おじいさんから戦時中の生活の話をお

聞きし、厳しい環境の中で一生懸命生きていた人々の様子を想像し、天草から見た長崎

に投下された原爆の黒い雲の話を、又、小学校の修学旅行で長崎に行ったときの原爆の

恐ろしさを知り、絶対に核兵器を持ってはいけないと感じたということでした。今もこ

の天草にも戦争によるつらく苦しい思いをしている人々がたくさんいます。戦後に生き

る私たちは平和に過ごしていますが、多くの先輩たちが不屈の精神で復興に努力してこ

られたからのことであり、感謝の気持ちを忘れず戦争を体験された方々の思い、恒久の

平和実現のために一日一日を大切に生き、平和な世界をつくるために努力をしていきま

すという平和の誓いの朗読でございました。こういう情勢の中に、国連第一委員会で

は、７月７日、核兵器禁止条約交渉をはじめた決議が採択されましたが、日本政府は唯

一の戦争被爆国でありながら参加しなかった。広島、長崎に原爆が投下されてから７２

年、身内を失い、未だ放射能の害に悩まされている方々が多い。特に苓北町では多くの

被害者、関係者が多いわけでございますけれども、苓北町長としてどうお考えかお尋ね

をいたします。 

 続きまして、第２点目でございます。平成３０年度予算編成についてお尋ねをいたし

ます。苓北町においては、苓北町振興計画そのタイトルふるさと苓北未来プラン安心し

ていきいきと暮らせる私のふるさと苓北町。この素晴らしい振興計画によって、さまざ

まな施策が進められているものと思われますが、この振興計画に基づき、これまで約２
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年半の議会活動の中で、私なりに安心安全のまちとして、そして子どもや孫たちに将来

負担のかからないような政策、施策を執り行うように一般質問をはじめ、委員会と機会

あるごとに町民の方々の声、意見、要望を聞きながら、さまざまな問題を提供してまい

りました。特に前回６月議会の一般質問では、昨年度、苓北中学校体育会のテーマ「積

小為大～築け、１００年の礎」、校長先生の挨拶の中に１０年後２０年後を礎に１００

年後の礎を築いていきましょうという子どもたちへのメッセージがあり、真剣に聞き入

れている生徒の姿にハッとさせられてことを申し上げました。先の３月議会において、

大型投資に伴う借金の返済や維持管理が多額の施設、経済効果が望めない事業や施設が

多くある一方で、中には町民に不安を与えられながらも推し進められている事業があ

り、町、財政を圧迫しているのではという質問をいたしました。２９年度予算において

も町民に直接関係する防災インフラの整備、ほか数々の問題点が取り残され、町民への

サービスは年々悪化しているように感じられる行政はまさに積小為大の言葉に逆行して

いる。町民に不安、不便、不備、そして危険をも与えているように思われる。特に、前

回の６月議会の一般質問において諸々の案件について要望や質問をいたしました。町の

計画は平成１０年度に平成１１年度から２０年までの第５次基本構想が策定され、引き

続き、平成２９年度に、２１年度から３０年までの第６次基本構想が策定され、その中

でそれぞれ基本計画が５年ごとに更新され、現在平成２６年度に作成された第１２期本

計画、ふるさと苓北未来プランにおいて計画が進められていると思われます。その中

で、第１点目、安心していきいきと暮らせる私のふるさと・苓北町をキーワードとした

３点「安全・安心」「共同・自立」「活力・交流」が掲げられていますが、その一つの

「安全・安心」についての考え方と、最終年度にまいりました現在それに伴う進捗状況

はどのようになっているかお尋ねをいたします。第２点目でございます。平成２６年度

から３０年度第１２期基本計画、ふるさと苓北未来プランを主軸とした最終年度、平成

３０年度の、来年は３０年度でございますが、予算編成時期に入りますけれども、これ

までに行ってきた要望意見等の中には振興計画の中にも大きく取り上げられております

が、まず１点目、長期計画における収入源の的確な把握と新年度の予算で税収と公債費

の関係をお尋ねをいたします。２点目、安全な生活環境づくり。３点、道路網、インフ

ラの整備は。学校教育環境の整備はどうか。５番目、農林水産業の商業、観光は。そし

て、６番目に、自治体の経営の状況は、等について、新年度の予算編成にどのように反

映をしていただけるかお尋ねをいたします。以上でございますが、答弁次第では自席で

再質問をさせていただきます。終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の松本良人議員の質問に答えさせていただきます。 

 まず、核兵器禁止条約の件でご質問がありました。松本議員の質問というよりも、崇
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高な考え方の中でのご意見であります。私も全く同感であります。同感でありますが、

只今の国際情勢を考えるときに政府の決定をなさいました考え方については私の町長と

しての立場からこれは何も申し上げることはありません。よくお考えいただければわか

ると思いますが、日本は今アメリカの核の傘の下で国際情勢の中で渡り歩いているわけ

でありますので、そこのところはちょっとお答えができないということで。ただし、原

子力爆弾によって大変なお苦しみの方についてはですね、我々今ご意見をおっしゃいま

したような形で町もしっかりと支援をしておりますし、現に私が、私の祖母が被爆者で

ありますので、被爆者三世であります。そういった意味でやはり深いやっぱ思いという

のはございます。そういうところの中であとは個人的な段階でですね、お話ならいくら

でもできますので、なにか機会がありましたらそのときお話をさせていただきたいと思

っております。 

 次に、ふるさと苓北未来プランについて。振興計画の基本計画中、安全・安心の基本

目標の状況についてをお答えをいたします。健康づくり推進体制の整備といたしまして

は、保健推進員と連携し各種検診等受診の啓発や健康づくり事業研修会への住民参加の

促進やその他住民の健康増進につながる活動を推進していただいております。また、本

年９月からは介護予防指導員の雇用も決まり、高齢者の健康づくりのための運動指導を

行う予定としております。 

町ぐるみの健康づくり活動の推進では、栄養・食生活の改善など、栄養を中心に健全

な食習慣の形成や運動の習慣化、生活習慣の改善など食生活改善推進員により、よりよ

り食生活の実践を家庭、近隣へ広めていただいております。 

健康診査・指導・感染症対策としては、受診率の向上を目指して医療費の抑制に努力

をしております。 

母子保健の充実では、これまでの健診に加え、本年度から安心して妊娠・出産・育児

ができるよう熊本型早産予防対策事業として、妊婦膣分泌細菌検査及び妊婦歯科検診を

導入、又、新生児聴覚検査費の補助を行うなど母子保健の充実を図っております。 

そういうことで多岐に渡りまして、保健福祉の分野ではですね、しっかりと町民の健

康づくりに役立つような施策を展開をしているということをお答えをさせていただきま

す。これは高齢者の方、障がい者の方も併せて同じでございますので、ご理解のほどを

お願いを申し上げます。 

まず、あとは学校教育環境の整備であります。学校教育環境の整備につきましてであ

りますが、小中学校の児童生徒が安心安全に学べるよう学校施設の点検修理等の予算を

計上し、学校教育環境の整備に努めてまいります。 

次に、平成３０年度予算につきましては、第１２期基本計画に定める「安全・安心」

のまちづくりについての現在の進捗状況、要望、意見等を３０年度予算にどのように反
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映していくのか。只今検討に入っているところでございます。環境保全のための環境美

化活動として、多数の町民のご協力をいただき、クリーン作戦や曲崎海岸の海岸清掃、

アースデイボランティア清掃などに取り組んでいるほか、国の補助事業で海岸漂着物ご

みの回収も行っております。又、河川の水質検査を毎年１回実施し、広報で結果を公表

しております。ｐＨや大腸菌の数で一部基準を超過する箇所もございますが、下水道等

の整備により確実に水質は改善されております。 

上下水道につきましては、現在更新の時期を迎えております。水道につきましては、

笹尾浄水場の更新工事が完了したため、浄水場などの施設において早急に改築工事が必

要な箇所はほとんどございません。老朽管の更新につきましても、毎年計画的に進めて

いるところであります。健康被害が懸念される石綿管につきましても、現在使用をして

いる箇所はなくなりました。下水道につきましては、長寿命化計画を策定し、マンホー

ルポンプや処理場機器の更新工事費が単年度に集中しないように取り組んでいるところ

でございます。下水道事業の健全な経営のため、平成２８年度から下水道料金の引き上

げをお願いをし、平成２８年度においては、維持管理費相当分は下水道使用料でまかな

うことができております。 

水道の普及についてでありますが、共同水道への補助等も行い、安全で安定した水の

供給を希望されている世帯の整備は完了されていると考えております。汚水処理人口普

及率（下水道・農集が整備され接続工事を行えば使用可能及び合併処理浄化槽設置済）

というお宅は、平成２８年度末で９５.７パーセント、水洗化比率は同じく平成２８年

度末で８６.９パーセントであります。 

廃棄物処理につきましては、一般廃棄物処理対策推進委員や区長の皆さま方のご協力

をいただきながら、ごみの分別、資源化等の取り組みを進めております。ごみの総量に

つきましては、毎年、少しの増減はあるもののほぼ横ばいの状況であります。又、不法

投棄防止のためには早期の回収や防止看板の設置などを行っているところであります。

又、粗大ごみの不法投棄防止のためにも、毎年１回建設業組合をはじめ、業者の方々の

ご協力をいただきまして、改修を行っているところであります。平成３０年度におきま

しても、安全な生活環境づくりのために、まず安全・安心で安定した飲料水の供給に努

めてまいります。通常の維持管理はもとより、大雨や大雪等の緊急時にも対応できるよ

うに職員の研修、技術の継承にも取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（山本政人君） はい、ちょっと止めよう。はい。 

○１番（松本良人君） 私は、現在の状況は聞いておりません。平成３０年度に新しい

予算編成の中で、できなかった分をどう取り組むかということをお聞きしておりますの

で、現在の状況は私は十分にいろいろ皆さんから聞いておりますので、知っております

ので、現在の状況はいりませんので、そこら辺よろしくお願いいたします。 
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○町長（田嶋章二君） それでは今後、ご意見等はなしで質問だけに質問者もしていた

だきたいと思います。意見もおっしゃいましたので、現在の状況もお知らせをして３０

年度にはどうするかということを言っているわけでございます。 

 それでは、平成３０年度の予算につきまして、今、検討中のことをお答えをいたしま

す。次に、消防・防災につきましては、引き続き、消防団員の確保充実と倉庫等の施

設、装備の計画的な更新を図ってまいります。加えまして、天草広域連合による常備消

防、緊急体制の充実を図るとともに、消火栓や防火水槽など消防水利の整備を引き続き

進めてまいります。又、自主防災組織につきましては、現在、５１行政区中、４１行政

区で組織を結成していただいております。引き続き、残り１０区の組織化へ向け、説明

や支援を行いながら結成をお願いをしていきたいと考えております。 

 次に、防犯活動につきましてでありますが、警察や防犯協会、学校ＰＴＡ等の関係機

関・団体と連携をしながら、防犯意識の高揚と防犯活動の促進を引き続き進めてまいり

ます。又、防犯対策としての外灯整備、修繕を引き続き実施してまいります。 

 次に、交通安全の充実につきましては、春・秋の全国交通安全運動を中心として、子

どもから高齢者まで各年代層に応じた効果的な交通安全教育や啓発活動を推進し、町民

の交通安全意識の一層の高揚を図るとともに、交通安全キャンペーンや地域における立

哨など、町ぐるみの交通安全運動の推進に努めてまいります。併せまして、カーブミラ

ー等の交通安全施設の更新整備、修理等の対応も行ってまいります。 

 この各分野ごとの言っていいですか。だいぶ長くなりますけど。 

○議長（山本政人君） はい、松本君。 

○１番（松本良人君） 私は今までおおよそ２年半にわたって、皆さんにお願いしてき

たと。その内容について、取り組んでいない分について私は質問したつもりでございま

す。 

○町長（田嶋章二君） それではですね、その案件について質問いただいたほうが、こ

ちらも答えやすいと思うんですけど、具体的に。 

○議長（山本政人君） 意見ありますか。 

○１番（松本良人君） できればですね、そしたら私のほうから問題提起をいたします

ので、その分について説明してもらっても結構だと思います。 

○町長（田嶋章二君） もう質問は終わりましたので、次回からそのようにしていただ

ければと思います。せっかく質問の趣旨をとらまえて、私も答弁をしておりますから、

しばらくお聞きをしていただきたいと思います。 

 次に、消費者対策の充実でございます。消費生活相談につきましては、悪質商法や不

審電話といった相談が年間で平均約１０件程度でございますので、熊本県消費生活セン

ターなどの関係機関と連携をし、情報の提供や対応を行っております。又、未然防止の
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ために訪問販売や不審電話等については、行政告知放送について適宜、情報提供を行わ

せていただきます。 

次に、観光の振興につきましては、平成２８年度から観光と食を核とした「観光ブラ

ンド創造事業」に取り組み、商品開発（６次化製品）、お土産、食事の開発と販売方法

をつくり、それらを絡めた体験・体感型の観光商品の開発、販売を一体的に行うための

組織づくりを図ってまいります。又、観光施設の維持管理につきましては、これまでと

同様に巡回をし、草刈り・掃除等、適切な維持管理を行ってまいります。 

農林水産業につきましてですが、従来、非常に農協を中心に生産者の方が頑張ってお

られます。頑張っておられますが、主力のレタスが最近はちょっと芳しくないわけでご

ざいますので、そういった面で後押し策をしっかりやっていかなければならないと。併

せまして、やはり新しい作物をどうつくっていくかは農協ともよく相談をしながら、今

後対応をしてまいりたいと考えているところでございます。又、漁業につきましては、

やはり獲る漁業というのはなかなか最近は確実性がございません。確実性がございませ

んので、やはりまず大型のマグロ養殖事業を誘致を今しているところでありますが、こ

れも現在つい最近までですね、国際的なマグロの漁獲の会議がございました。今後、や

はり自然のものをとってそれをやっていくというのは非常に困難になってきたというこ

とでございますので、その分、完全養殖を国は目指しておられます。完全養殖となると

なかなかすべての業者がですね、それに飛び乗るということも難しい状況ではございま

すが、我々がターゲットにしているところもですね、まだもう一歩商業ベースに乗り切

れないということでございます。そういう中で、もっと手短にできる養殖というのがあ

ると水産庁からも指導を受けました。例えば、海藻類。海藻類は一部非常に今高値で取

引が行われております。それと貝類ですね。貝類はカキの養殖等もですね、だんだん軌

道にのってきております。ほかにもいろいろあると聞いておりますから、今担当課でで

すね、そういったものを実証できるやつについてはどんどん実証していこうと。実証し

た結果、漁民の方におすすめできるものはすすめていこうということで計画をしている

ところでございます。 

平成２９年度から平成３８年度までの長期財政計画について、これがやっぱり一番質

問の要旨の中で大事なことかと思います。その中で現在の税収の見込みでございます

が、固定資産税の償却資産にかかる分が平成２９年度については、当初予算で見込んで

おりました額から増額になったことから平成３０年度分につきましては、従来の予測よ

りも増額になってまいる見込みであります。それと合わせまして、少しでもいいから税

収がですね、増えることを念頭におきながら、企業誘致も含めて検討をしてまいりたい

と。そういう状況の中で、風力発電の問題も非常にここは立地に送電線が近くていいと

いうこともありまして、続々と手を挙げてくる業者がおりますので、こういうのは数年
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後ですが、やはり税収が相当見込まれるということであります。又、公債費につきまし

てはですね、長期計画で歳出見込みを算出しておりますが、平成３１年度が返済額のピ

ークになります。今後、今年度予算編成時に目標を掲げた１０年間で２０億円の地方債

現在高の圧縮を実現できる計画とする予定でありますし、この計画も達成できる見込み

も出てきております。今後とも皆さま方のお知恵をお借りしながらですね、とにかく起

債残高を少しでも減らす。ただし、やはり投資の部分というのも考えていかなければな

らない面もございますので、そこはその投資の分が出てきた場合、あるいは振興計画の

中で必要と思われる投資部分については、よく議会にも相談をいたしまして実行してま

いりたいと考えているところでございます。 

次に、自治体経営の現状、今も申し上げました起債残高を減らすことというのが一番

大きな状況でありますが、仕様による数字を申し上げますと、平成２８年度決算時にお

きましては、財政力指数が０.５２パーセント、経常収支比率が８９.９パーセント、実

質公債費比率、これは１２.２パーセント、将来負担比率、先ほど間違いを起こしまし

て大変申し訳なかったんですが、これはいつもいう臨時財政対策債は１００パーセント

国が年度年度で面倒をみてくれるということを、それを入れてなかったと、それを差し

引いてなかったために起こったということでありまして、これは又決算審査の中でしっ

かりとご質問があれば説明をさせていただきたいと考えております。今の数字を申し上

げましたように、将来負担比率１４７.７パーセントから１２８.７パーセントに下がっ

たということは、限度が３５０パーセントでありますので、相当前向きになったという

ことであります。苓北町の財政状況につきましては、平成２８年度決算での財政の健全

性を示す４つの健全化判断比率はいずれも早期健全化判断基準を大きく下回っておりま

す。苓北町の自主財源の根幹である固定資産税につきましては、先ほど申し上げました

ように、当初予測よりも好転しておりますが、余裕のある財政状況ではないということ

は、かわりはございませんので、今後も更に財政健全化が進むよう頑張っていきたいと

考えているところでございます。 

以上、松本良人議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） はい、松本君。 

○１番（松本良人君） まず、核兵器の関係でございますけれども、今年もですね、高

校生のですね、平和大使がですね、１５都道府県から２２名の方がジュネーブの国連欧

州本部に訪れまして、各地で集められました２１万４,０００人分の署名を提出をした

ということでございます。小学生、中学生、高校生の若い世代がですね、核兵器絶滅に

相当やはり関心を持っていると。そういう時代でございますので、このことを私たちは

しっかりと受け止めてですね、第一、被爆国日本でございますので、そして、ここ苓北

町はその長崎に一番近い、そういった地域的な状況でその痛みも十分わかっております
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ので、ぜひともですね、政府は政府、町は町との考え方もあろうと思いますので、そう

いったふうに向けて、取り組んでいければなと思っております。よろしくお願いをいた

します。これについてはいりません。 

 それから事業計画について、一問一問取り上げていきたいと思いましたけれども、時

間がございませんので箇条的に申し上げます。担当の方は単刀直入でよろしゅうござい

ますので、その可否についてご質問を願いたいと思います。この件については今まで私

がほとんど取り上げてきた問題です。それを検討するとかしますとかいうて取り残され

た分でございますので、そこら辺を報告を願っていきたいと思っております。まず、長

期計画における収入源の的確な把握と新年度の予算でございますけれども、これは昨年

度の議会においてですね、固定資産税とそれから払う分ですね、収支を皆さんにお尋ね

しました、この議会で。そのときにあまり明確な回答がございませんでした。２９年

度、６億７,４７０万２,０００円の返済予定に固定資産税は１１億７,１２１万６,００

０円、５７パーセントでございましたけれども、３７年度についてはその計算でまわし

ますと、６９.９パーセント占めておると。税収がだんだん占める割合が少なくなっ

て、ずっと納める分がずっと増えているからどうなってるかということをお尋ねしまし

たけれども、そのとき明確な答えがなかったので、この件はどうお考えになるのかとい

うことをもう一度洗い直しをやるということでございますので、その点をお尋ねをした

かったところでございます。それから有利な起債ということで、いつもあります。私は

あまり計算的にはできませんが、普通交付税と特別交付税をですね、２６年から２９年

度まで拾ってみました。実は２６年度が普通交付税が１１億６,３９２万８,０００円で

ございますけれども。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） はい。 

○議長（山本政人君） 今、質問の途中ですが、一問一答でいきますか。それともまと

めて。 

○１番（松本良人君） 全部いきます。順々に私がいきますので。 

○議長（山本政人君） 質問をしたごとに答弁はいりませんか。 

○１番（松本良人君） まとめて回答いただいて、その後、ダメな分について私がもう

一回再質問するということで。 

○議長（山本政人君） まとめて質問をされるわけですね。 

○１番（松本良人君） それでよろしいですか。 

○議長（山本政人君） かまいませんよ。どうぞ。 

○１番（松本良人君） 時間的なところでですね、できない部分があると思いますの

で、それでですね、特別交付税がそのときが９,８６９万７,０００円ということで、２
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６年、２７年、２８年、２９年度と特別交付税と普通交付税を洗いなおしてみましたけ

れども、年々特別交付税が減っていっているわけですよ。というのは特別交付税という

のは町につかみでやる分について、今後はそういった形でずっと減っていくんじゃなか

ろうかと。そういった特別交付税、国からもらう金がですね、そういったことでありま

すので、その点についてはどうお考えになるかをお尋ねをいたします。 

それから安全な生活環境づくりでございますけれども、これは消防倉庫についてお尋

ねをします。先の議会でですね、富岡の消防倉庫、これは２ｍから３ｍの波高にも対応

できない消防倉庫が２、３件あります。しかしながら、消防倉庫は災害の拠点として使

うわけですので、それの数どっかのそっちは見直しましたかという質問をしました。こ

の避難経路については、避難道については数十億円の金が投下されてですね、高台に広

場をつくったりなんかしておりますけれども、消防団員の施設そのものが波でやられる

んじゃなかろうかということを質問いたしましたけれども、その件については、古い施

設から順に建てていくとだというようなことで、そういった津波の危機感は全く感じら

れませんでしたので、今後３０年度の予算にはどう取り組むかということをお尋ねをい

たします。 

それからですね、道路網インフラの整備の中で、町道八久保線の舗装、これについて

はですね、この道路はずっと昔から古い道路でございまして、他地区との春の迫尾越線

の連絡通りになっておりましたけれども、なんでかここだけが一部が改良もしてない未

舗装のまま、そして建設経済委員あたりから取り上げられましたけれども、それについ

てもまだ何の手付かずのままでおるということでございますので、今後３０年度の予算

はどうなっておるかということをお尋ねをします。 

それから巡回バスですね。巡回バスについては、ことあるごとに再三、私は要求をし

ております。この状況はどうなっているかお尋ねをします。それから、小学校環境の整

備の件でですね、この小中学校の冷暖房の件でございますが、この件については私は質

問も委員会での意見も述べておりませんけれども、他の意見から相当突っ込んだ意見が

ございましたので、併せて取り上げさせてもらいますけれども、３０年度に計画がある

のかないのか教えていただきたい。 

それから山間地の農地保全でございます。農地の保全は集落の保全につながっている

ものと確信していると。これ担当課長の話で力強いお言葉でございます。大変うれしい

ことでございましたけれども、又、耕作放棄地の話が一番心配しているんだということ

もございました。このことでお願いを申し上げますけれども、この山間部の田畑にです

ね、周囲の山や土手の樹木がですね、生い茂り作物が育たない状況が出てきておりま

す。そのために耕作を放棄される方がおられます。この周辺の樹木の伐採についてです

ね、農業委員会等通じて伐採の勧告ができないものか。あるいは又、隣接する山林等に
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ついてはですね、個人保護法からの絡みで所有者の住所とか何か私たち、一般の町民の

方にはなかなか教えられないということがございます。そこら辺の箇所をどうしてくれ

るのか、行政の力でしていただけないかというような点も併せてお聞きしたいと思いま

す。 

それからイノシシ、タヌキ等の駆除対策でございますけれども、この件については農

地保全や農作物の被害防止につきまして、再三話題となりましたので、この点について

農地の被害についていりませんが、今回イノシシ、タヌキのダニ対策についてご質問を

いたします。大変私事ですけれども、１ヶ月ぐらい前に私の家の周りにタヌキが姿を見

せました。追っ払ってもなかなか離れない。町から箱罠をお借りして捕獲しましたが、

その捕獲したタヌキの耳、目、首にマダニがいっぱい食い下がってですね、おりまし

た。そしてすぐ処分はいたしましたけれども、実は私、二、三日前に、これはすみませ

ん、ちょっと失礼になることが、聞きにくいことが出てくるかと思いますけれども、私

のからだのへその部分にですか、かゆくてですね、ムヒをつけたり、老人用のかゆみ止

めをしたりしましたけれども、なかなか治りませんでした。それから、又、四、五日し

てからよっとへその中なんかを見ましたところが、へそのごまというて解釈しとったこ

とが実はマダニだったんです。たぶん、そのタヌキのせいじゃなかろうかなとは思った

んですが、この体験から今度の質問にいたりましたが、今はタヌキは昼までも富岡の公

民館の周辺でも見かけます。裏の竹やぶあたりでですね。又、畑、山とは言わず、町中

にでも至るところに生息していますが、このタヌキがマダニを媒介する、そしてタヌキ

からペットへ、ペットから人への感染があったならば、どうなるのかなと考えます。マ

ダニの被害は本町においても出ております。町をあげて対策が必要じゃなかろうかとお

伺いを申し上げます。 

それから、自治体経営の状況でございますけれども、前回の議会では今９８名という

定員の中で確実な町政の運営ができるように踏ん張っていくというような課長の質問で

ございましたけれども、現在、定められた定数と職員数をお尋ねします。それから公募

を５名ほどしてあります。職種において専門職２名、その中の土木関係募集についてお

尋ねをしますけれども、一級土木施工管理士、それから二級土木施工管理士の資格を有

すると思っておりましたが、これについては間違いございませんか。間違いなかったら

ですね、その仕事内容はどういうものかお尋ねをいたします。それから募集要件とし

て、民間企業職務経験者となっております。公官庁が民間企業から技術を引き抜くよう

な形となります。企業が一人前の技術者を育てるにはそれなりの時間と経費、それから

指導力が必要でございますけれども、苓北町として募集要件に民間企業等職務経験者と

明示したことについて罪悪があるのかないのかお尋ねをします。 

○議長（山本政人君） 松本君。質問の途中ですが、時間がほとんどありませんよ。 
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○１番（松本良人君） もう最後です。 

○議長（山本政人君） 答弁がなかなかできませんからね。簡単に、簡潔明瞭に。 

○１番（松本良人君） はい。それから正規の職員でない方の待遇とお尋ねをいたしま

す。 

それから、本庁の方々が近年ですね、長期療養とか入院、死亡、早期退職が多いと感

じます。新聞報道等によると過労による自殺とか問題になっていますが、どうお考えに

なるのかお尋ねをいたします。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） それでは答弁をいただく課長たちにお願いをします。残り時間

がもうほとんどありません。ほとんど。したがって、簡潔明瞭に。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 最初は、税収と返済額の話がございましたけども、先

ほど町長答弁にもございましたように、２９年度は税の調定額が昨年度よりも若干です

けども上回っております。ということは、従来まで九電の固定資産税がかなり減ってい

たわけですけども、この辺が機器の改修があったようで上がってきております。という

ことで、税収のほうは従来の私どもが計画しておったよりも好転をしております。それ

から特別交付税の話がありました。年々減っているということでございましたけども、

そうではございませんで、２５年度と２６年度と２７年度比較しますと増えておりま

す。これは災害等の特殊事情がありますと、特別交付税算定に入りますので増える要件

が出てきたからだと思います。今後、特別交付税についてはですね、そのような特殊な

事情を勘案してということでございますので、各年、交付額の変動はあると考えており

ます。 

○議長（山本政人君） 次は、総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず、消防倉庫改築の件でございます。消防倉庫につきま

しては、富岡地区の消防倉庫につきまして、海抜が低いところに建設されているという

ことで前回の議会の中でお話をいたしました。その中で、富岡地区の三分団、一班の消

防倉庫につきましては、３０年度予算で対応するよう計画をしておりますが、しかし、

６月議会でも松本議員にご答弁いたしましたように、緊急防災減債事業債で採択がいた

だけるようであれば本年度の補正予算での対応も検討しているところでございます。 

 次に、職員の管理についてでございます。現在の職員につきましては、４月１日現

在、正職員が９９名でございます。９９名の中で適正な行政運営を行っているというこ

とで考えております。 

 次に、土木施工管理技士の資格の関係でお尋ねがございました。土木施工管理技士の

資格につきましては、建設業法第２７条に基づく技術検定制度に基づく国家資格でござ

います。土木一式工事の実施にあたりまして、その施工計画の作成、当該工事の工程管
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理、品質管理、安全管理等、工事の施工の管理を的確に行うために必要な技術とされて

おります。土木施工管理技士につきましては、２８業種の建設業の種類がある中でです

ね、８業種にわたり施工管理をすることができまして、そういった業種の範囲のカバー

をできるものと思っております。そういった中で今回、職員採用の募集につきまして、

民間の経験を含む土木の採用をですね、呼びかけております。これにつきましては、こ

れまでも議会において、工事に関わる施工管理等についてご指摘を受けてきたところで

ございます。今後の管理体制について、更に万全を期していくために職員の知識、技能

等、資質の向上を図る一方、土木工事等の設計・施工管理、構造物の維持管理等の職務

におきまして、充実する経験を有する人材を確保して職務体制の充実強化を図るため

に、職員募集を行ったところでございます。なお、民間からの経験者につきましては、

即戦力ということも考えまして民間での経験者を募集したところでありまして、町にと

りましては雇用の場の確保になると考えております。 

○議長（山本政人君） はい、次、八久保線。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 町道八久保線の舗装につきましてのご質問があってお

りますが、このことにつきましては従来、町長のほうから地元のほうでの承諾って言い

ますか、それが取れればですね、舗装ができますよということで一応回答がなされてお

ります。３０年度の実施につきましては、地元区長のほうに先ほど申し上げました承諾

書のほうをお願いをいたしておりますので、そちらの提出があれば新年度予算に計上に

ついて検討をしてまいりたいというふうに思います。以上です。 

○議長（山本政人君） はい、次、企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 巡回バスの件でございます。毎年、各区長さん、それ

から各地区の老人会のほうに意見聴取をいたしまして、改善できる点は改善をしてまい

っております。只今、そのお願いをしておるところでございますが、今、スクールバス

の３号車ですね、木場から都呂々小学校、これを志岐まで混乗できるようになっていま

すので、志岐までですね、木場から乗ってこられるような方向でできないかなというと

ころで検討しているところでございます。 

○議長（山本政人君） 次は、教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 小中学校の冷暖房施設設備につきましては、国の交付金等

が確保でき次第随時設置できるようにですね、現在、整備計画を作成中でございますけ

ども、国の交付金額につきましては、対象事業費の３分の１ですので、残りの財源につ

いてなお検討中でございます。又ですね、国の交付金配分額につきましては、要求通り

確保できるかは未確定な部分がございますので、実施年度につきましては現在のところ

未定でございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 
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○農林水産課長（野田尚之君） 山間部農地の樹木の伐採、日照の確保についてのご質

問でございます。基本的には個人の財産間の問題であると受け止めておりますが、一つ

の方策といたしましては、地域で組織している営農組織や組合でですね、農地維持の活

動の一環として皆さんで取り組んでいただけるのも一つの案かと思います。今後とも農

業委員会における農地相談業務でですね、何ができるか今後とも研究してまいりたいと

思います。 

それと、野生動物によるダニによる被害でございますが、最近野生動物の一般的なダ

ニによる感染症が皮膚病ですね、これが報告されております。それと、マダニが媒介す

る病気で、人に感染すると致命傷になる症状もＳＦＴＳと申しますそうですけども、こ

れがペットとかですね、野良猫を介在して人間に感染したという報告もされておりま

す。まずは、県の自然保護課でありますとか、保健所などとですね、連携をいたしまし

て、広報紙、講演会等を通じてですね、住民の皆さんに周知を図ってまいりたいと考え

ております。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 非正規職員の処遇について私回答が漏れておりました。非

正規職員の処遇等につきまして、報酬手当等につきましてでございますけれども、これ

につきましては、熊本県の最低賃金の改定等を考慮の上、又、資格職等の業種について

も考慮の上、年次的に改定を行っております。又、通勤手当の支給や休暇についても国

に準拠して措置を行っているところでございます。 

○議長（山本政人君） それから、自治体現状についてちょっと。 

○１番（松本良人君） １点最後に。 

○議長（山本政人君） 簡単に言わんと時間がないよ。 

○１番（松本良人君） 簡単に言います。施工管理士ということで募集をしてありま

す。この件について、施工管理士はどういうものであるかという尋ねますけれども、こ

の文言間違いございませんかということで再度お尋ねしましたけれども、私はこの施工

管理士というのは初めて聞きました。本当に施工管理士であるのかどうか。私も実は私

は施工管理技士を持っておりますけれども、そこら辺はどう解釈されるのかお尋ねをし

ます。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 先ほどお答えいたしましたように土木の施工管理技士でご

ざいます。 

○１番（松本良人君） 施工管理士があるかなかかって聞いたんですけど。文言とし

て。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 
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○総務課長（山﨑秀典君） 国家資格の資格につきましては、土木施工管理技士でござ

います。 

○１番（松本良人君） 管理士じゃなくて管理技士は私は持って同じ種類の。 

○議長（山本政人君） 管理技士って言うた。総務課長。はっきり。 

○総務課長（山﨑秀典君） 管理技士でございます。 

○１番（松本良人君） このことはですね、広報はお知らせ版管理士として募集あって

おります。それを目的に来られた方はたぶん管理技士を持っとって、管理士ということ

があるので、私は応募しませんよということでなりはしないかということを懸念をしま

したので、私はこういう質問をしたわけですけれども、間違いがあるなら間違いとして

ピシャっと言ってもらったほうがいいと思います。 

○議長（山本政人君） これで、松本良人君の一般質問を終わります。 

 ここで１１時まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 一般質問を続けます。 

通告２番、野﨑幸洋君。 

○７番（野﨑幸洋君） 通告２番、７番議員、野﨑です。 

 通告しておりました２点について質問いたします。 

 まず初めに、行政区から出された行政通信に対する町の回答についてお伺いをいたし

ます。苓北町の各行政区から町民が生活を送る上で身近な問題として発生した事項を各

区長さんから町の担当課へ行政通信として書類が提出されております。以前、区長さん

から行政通信を出しても明確な期日と回答が遅いとの話を聞き、迅速な対応ができない

かということで、平成２５年の１２月議会の一般質問にてお尋ねをいたしました。その

ときの答弁では、今後より迅速な対応を心掛け、できるだけ早く要望にお応えするよう

努めたいとの答弁でありました。その後、町も迅速な対応に努力されているものと思い

ます。現在でも町民皆さまが日々生活を送る上で、大小様々な問題点や要望事項が上が

ってきているわけですが、平成２７年から約３年間をさかのぼって行政通信の受付資料

を見てみますと、平成２７年度が１２３件、２８年度が９８件、２９年度の６月までが

３５件、合計２５５件が行政通信での要望として上がってきております。そのうち、こ

れまでに処理が済んだものが１７６件、次年度までに実施予定が３９件で約８４パーセ

ントが対処された、又は、対処予定となっております。しかし、検討が必要なものが２

３件、実施しなかったものが１７件となっております。検討が必要なものの中には、い
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つまでに検討して対処するのか明確でない回答のものや実施しなかったものの中には町

道の維持管理、側溝蓋補修等、町民の身近で危険性を感じて提出された要望事項が含ま

れているように思われます。当然、予算が関係するので全ての要望を処理するのは難し

いとは思いますが、町道関係は特に再度検討され、早急な対応ができないかお尋ねをい

たします。 

 次に、ケーブルテレビ放送について見解をお伺いいたします。町は平成２３年４月か

ら地域情報基盤整備推進事業として、総工費約９億６,０００万円を投入し、現在光フ

ァイバーを利用した告知端末機を設置し、町内各家庭に防災無線をはじめとした行政連

絡等の放送が行われております。全国的に見ても、全町的に光ファイバー網が整備され

ている行政区は数少なく、苓北町は恵まれた情報通信の環境下にあると思います。現

在、苓北町議会では議会活性化の一環として、又、町民皆さまへ幅広く議会の様子を知

っていただくために、定例会一般質問を録音し、町のホームページ上でネット配信の準

備を進めているところであります。そういった中ではありますが、今後更にこの恵まれ

た情報通信環境を生かし、ケーブルテレビを各家庭につなぐことによって、議会のライ

ブ放送や行政連絡等、又、町内の観光のＰＲなど幅広く主張できる情報発信をしてはど

うかと考えます。現在、天草市、上天草市、又、一部つながっていないところはありま

すが、２市はすでにケーブルテレビが供給開始されているため、議会のライブ放送や録

画放送、又、行政連絡や地域活動の様子など、幅広く様々な情報発信が行われていると

聞きます。今後、苓北町がケーブルテレビに参入できれば、２市１町が一体となった情

報の共有や観光ＰＲが可能となり、大いに苓北町の活性化につながるのではないかと思

われます。そこで、お尋ねいたしますが、今後、町はケーブルテレビをつなぐお考えが

あるのか。又、供給開始をするまでにはどのような条件等をクリアしなければならない

のか。見解をお伺いいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の野﨑議員のご質問にお答えをいたします。まず、行政区

から要望された行政通信に対する町の回答について答えさせていただきます。現在、行

政通信に対する回答につきましては、可能な限り処理予定の期日・期限を明記した上で

回答を行うことにしております。処理が早い時期に可能なもの、その年の年度末などに

可能なもの、予算の関係で次年度予算に計上して実施するもの、次年度以降、実施検討

のもの、そして実施できないものに区分して回答を行っております。この中で、次年度

以降、実施検討のものについては更に町道改良や舗装など事業費が大きく、振興計画と

の調整が必要なもの、県工事等の他の事業との関連からそれらの事業の完了後、検討が

必要なもの、要望案件につきましては、その事業内容、実施の有無について再検討の必

要があるものに再分類の上、回答をしているところでございます。このようなことか
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ら、これらの案件の回答につきましては、いつまでに実施するか等の期限を明確にでき

ない事案もございます。又、実施しなかったものにつきましては、現地確認の結果、一

つは県所有や個人の土地に関する事案や現時点では必要性が低く、現状のままで様子を

みるもの等について、その旨の回答を行っているところでございます。そのような中

で、町道関係での要望についてでございますが、道路の維持管理等に関しましては、速

やかに現地を確認いたしまして、いつ頃までにできるこういう理由でできない等の回答

をお返ししているところでございます。平成２７年度、２８年度、２９年度の３ヶ年の

要望事項に対する回答内容の確認をいたしましたが、町が対応すべき事項につきまして

は、不適切、又は維持管理不足と思われる案件はないようでございました。行政通信で

上がってきた要望の中には、民地内の施設や県有地内の施設で町が管理していないもの

に関する事項が含まれておりました。これらにつきましては、町では対応ができない旨

の回答をいたしております。なお、災害時の緊急迂回路として利用した町道で、路肩部

の仮復帰を実施したことに伴い、災害復旧の申請をしなかったところがございました

が、回答書では説明が不十分であったということで、改めてお尋ねがあった事実もござ

いました。又、舗装の打ち替えの要望をいただいた箇所は、改修予定に上がっていない

路線でございました。現地調査を実施した結果、特に通行には支障がないと判断しまし

たので、その旨を回答した次第でございます。町道等に関しましては、行政通信をいた

だいた場合は、速やかに現地確認を行いまして、人や車の通行に支障を及ぼすような状

況がございますと、速やかに修理等を実施することといたしております。町が対応でき

ます分は、あくまでも町が管理している施設、町道や河川に限っているということでご

ざいます。里道や水路等につきましては、やまびこ事業での申請をしていただくようご

案内をいたしているところでございますので、ご理解をお願いを申し上げます。 

 次に、ケーブルテレビの活用についてのご質問でありました。ケーブルテレビにつき

ましては、過去に現在の地域情報通信基盤施設整備事業を計画する際に、導入の有無に

ついての協議をした経緯がございますが、その際には導入コスト・運用コストが高く、

又、運用会社の設備投資もなく、全て町頼みでありました。しかもサービスが自主放送

のみということで、費用対効果が期待できないということで導入しないことといたしま

した。このようなことから現時点でも町が新たに自前の放送局を整備して、独自放送の

運営をしていくことについては考えておりません。ということは、民間がどなたかがや

っていただけるかどうかということですね。又、民間のケーブルテレビ会社が天草市を

はじめ各地域にございますが、現在までは正式な参入等の申し込みはあっておりませ

ん。このような中で参入の申し出が出て供給をしていく方向で進めていく場合におい

て、どのような条件をクリアする必要があるのか。今般担当官庁である九州総合通信局

へ問い合わせをいたしました。その回答によりますと、地域情報通信基盤整備工事によ
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り、光ケーブルの町内敷設とともに整備した苓北町ケーブルテレビや当初の目的として

新たな難視聴対策として整備したものであり、現在、役場に設置しているアンテナで電

波を受けまして、周波数を変更することなく光ケーブルを通じて加入者宅に配信をして

いるところでございます。民間会社への委託を含め独自放送をすることになれば、既存

の設備のほか、新たに設備追加が必要になると考えられ、国の交付金を受けて整備した

設備に追加、又は廃棄・変更を行う場合においては、当初の交付金を受けた目的とは異

なってくるため、国に財産処分の申請を行う必要があるとのことでございます。なお、

申請内容によりましては、交付金の返納も生ずる可能性があるため、九州総合通信局へ

相談を行い、検討をいただきたい、その事案が出たときにですね、相談をしてくれとい

うことでの回答をいただいたところでございます。 

以上で、野﨑議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） それでは、まず行政通信についてですけども、平成２７年から

２９年６月までの分でいただいた資料では、先ほども言いましたけども、処理済みが２

５５件中１７６件、次年度までに実施予定が３９件と約８４パーセントが対処されまし

た。又、対処予定となっております。この処理率が高いのか低いのか。この判断は非常

に難しいと思うんですけども、様々な条件や状況、又、予算が関係してくるので、全て

の要望事項を処理するのは大変厳しいとは思います。しかし、これまでに実施しなかっ

たものの中に、先ほどちょっと上げられましたけども、町道関係で例を挙げますと、２

年ほど前に発生した大雨により、坂瀬川の町道木場線の路肩とその先の法面が崩壊した

際に、もう一本川向うにある町道八ツ手線も同時期に路肩が崩落いたしました。その際

に、大型の土のうを積んで応急的な処置をし、町道木場線の迂回路として利用されたわ

けですが、ご存じのように町道木場線は現状復旧をされましたが、この八ツ手線は現在

もそのままの状態となっております。地区の常会において、今後も同じような災害が発

生した場合、木場地区は陸の孤島となりかねない。早急な改善を求めるとの声が上が

り、行政通信が出されたわけですが、町の回答によりますと、「現在の復旧状態で通行

には支障がないと判断しております。ご理解ください。」との回答でありました。最近

は５０年に一度と言われるほどの大雨が降るような災害が全国各地で発生しておりま

す。こういったことを考えますと、災害時の迂回としての使用例もある町道でありま

す。再度、地区の方々の安心・安全のためにご検討いただけないか、もう一度お伺いを

いたします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 野﨑議員のご質問にお答えをいたします。 

 ご案内の路線につきましては、今野﨑議員のほうからご説明がありましたとおり、平
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成２７年の豪雨災害に伴いまして、町道木場線の路肩が完全に崩壊をいたしまして、全

く通れない状況が出たところでございます。そういう中で、町といたしましても生活路

としてのやはり迂回路を確保する必要があるというようなことの中で、反対側にござい

ます町道の八ツ手線ですね、この末端分につきましては、町道の認定はなされていない

民有地を今現在通らせていただいている状況でございますが、その路線を迂回路として

確保する必要があるというふうに判断をいたしました。現状を確認いたしましたとこ

ろ、ご指摘のように路肩の部分ですね、舗装の部分はまだ残っておりましたが、路肩部

分が崩落をいたしておりました。そういう中で、どうしても生活路としての路線を確保

するということで、大型土のうで補強をしてここを通らせようと一ヶ所だけでございま

したんで、そこを業者に依頼をいたしまして、早急な対応ということで対処したわけで

ございますが、災害復旧を行う場合にあたりましては、本来、事前にですね、災害箇所

等々で申請できると判断した部分については、原則は応急的な復旧をする場合について

は、協議をして承諾を得て仮復旧というようなことも考えられるわけでございますが、

当時といたしましては、もうそういう協議どころではなくて、いち早く路線としての迂

回路をですね、復旧する必要があるというような判断をしたところでございます。そう

いう中で、ここの路線の状況につきましては、地元の区のほうからも農地等々で耕作を

されている方からもですね、お尋ねがございました。そういう中で、今の現状では大型

土のうを十数個積んで路肩については、土のうによって確保できている状況がございま

すので、議員が申されたように町としては通行に今の段階ではですね、支障がないとい

うような判断をしている中でございますので、状況を見た上でですね、もし今後当然災

害に出せるような状況が再度出てきますと、災害復旧に申請をいたしまして対応をして

いくというような状況でございます。現状につきまして、私もこの行政通信で回答をし

てあります案件についてですね、現状がどうなっているのかということで現場のほうも

一応確認はいたしたところでございますが、今現在も通行には支障がないというふうに

判断をしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） ここはですね、先ほども言いましたように、災害のときの迂回

路として利用されているわけですから、現在通行に支障なくてもですね、これはもう災

害申請されて、県のほうで受理されなくても、これは町の単独費を使ってでもですね、

路肩の改修っていうのはすべきではないかと思うんですけども、その辺もう一度見解を

お尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 確かにご指摘の趣旨につきましては、私も理解をして
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いるところではございますが、正直申し上げて、ここの路線自体が確かに狭いですね、

どこにもほとんど離合箇所がないような路線でございます。そういう中で、ここのみを

迂回路というふうな考え方については前回の状況から考えれば、鶴木場線ですね、こち

らにも災害が起こっておりました。それから、木場線の本線にも２ヶ所大きな災害が起

きておりまして、そういう中で考えれば、ご指摘のように唯一の迂回路というようなと

ころの考え方はあろうかというふうに考えますが、又、この件につきましては、ちょっ

と検討をさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 確かに迂回路としてのここの大事な道でもあるんですけども、

もう１点ですね、今、課長いわれましたように、町道八ツ手線の脇に水田がありますけ

ども、その地権者の話を聞いてみますとですね、雨量が多いときは崩落して土のうが積

んである箇所からですね、水路に土砂が流れ込むので何度ももう自分たちで撤去した経

緯があるということを話されていました。ですから、何とか早く改修できないかという

声も聞いておりました。このように町道のですね、不備な状態が続くことによって、町

民の皆さまに迷惑がかかるようであってはならないと考えております。八ツ手線のみな

らず町道に関してはですね、町内の町道に関してはやっぱ十分な検討をしていただいて

ですね、こういった不備が発生した場合は、早急な対応をぜひよろしくお願いしたいと

思います。 

 次に、ケーブルテレビ放送について再質問をさせていただきますけども、先ほどのお

話では地域情報基盤整備で行った交付金で行われた事業でありますので、民間の算入と

なればですね、返納金が発生する可能性があるなどいくつかの問題点があり、今後九州

総合通信局にお尋ねをして、その内容を踏まえた上で検討していく。全く可能性はゼロ

ではないような回答をいただいたように感じました。たしかにですね、この交付金等の

縛りがあって、スムーズな導入は難しいというのはわかりますけども、先ほども言いま

したように、全国でも恵まれた情報通信環境にあるこの苓北町です。これまで投入され

た約９億６,０００万円の光通信網の設備投資を今の利用範囲だけで使っているのは非

常にもったいないと思いますので、そこで縛り的なもの、九州通信局にお尋ねになると

いうことですけども、例えば何年っていう縛りが現在あるのかないのか、その点をお伺

いいたします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 交付金の年数の縛りについてはですね、ちょっとこの前お

聞きしておりませんで、又、再確認が必要かと思います。事業的にですね、先ほど町長

答弁でもありましたように、苓北町ケーブルテレビという名称でうちやっておりますけ
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れども、難視聴対策ということの中でですね、テレビをそのまま電波を受信してそれを

再送信しているという形ですので、それを変える、それに加えるということになると変

更にあたるということでございますので、そこら辺は十分に協議を相談をしながらです

ね、検討してまいりたいということで考えております。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 私もですね、この質問をするにあたってですね、事前に民間の

業者さんであります天草ケーブルテレビさんにお話を聞かせていただきました。まず、

もし天草市の五和町ですね、まで、これはきとるそうなんですけども、きてるケーブル

を苓北町とつなげると工事費はいくらかかるのかとお尋ねしましたら、おそらく私はで

すね、数億円単位の話で予算がかかるんじゃないかと思ってたんですけども、今言いま

したようにすでにですね、天草の消防広域連合間ではですね、もう五和町二江と苓北町

はケーブルによってつながっているため物理的にはもうクリアできていますっていう話

でした。費用的には業者との契約料になってくるのでそんなに大きな金額になることは

ないでしょうというお答えでした。そこで私知らなかったんですけども、この天草市と

苓北町が光通信ケーブルがつながったのはいつごろつながったんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） これにつきましては、天草広域連合消防本部間のですね、

デジタル化に伴いまして、２９年度、今年度で全ての天草管内ですね、つながったとい

うことでお聞きしております。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） ２８年度にはもう消防間はつながっているということですね。

今、目的が今後、例えばケーブルテレビってなると、さっき言われた最初の目的からは

変わってくるんですけども、ケーブルテレビをつなぐことによってですね、どのような

メリットがあるのか聞いてみたんですけども、天草市の例で言いますと、毎月行政連絡

を広報誌でお知らせしていますが、統計では約２割の方しか見ていない。行政の冊子を

ですね。よく電話での内容の問い合わせが数件あっていたのが、ケーブルテレビで行政

情報を流し始めてからは随分問い合わせが減りましたという話もありました。又、各地

区の行事や町の動きをタイムリーに知ることができる。そして又番組の中にはですね、

市長に聞いちゃおうという番組がありまして、市民から事前に出された様々な疑問を番

組内で市長が答えるコーナーがあって、より市民と市長が身近になったなどの声があっ

てですね、このように様々なメリットがあるということをお聞きしてきました。そこで

ですね、こういうメリットがありますので、もう一度前向きな今後九州通信局にお尋ね

になるでしょうけども、つなごうという前向きなお考えがあるのか再度お尋ねをいたし

ます。 
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○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 先ほど答弁でも申しましたように、正式な申し出はまだあ

っておりません。ただですね、例えば議会中継を収録をして、自主放送という形で放送

する場合に、これ以前、委員会の中でちょっと経費がどのくらいかかるのかというお話

をいただいておりましたので、一応、経費をですね、お願いして参考にいただいており

ます。その中で、議会中継を収録して機材によりまして、その編集をする、その設備、

それから改めてその自主放送という形で送信する設備が必要になります。これについて

ですね、どのくらいの費用がかかるのかということでお尋ねしましたところ、約３,９

００万ぐらい、やはりかかります。これにはその後の自前の放送のスタジオだとかです

ね、そういう設備、それから管理運営の費用、そういったものは一切含まれておりませ

ん。そういったことで費用等の関係もございます。ただ、民間会社と契約をした場合に

は、民間会社のほうからケーブルの使用料と言いますか、そういったものは当然町のほ

うがいただかなければならないと思いますので、そういった状況も勘案しながら検討す

る必要があると現時点では考えております。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 確かにですね、ケーブルをつなげるとなると今おっしゃったよ

うに工事費用とか業者との契約料、又、維持管理費など若干の費用はかかるとは思いま

すが、これからの開かれた苓北町、そして町の活性化、観光、経済効果を考えますと、

やっぱりケーブルテレビをつなぐメリットは十分にあると私は考えております。又、今

年の１２月からですね、ＦＭラジオもこの民間業者さんでは開局されると聞いておりま

す。もしこのラジオ放送まで契約できるとなれば、更に様々な情報をですね、幅広く町

民のみならず県内の方が聞くことができますので、そういった意味でですね、町の活性

化には十分つながると考えております。様々な諸問題、そして又、検討しなければなら

ないのはあると思いますけども、どうぞ早急な検討とご理解を求めて私の一般質問は終

わらせていただきます。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今、いろいろ話がありましたようですけれども、ここでやって

いただける会社があるのかどうかというのを我々から接触してみたいと思います。 

○議長（山本政人君） これで、野﨑幸洋君の一般質問を終わります。 

次に、通告３番、石田みどり君。 

○６番（石田みどり君） 通告３番、６番議員の石田みどりでございます。 

 私は２点について町長に質問をさせていただきます。 

まず初めに、水害防止対策として河川の管理はどうなっているかということでござい

ます。近年、日本のいたるところで５０年に１度というようなゲリラ豪雨と言われ、気
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象予測もできないような集中的な雨で毎年各地で相当な被害が出ており、尊い人命もた

くさん失われております。今年も同じ九州の中で７月初めに九州北部豪雨が発生をし、

福岡県・大分県に甚大な被害をもたらしました。死者３６人、行方不明者５人、これは

２ヶ月たった今でも見つかっていない状態です。建物被害は全壊２０２件、半壊６５６

件、一部損壊もいれると２,８２８件、現在も両県で６００人以上が避難生活を続けて

おられます。被害総額は１,４００億円を超えていると発表されています。この異常気

象と言われる今日、いつどこで起こるやもしれない豪雨災害でございます。苓北町でも

一昨年６月と昨年７月の豪雨で予想もしなかった大きな被害が発生をいたしました。昨

年７月の豪雨では河川近くや河川の土砂崩れや河川の氾濫による被害も多く出ておりま

す。現時点で、復旧工事は完了しているのでしょうか。お尋ねをいたします。２７年の

９月議会で私は日常的な河川管理が必要ではないかと町長に質問をいたしました。その

後も、ほかの議員さんからも質問が出されております。私の質問に対して、町長は県の

河川は県に対策を要望していく。町河川については、極力必要な予算を確保して、竹木

の伐採や堆積土砂の撤去などを実施していきたいと答弁をしていただきました。今でも

川岸には小木や竹が生い茂り、川の中まで根をはり川幅を狭くし、又川底には土砂や石

が堆積して川底が上がり、流れが悪くなっているところも多く見受けられます。いつ起

こるかもしれない豪雨災害の対策として、県河川・町河川の管理はその後どのような対

策をしておられるのかお尋ねをいたします。 

 ２点目でございます。町の職員について、正規職員と非正規職員の比率はどうなって

いるのでしょうか。又、非正規職員の処遇についてはどうなっているかお尋ねをいたし

ます。今年度の正規職員と非正規職員の比率はどうなっていますか。昨年度は正規９８

名で６３パーセント、非正規一般職の非常勤職員は５７名で３７パーセントと町長から

答弁をいただきましたが、今年度はどうでしょうか。又、非正規職員の処遇はどうされ

ておられるのでしょうか。２０１６年３月の参議院の総務委員会で、日本共産党の議員

が質問をしました。ある公営の嘱託職員の劣悪な労働実態を示して質問したのに対し、

安倍総理は職務に応じた処遇の改善の確保を図ることが重要で適切に対応する必要があ

ると答弁をされました。これは要するに同一労働同一賃金ということではないでしょう

か。苓北町でも嘱託職員や臨時の職員についても最低賃金ギリギリで働いてもらってい

るようですが、募集に答えてくれる人がいらっしゃるのでしょうか。現状をお聞かせく

ださい。人事院が国家公務員の月給、ボーナスについて引き上げ勧告をしました。非正

規についても同一労働同一賃金の検討を進めています。人事院勧告は自治体労働者にも

大きな影響を与えると言われておりますが、これに準ずるというお考えはありませんで

しょうか。お尋ねをします。非正規職員の処遇について、職員組合からの要望などは出

ているのでしょうか。日本はほかの先進国の中では、公務員数が最低だということでご
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ざいます。苓北町の役場に町民が相談の電話をしても、すぐには対応してもらえない、

どういう対応をしているかという途中経過すら連絡してくれないと町民の方から苦情を

よく聞きます。職員の数が足りなくて、忙しくて対応が遅くなるのではないでしょう

か。今の職員数で町民サービスに対応できているとお考えでしょうか。お尋ねをいたし

ます。 

以上、２点でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の石田議員のご質問に答えさせていただきます。 

 まず、水害防止対策と河川の管理についてのご質問でありました。石田議員、ご指摘

のように近年各地でゲリラ豪雨と言われる集中豪雨があっております。つい最近では、

福岡県の朝倉市で記録的な集中豪雨によりまして、多くの土砂や流木等が流出し、河川

沿いの家屋も巻き込み多くの人命が奪われるという大災害が発生いたしました。苓北町

におきましても、去る８月１５日未明に富岡地区を中心として、時間雨量１００ミリを

超える豪雨が降りました。富岡地内には大きな川はありませんが、中山川、春川下流域

で氾濫し、水田が浸水をいたしました。氾濫の原因につきましては、中山川、春川の河

口部に流れを阻害する堆積土砂等がございました。この土砂等を撤去するための予算を

今回の補正予算に計上させていただいております。河川全般に関します状況につきまし

ては、県管理河川では氾濫にいたるような事態は今年は発生しておりません。天草広域

本部公務２課が本年５月に実施した県管理河川の状況調査に担当課長が同行しておりま

すが、その際にも河川敷きの堆積土砂の撤去を要望しております。又、河川の流れを阻

害する竹木の伐採についての要望に加えて、松原川の護岸が低い箇所への対応につきま

しても要望を行っております。この護岸が低い箇所への対応につきましては、平成２９

年度中に測量設計を行い、工事可能な箇所から工事に入るとの説明を県から受けている

ところでございます。町管理の河川の状況につきましては、現在、小路川におきまして

氾濫の要因となる流木を補足するためのスリットと呼ばれます施設の整備工事に着手を

しているところでございます。工事箇所につきましては、中区の住宅密集地の上流部に

なりますが、年度内の完成を見込んでおります。今後の堆積土砂の撤去予定につきまし

ては、年柄川の中流域、小路川及び先ほど説明をいたしました中山川、春川の河口部に

おいて実施する予定でございます。又、河川の流れを阻害しております竹木等の伐採に

つきましては、１０月から２名の作業員を雇用いたしまして、小路川、年柄川等で実施

する予定でございます。 

 次に、町の正規職員と非正規職員の比率は。非正規職員の処遇と職員管理に関する各

質問に答えさせていただきます。まず、職員数につきましては、平成２９年４月１日現

在、正規職員が９９名、非正規の非常勤職員が５５名で、その比率で６４パーセントと
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３６パーセントの比率になっております。特に、教育関係が２３名、福祉関係が１２名

で、そのうちの約６割は職務に関連する何らかの資格を有するものとなっております。

又、非正規職員の処遇についてでございますが、一般職の非常勤職員につきましては、

地方公務員法、労働基準法等の関連法に基づく規定や苓北町一般職の非常勤職員任用等

取扱要綱に基づき、任用形態、報酬及び費用弁償、勤務時間、休暇等について定めた上

で雇用をしているところでございます。 

 次に、人事院勧告に対応するかどうかについてでございますが、昨年は人事院におい

ては国家公務員の月例給を平均０.２パーセント引き上げ、一時金の期末勤勉手当の年

間支給月数を０.１ヶ月分引き上げる勧告が出されました。熊本県人事委員会におきま

しては、熊本地震により給与改定の判断の際に、重要な資料となる地域の職種別民間給

与実態調査が実施できなかった中で、県内の厳しい経済、雇用情勢など熊本県の置かれ

た現状等を総合的に勘案し、月例給、一時金ともに改定は行わないことが適当であると

判断されたことから、苓北町におきましても改定は見送ったところでございます。な

お、昨年は熊本地震の影響を考慮した上で、県下４４自治体中２７自治体が改定を見送

っております。このような中で、本年８月６日、人事院は官民格差に基づいて、月例給

を０.１５パーセント引き上げ、一時金の勤勉手当を０.１ヶ月分引き上げる勧告を行っ

たところでございます。熊本県人事委員会におきましては、例年どおり１０月に勧告を

出される予定になっておりますが、８月２６日付けの新聞紙上では県内主要企業等を対

象に実施した２０１７年の賃上げ動向に関するアンケートで経営改善が賃金、夏の賞与

に反映している状況がうかがえたとの報道もなされており、県の人事委員会におきまし

ても、国と同様の勧告がなされるのではないかと想定しております。このような状況を

受けまして、苓北町におきましても県の勧告に準拠して、昨年度見送り分も含めて改定

を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、非正規職員の処遇について、労働組合からの要望の有無とそれに対する対応に

ついてのご質問でございますが、組合による確定闘争時の要求書や男女平等に関する要

求書において、非常勤職員の処遇改善についての要望が出されております。賃金改善や

各種手当の支給、休暇の措置など多岐にわたった要望がなされておりますが、賃金につ

きましては、県の最低賃金の改定を考慮した上、年次的に改定を行っておりますし、通

勤手当の支給や休暇についても国に準拠して措置を行っているところでございます。 

 次に、今の職員数で町民の要求に対応できるのかとのご質問でございますが、定員管

理計画におきましては、現状の人員を維持しながら行政運営を行っていく計画にしてお

ります。なお、年度ごとで退職者数の変動がございますが、新規採用にあたっては、５

ヶ年間の推移を平準化したところでの採用計画といたしております。その中で、職員数

が足りないから忙しすぎてちゃんと町民の要望に応えない職員がいるというようなこと
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がございます。もし、そういう職員がいたらすぐ教えていただければ大変ありがたい。

これはやっぱり我々の職員教育がまずかったんじゃないかと。あるいはその職員がしっ

かりその教育を守ってなかったのではないかということでございますので、その辺は

我々もきちっと対応してまいりたいと。私の考えでは前の１２１人定員よりも大分減り

ましたけれども、職員の皆さん頑張って何とか仕事をこなしておりますし、相当頑張っ

ている職員もたくさんいます。そういった意味でですね、今の９９名体制でですね、十

分やっていけると考えているところでございます。 

 以上、石田議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 県河川について県へ要望されてちゃんと対応をしていただい

ているということをお聞きいたしましたけども、今後もやっぱり本当に豪雨対策という

ことでは、町民の命と生業、財産を守るために本当に県にも強く要望していただきた

い。まだ、何ヶ所もですね、竹木が根をはって、堆積土砂がたまってというところがご

ざいます。やっぱり日常的な管理が必要だというふうに思っております。昨年７月の集

中豪雨被害の河川などの復旧費として、９月議会で当初予算の１億９,０００万円に対

し２億５,１２０万円を追加して補正予算を組んでいただきまして、それは議会でも了

承をされましたが、これは当初予算の１３２パーセントにあたるというふうに思ってお

ります。道路が１３件、橋が９件と聞いております。日常的にやっぱり管理をすること

でですね、この多額の予算も必要じゃなくなるのじゃないかなというふうに思います。

被害を極力最小限に抑えることができるのではないかというふうに思います。被害が大

きくなって復旧に多額のお金を担ぎ込むよりも、転ばぬ先の杖として日常的に管理をす

るということが必要だろうというふうに思われます。雑木を切って伐採したりというこ

とで１０月から２名の作業員を雇用していただくということで答弁をいただきましたけ

ども、やっぱり堆積土砂、これがすごくたくさんあります。これをやっぱり除去してい

ただけなければ駄目だろうというふうに思いますので、そこら辺はどうされていくので

しょうか。再度お答えをお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今回９月のですね、補正予算にも予算の増額をお願い

をいたしておりますが、先ほど町長の答弁にもありましたように町河川の年柄川、それ

から小路川、それに富岡の中山川、春川の河口部ということで予算等については確保い

たした中で対応したいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 本当に日常的にそういうことをやっていただきたいというふ

うに思っています。そうすることによって、やっぱり土木業者の仕事起こしにもつなが
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っていくのではないかなというふうに思いますので、日常的な管理をよろしくお願いし

たいというふうに思います。 

 非正規職員の問題でございますけども、人事院勧告がありましたが、やっぱり非正規

職員にはボーナスがないんですよね。だから、その時期がくると非正規職員の人はとっ

ても悲しいという話を聞きました。同じように働いて同じように職務をこなしているの

に、つらいことじゃないかなというふうに思っております。民間の事業所でもですね、

夏はアイスクリーム代、冬は餅代ということでパートの人にも一時金を出しているとい

うところも結構あるようでございますので、非正規の職員の方にも一時金は出すべきだ

ろうというふうに思いますので、そういうお考えは町長ないでしょうか。再度お尋ねを

いたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これにつきましては、国のほうもですね、３２年からというこ

とでいろいろ要件はつきますけれども考えていくということでございます。国、県に準

拠しながらですね、これはやっぱり財源もいることでございますので、そういうことで

善処をしていきたいと考えているところでございます。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 先ほど私が質問した中でですね、町の職員が怠慢でしている

ということでは一切言っておりません。いろいろ相談ごとがあっても遅いということで

は、皆さん職員さんはものすごくやっぱり頑張っていただいている中で対応が遅いとい

うことをお聞きしてますので、その点で職員数が足りているのかどうかということをお

聞きしたわけでございまして、職員さんを怠慢でしてってサボってるとかそういうふう

に言ったわけではございませんので、その点は私の言い方が悪かったかと思いますけど

もご勘弁願いたいと思います。本当に職員さんは一生懸命皆さん頑張っていただいてい

るわけですよね。でもやっぱり相談したことに対して対応が遅いとか、それはいろいろ

な事情があると思いますけども、対応が遅くてもこれはこういうことでこうなってます

という途中経過をですね、やっぱり報告をしていただきたい。そうすることによって町

民は「あ、やってくれるんだな。」「あ、どうなってるんかな。」というのがですね、

わかってくると思いますので、そこら辺をお尋ねしたわけでございますけども、そうい

う点をよろしくお願いをして頑張っていただきたいというふうに思っております。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） ですから、その職員がわからないと例えば途中経過で忙しかっ

たから手が回らなかったとかいろんな状況があると思うんですね。我々も町民の方にご

不便をおかけするっていうことが一番残念なことだと思っておりますので、もしそうい

う場合は、すぐにでもですね、総務課長あたりに連絡をしていただいて我々も調査をし
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たいと。怠慢っていう言葉じゃなくてですね、やるべき仕事をしなかったかどうかって

いうのは我々にとっても非常に大事なことなんですね。少なくとも非正規職員よりも職

責をきちっとしてもらわないと我々もあの職員にボーナス出すのになんで非正規職員に

は出さんとかっていう話にもつながりますので、ぜひ言いつけるとか何とかじゃなくて

我々もその原因を知りたいと思います。町民にご不便をかけないような形で今後どうす

るのか対応を考えていきたいと思いますので、もしわかりましたら議員からでも結構で

ございますので、ぜひ教えていただければと思います。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） うちの町内会でもですね、いろいろと問題がありまして、何

回か役場のほうにも個人ででも要望していると。私からも要望したことがございます。

なかなか対応してもらえないということもあってですね、まだだろうか、まだだろうか

というようなことも私のほうへも聞かれておりますので、その点は又、改めて役場のほ

うにもお願いをしたいというふうに思っておりますので、その点よろしくお願いいたし

ます。 

 私の質問は以上で終わらさせていただきます。 

○議長（山本政人君） これで石田みどり君の一般質問を終わります。 

 ここで昼食のため午後１時まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５３分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 一般質問を続けます。 

通告４番、浜口雅英君。 

○８番（浜口雅英君） 平成２９年第１５回苓北町議会定例会一般質問。通告４番、８

番議員、浜口雅英。質問の相手、町長。質問の方式、一問一答。 

質問事項１、いきいきと暮らせるまちづくり。 

質問要旨（１）人口減への対策。 

 その１、学校給食費の無料化による苓北町への移住者の確保。このことについては同

様の質問要旨で、平成２８年６月の第９回定例会において入り込み人口の増加の手段と

して問題提起をしました。このことについてその後の町の考え方がどうなったのかお尋

ねをするものです。 

平成２９年４月１日現在の本町の学校給食数は、小学校４１６食、中学校２１４食、

そのほか１７食で、その合計は６４７食、１ヶ月あたりの給食費は年間１１ヶ月で月額
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小学生が４,２００円、中学生が５,０００円。そして、平成２８年度中の１年間の給食

食材費は小学校児童分が１,８３８万６,０００円、中学校生徒分は１,１５５万４,００

０円ということで、その合計額は２,９９４万円になります。学校給食における児童、

又は生徒は施設及び設備に要する人件費等の運営に要する経費以外の経費、つまり給食

にかかる食材は法律に基づき保護者が負担するものとなっています。しかし、同法の趣

旨は、設置者、つまり町の判断で負担なしも含め、保護者の負担を軽減することは可能

とし、法的な問題はないとされています。今、苓北町の行政は福祉環境の施策が充実し

ております。例えば、誕生祝金、保育料の減免、休日保育園の実施など子育て世帯の負

担を軽くする施策が、教育面では今求められている先進的なＩＣＴによる教育が町内の

小学校児童を対象に実践されています。中学校生徒の海外派遣制度、天草拓心高校マリ

ン校舎への入学準備金、更に結婚祝金、又、生ごみや牛糞のリサイクルによる資源循環

型社会の構築、いち早く取り組んだ下水道整備は平成２８年４月現在で８８パーセント

と高い普及率が示され、これらによる優れた生活環境が保全されています。産業面でも

新規就農者補助、小規模事業等支援事業など幅広い施策が執行されています。そして、

医療施設・介護施設が多数立地し、就労と受診の機会にも恵まれています。これらの本

町の特徴に加え、新たに給食費を全額補助し、保護者の負担を軽減することは子育て環

境の施策に優れている本町の施策を更に強化することになり、天草市の職場へ通勤され

る皆さんのベッドタウンとしての位置づけも考慮しながら、子育て世代の移住を実践す

るため教育・福祉・産業などの全ての分野で、具体的に汗を流す取り組みが必要です。

このことによって苓北町への移住人口の増加を目論むことが可能と考えますがいかがで

しょうか。 

 その２、学園都市構想の具現化。このことについても、平成２８年６月の第９回定例

会で、苓北町への移住者増加の手段として今回と同様の質問要旨で提起しました。した

がいまして、質問の内容は先の９回定例会と重複しますが、その後の町の考えはどうな

ったのか。再度お尋ねをします。 

 本町には、町管理小中学校、国立九州大学付属天草臨海実験所、県立高等学校、県立

支援学校が設置されています。このような中で、近年の気候変化、温暖化は地球規模で

の環境変化ではないかと言われ、この影響により自然豊かな天草の海にも海岸の磯焼

け、白化現象等の事象が現れ、漁獲量の減少など水産業の振興に大きな支障を与えてい

ます。又、異常潮位による高潮が発生し、これへの対策も求められています。そして、

多くの機関がこれらの原因究明に取り組まれているようですが結果は出されておらず、

これらに対して具体的な対策はなされていないのが現状です。 

私たちの苓北町は県都から陸路で３時間を要するまさに隔離された場所ですが、きれ

いな海と山に囲まれた自然豊かな小さな町です。そして、平成２９年７月末の人口は
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７,４５７人で毎年減少を続けています。しかし、この小さな一つの町に水産系の高等

学校と大学の研究関係施設が立地しています。このことは全国的に見ても、数少ない貴

重な教育環境がつくられているのではないでしょうか。加えて、前の歴史資料館は、旧

ＫＤＤ日中海底ケーブル日本側陸揚げ局として活用されていましたが、閉局後も東京大

学の地震の研究機器が設置され、東シナ海の海洋地質調査が行われていると聞き及んで

います。町は、このように多くの教育、研究機関が立地している環境を活かし、町の小

中学校と義務教育団体、県立高校、九大、東大等の国立大学が協同して東シナ海の海洋

資源調査、資質調査に臨むまちづくりに努め、国の地方創生による地域づくりの一つの

手段とすべきだと考えます。この取り組みの体制や成果は、小学校、中学校、高校、大

学により、それぞれレベルの差は考えられますが、比較的研究が遅れていると言われる

東シナ海の海洋資源調査、地質調査への取り組みはその結果は意外性を含んでいると期

待が持たれます。このように豊かな自然環境を活かしながら、これらの教育機関、そし

て水産業等、民間団体により官民が一体となった海洋資源調査、地質調査に環境問題も

加えた研究に取り組む学園都市の構築を検討し、学生や関係者の入り込みによる人口の

増加や高齢化の防止につなげ、地域活性化に取り組むべきと考えます、という質問をし

ました。このことに対し、町長の回答は、東シナ海の海洋調査、地質調査、環境問題を

加えた研究に取り組む学園都市構想は、中核となってくるのは大学の研究機関であると

思う。この件については、方向性としては私どもも同じような考え方を持って只今進め

ているところ。元ＫＤＤ海底線中継所内に東京大学の地震観測施設があり、地震の観測

が行われている。今の日本の地震研究は、東シナ海はほとんど進められていない。唯一

ＫＤＤの電話回線を使って、東京大学が苓北町から中国大陸までの間、観測を続けてお

られるのみ。そういった意味ではこの件は東京大学地震研究所に我々の希望も伝え、当

該研究所の担当教授等の理解を求め、理解がいただけたならば国の防災研究所として発

展的に施設を活用していただけるよう今度は国に対し、あるいは文部科学省に対してお

願いをしていきたい。まず、東京大学との折衝、要望説明とご相談をしてみたいと考え

ている。又、このことは東京大学のみならず、九州大学にも入っていただいて、国の研

究機関としての役割をあの場所に求められたら、我が町の大きな働き場所になるのでは

ないかと考えている。又、近年は藻場の消滅など沿岸部の海岸の環境変化も問題になっ

ているが、根本的な原因究明にはいたっていないのが現状。そういった意味で、地元の

水産系高校、昭和の初めから臨海の研究をしておられる九州大学の研究所、そして熊本

県の研究機関などを機能的につなげ対策の研究強化ができないか。加えて、現在誘致を

進めているマグロの養殖事業者と地元の高校との共同研究ができないか。当該事業者や

熊本県とも打ち合わせを行い、町内の研究機関の機能強化や連携の強化について、ご相

談をしてまいりたいと考えている、ということでしたけども、その後、なんらかの動き
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があったのかお尋ねします。このとき私は再質問で学園都市の中にサッカーのアカデミ

ーも誘致も提案いたしました。今、苓北町では複数箇所のグラウンドが整備されていま

す。そういった意味で、宇城市小川町のＪＦＡアカデミー熊本宇城が設置されています

が、同じような組織を、アカデミーをこの苓北町に誘致し、先ほど述べた海洋研究とス

ポーツの普及、振興に関わる多様な学園都市の構築は面白い取り組みになると考えます

が、このことについていかがお考えかお尋ねします。 

その３、企業の誘致。人口減の歯止めに企業の誘致は大きな効果があることは万人が

認めることでしょう。このため、苓北町では役場職員の事務担当の中にも企業誘致対策

室が設けられ、このことに取り組んでおられます。企業の誘致に対する近年の取り組み

は志岐及び坂瀬川の沖合でマグロの養殖を行う業者を誘致するという話が出されてお

り、これの関連施設としてすでに志岐漁港の改良、釜海岸から浜の町、明神山、紺屋町

の海岸にかけて、志岐漁港関連臨港道路が施工され、現在２８年度繰越事業で、現三会

川の北側下流に（仮称）新三会橋の下部工に着手しておられます。ところが、マグロの

養殖には障害がありすぎるとしてアジ、サバの養殖に取り組むという最近の話です。と

ん挫したマグロの養殖についての資料もなかなか議会には示してもらえませんでした

が、アジ、サバ養殖の企業誘致についての情報提供も皆無といっていいほどです。 

ところで、町は９億３,８９９万２,０００円の事業費で、平成２１年度地域情報通信

基盤整備推進交付金事業を実施しておられます。これは、ＦＴＴＨ方式、ファイバー・

トゥー・ザ・ホーム方式の伝送路を整備して、高速インターネット接続サービスを図る

ということのようです。私は以前、議会の中でこの高速インターネットを使った企業誘

致というよりも、自ら進んで進出されたとの情報もありますが、この高速インターネッ

トを使った企業進出が徳島県の神山町で取り組まれている。参考にしたらどうかという

提起をしました。我が苓北町は交通インフラが不十分なため、製造関係等企業の場合、

原料や製品の輸送に大きなハンディを持っていますが、この地域情報通信基盤整備推進

交付金事業により整備された高速インターネットを使った企業の誘致は有効だろうと考

えます。先進地の徳島県神山町の取り組みを参考にされ、巨額な税金の投資に対する新

たな企業の進出を実現させ、人口減少の歯止め策の一つにすべきと考えますがいかがで

しょうか。 

質問事項２、町民にやさしいまちづくり。 

質問要旨（１）通学路の安全確保。 

町道と国道３２４号と県道４４号交差点、中通交差点は志岐小学校児童及び苓北中学

校生徒の通学路です。志岐小児童は当該箇所東方から県道４４号沿いに約６０人程度の

児童と１５人程度の生徒が南方から、これ白木尾・内田・年柄ですが、南方からは国道

３２４号沿いに約２０人程度の児童が通学しています。そして、この交差点は地域のメ
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インストリートであり、町内や町外の各職場への通勤道路、九州電力苓北火力発電所へ

の通勤連絡道路として車両が多数通行し、その時間帯は児童生徒の通学時間と重なって

います。このような中で、この区間の横断歩道の表示は消えかかっています。又、この

ように道路横断歩道や道路中央線、道路橋の隔測線が消えたり、消えかかっている箇

所、状況は町内各所に見受けられます。児童生徒を巻き込んだ交通事故を未然に防ぐた

め、地域住民の安全確保のために消えかかっている横断歩道など道路標示を明確にする

必要があります。現状を調査し、早急に具体的な対策を実施すべきと考えますがいかが

でしょうか。更に、山間部の通学路の中には、側溝の蓋の上に、山側から土砂が流れ出

し、堆積し、雑草が茂った状態にあり、車両を避けるために道路の橋を通ろうとしても

通行できません。湧水箇所の付近ではヤマカガシへの恐怖感もあります。これらの状況

に対しても、併せて早急な対応をすべきと考えますがいかがでしょうか。 

質問要旨（２）道路の維持と管理。 

道路の維持管理は最悪ではないでしょうか。特に山間部は目も当てられない状況があ

ります。パトロールをしているということですが、その状況と経過を教えてください。

少子高齢化の状況が如実に表れているのが山間部の集落です。数年前までは、青年、壮

年が複数おられて、周辺の道路維持や管理に取り組んでいただき、行政への頼もしい助

っ人であったでしょう。しかし、近年その状況は様変わりし、体調を崩されて入院をさ

れている。あるいは、子どもさんのところへ引っ越しをされている、などの状況があり

ます。このように数年前に比べ、地元住民が減少しているという現状を理解し、道路の

維持管理に積極的な対応が求められます。道路の現状はこれまで議会の中で、何回も指

摘したように支障木のかぶさり、スギやヒノキの枝葉が路面へ落下し堆積している。路

面水等による路側崩壊など、とても公共が管理する施設とは思えない状況があります。

これらの状況が、これも議会の中で問題指摘したように、イノシシ等の生育場所とな

り、イノシシが餌とするミミズなどを探すために、路肩や道路の山側を掘削し、路側の

崩壊、山側法面の崩壊へとつながっているのではないでしょうか。更に、アスファルト

道路はその性質上、湿気に弱い面があります。先ほどお知らせしましたように、道路上

の空間には、スギ、ヒノキの枝が道路の支障木として覆いかぶさり日光を遮り、落ちた

枝葉が堆積し、恒常的に湿った状況が作り出され、このことによるアスファルト路面の

劣化、ひび割れなどがいたるところに見られます。又、側溝に溜まっている土砂揚げは

洪水防水のために、集落区域での側溝蓋鳴りは住民の住環境の安定のためにもこれらの

適切な維持管理は重要です。 

このような現状に対し、町は道路維持管理のため機械を導入して対応するという考え

も示されましたが、経費の関係で取りやめたということだったと思います。このような

現状を打破するため、現在の臨時職員中心の人力による道路の維持管理体制を見直し、
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行政の主要な事業の一環として取り組むべきです。経費はかかっても機械化を進め、作

業効率の高度化を図り、住民の、産業の、そして生活環境の保全を図るべきと考えます

がいかがでしょうか。 

更に、都呂々地区で、森林基幹道苓北天草線の大規模な崩壊が発生しています。林道

の維持管理の取り組みはどのような体制になっているのかお尋ねします。 

質問要旨（３）防災対策。 

その１、防災マップの検証と見直し。今日はこれが防災マップですね。それから、今

から質問の中に出てきます電話帳がこれです。平成２９年４月作成として、洪水、高

潮、津波、土砂災害対応版の苓北町防災マップが町内各所帯に配付されました。この地

図は８４ｃｍ×５９ｃｍでどこで広げたらよいか迷うような大きなものです。なぜ、自

宅周辺の避難箇所を探すのに、確認するのに、このように詳細な等高線は入っています

が、道路もわからない苓北町全図が必要なのでしょうか。高齢化社会に突き進み、高齢

者が増えている我が町にこのように細い等高線だらけの分かりにくい地図は意味をなさ

ないと考えます。なぜ、このように広大な様式になったのかお尋ねします。 

ところで、苓北町商工会青年部、女性部が平成１８年に発行された苓北町電話帳及び

住宅地図が各家庭にあるかと思います。Ａ４の大きさで開けばＡ３になるものです。電

話帳が６２ページ、住宅地図が５５ページで構成されています。町の防災マップもこの

町商工会青年部と女性部が発行された住宅地図程度に編集しなおし、それぞれの自宅周

辺がわかりやすい、そして見やすい防災マップに作り替えるべきと考えますがいかがで

しょうか。 

それから、現マップの内容についてですが、表面に土砂災害、裏面に洪水防災が記載

されています。これらも別記すべきではないと考えます。同じ避難箇所を提示してある

のに、なぜ表と裏に別記してあるのでしょうか。更に、洪水と津波、高潮はこれも表と

裏は併記すべきです。洪水と津波、高潮も縮尺を分けて詳細図が示されていますが、同

じ水に対する防災図であるのに別記する必要があるのでしょうか。別記しなければなら

ないというような要件はなんですか。これらも同じ防災体制、避難体制を作り上げるた

めに併記すべきと考えますがいかがでしょうか。 

又、この防災マップの洪水対策に都呂々ダム、志岐ダム、そして大きなため池のえん

堤崩壊による洪水は想定しなくてもよいのでしょうか。このことへの考えをお聞かせく

ださい。 

 その２、河川の治水対策。平成２７年６月の集中豪雨ゲリラ豪雨により、坂瀬川地区

をはじめ、志岐地区、富岡地区、都呂々地区の町内の河川が氾濫し、河川の土砂、石が

水田へ流入したり、氾濫した河川水により水田が洗堀されました。又、民地への流入、

家屋への浸水など、多くの被害が発生したことは記憶に新しいところです。２年経過し
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た今もまだ当時の悲惨な現状がそのままになっている水田も見受けられます。これを受

け、河川の災害復旧と災害対策事業として橋の架け替え等が議論され、その結果、被災

箇所というピンポイント的な対策でなく、当該河川流域を見据えた総合的な対策が必要

という結論に達しました。当該河川の流域を精査し、長期的な対策を講じるということ

でしたが、どのような対応が検討されているのかお尋ねします。又、町内の各河川、県

管理、町管理も含めてですが、についても、流域住民の生命と財産を守る流域の農地等

の保全のためにその河川と流域の状況を把握し、これに対する具体的な治水対策に取り

組むべきと考えますがいかがでしょうか。更に、松原川河川護岸が不十分であることを

指摘しましたが、いつ、どのような具体的な対策をとられるのか。上津深江川河口の上

津深江港突堤の沈下も指摘しましたが、これもいつどのように対応されるのかお尋ねし

ます。 

 その３、危険箇所の解消。町内には、いわゆるトラロープで囲んだ公共の箇所がいく

つかあります。このトラロープは危険の表示にはなるでしょうが、危険の解消にはなり

ません。町が危険箇所として意識しトラロープを設置している箇所については、事件、

事故が発生してからでは遅いわけですので、ただちに対処すべきと考えますがいかがで

しょうか。 

 その４、避難予定箇所の環境整備。今、全国で集中豪雨等による土砂崩れ等により住

家等が倒壊し、被災された皆さんの避難しておられる様子が報道されています。被災さ

れた皆さんに心からお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧復興をお祈りいたします。報

道で見るかぎり、避難しておられる皆さんは多様な形で避難後の生活をされているよう

です。学校の体育館では、プライバシーの保全のために段ボールなどで仕切りをされて

いる状況も見受けます。本町でも最悪の場合、避難箇所を必要とされる町民の皆さんが

おられます。現に、先の豪雨の折にも公共の集会所等へ避難をされた実態があります。

避難箇所には乳飲み子を抱えられたお母さんやそのほかにもいろんな形でプライバシー

を保護しなければならない町民の皆さんも多数おられると考えます。このような事案に

対し、小規模の簡易テントを準備してはどうでしょうか。屋内屋外両方に適用できる小

型のテントが用意してあれば、乳飲み子への授乳、着替え、救護コーナー、そしてトイ

レなど他人の目を気にすることなく、一定のプライバシーは保護できるのではないかと

考えます。当面、町が指定している避難所の避難想定人数を考慮し、この小規模簡易テ

ントを複数配置すべきと提案しますがいかがでしょうか。 

 なお、防災会議に例えば、ＪＡ、商工会、漁協、ＰＴＡなどからも女性の委員をもっ

とたくさん委嘱し、女性の視点、観点から防災対策に積極的な意見を求め、女性も避難

しやすい環境を整備すべきと考えますがいかがでしょうか。又、これまでもいろんな機

会をとられて、富岡中央、紺屋町、明神山の津波一時避難所への日よけ、風よけ、雨よ
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けの施設をつくるべきと問題提起してきましたが、この後もこれらを設置する考えはな

いのか再度お尋ねします。 

 質問要旨（４）行政と企業の有り様。 

 今回、企業の有する山林から河川へ流れ出る水の排水処理施設が不十分で、この処理

水の排水口に隣接する民有地の土砂が河川に流出する恐れがありました。そして、この

処理の整備が遅れれば、町道敷が更には民家にも何らかの影響を与える恐れも考えられ

ました。この箇所は当該箇所から約１００ｍ南東の方向で、先の集中豪雨により増水

し、道路を分断し長期間通行止めになり、最近復旧したばかりという広大な流域面積を

抱えた河川です。加えて、本箇所から北西方向へ５００ｍほどの箇所では、十数年前、

大規模な道路災害が発生し、法面アンカー工で復旧した不安定な土質が見られます。

又、この町道は天草西海岸特有の地質による落石崩土等により、国道が通行不可能にな

ったときの迂回路として非常に重要な役割を果たしていることは町もご承知のことでし

ょう。現に、これも数十年前の国道３８９号の大規模崩落のときは、都呂々地区と苓北

中央部の連絡道路として迂回路の役目を果たしています。このように、まだ未整備の区

間を残しているとはいえ、本路線は地域間の連絡道路として重要な町道です。この町道

に対する水処理を巡っての問題は関係者のご努力により解決しましたが、解決までに期

間を要したことは今後の課題と考えます。町民と誘致企業等のトラブルはあってはなり

ません。仮に、今後、このような事態になりそうなとき、あるいはなったとき、行政は

どのような対応をすべきと考えておられるのかお尋ねします。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の浜口議員のご質問に答えさせていただきます。 

 まず、学校給食の無料化についてでありますが、議員お尋ねのとおり、平成２８年６

月の第９回定例会においても同様のご質問があり答えさせていただきました。その後の

町の考えについての質問ですが、県内では山江村と水上村が小中学校とも無料化されて

います。又、荒尾市においても本年度１０月から小学校で無料化を予定されているとこ

ろでございます。苓北町では給食費は、基本的には保護者の皆さま方にご負担をお願い

する方針に変わりはございませんが、就学援助制度の中で、本年度も児童生徒３９人に

給食費の補助を実施しており、今後も継続して実施する予定であります。移住人口増加

の方策といたしましては、やはり職場の提供が一番であると考えておりますので、今後

とも企業誘致を優先して推進してまいりたいと考えておりますし、今ご質問の要旨は天

草市に通われる方たちを想定なさっておられます。逆に、天草市から苓北町に通ってお

られる方は数百人いらっしゃいます。特に、介護、福祉、医療施設には、そういう方が

多ございますので、むしろそういう方々に対して経営者の方々にもしっかりお願いをし
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ているところでもありますが、なかなかやはり自分の家を持ったりしている方が苓北町

に住もうという方がなかなか出てこられません。ただし、今後ですね、やはり一人でも

二人でも多くの方々が苓北町に住んでいただけるようにお願いを続けさせていただきた

いと思います。そのときに、一つの武器としましては、縷々今浜口議員が申されたよう

な苓北町の特色をしっかりと理解をしてもらうということが大事だと考えております。 

 次に、学園都市構想。私は、そこまで大きく考えたわけではございませんが、趣旨と

しましては、浜口議員ご指摘のとおりでございます。その後の経過についてのお尋ねで

あります。まず、現在、旧ＫＤＤの海底線を使って、東京大学が地震観測をなさってお

られます。この施設を国の防災研究所として発展的に活用していただけるように、東京

大学に出向きましてお願いをしてまいりました。東京大学としましては、今、現在大学

の機構が国から非常な制約をもって整理を迫られている状況を説明をなさいました。そ

ういう中で、国からの後押しがない限り、今のところ東京大学地震研究所では、これ以

上、この施設を拡大していくということはできないということでもございましたし、九

州大学地震研究所にもその旨をお伝えをして一緒にやられてはどうかということを申し

上げているところでございますが、この辺のところはまだはっきりした回答がきており

ません。又、併せまして、我々は地元に水産高校を持っておりました。その水産高校が

縮小をしまして統合になったところでございます。我々としましては、その水産系の高

校という意味でもマリン校舎じゃ不満でありまして、同窓会等の方々もそういう方が多

いので、よく今後は水産高校ということをしっかり表現できるような校舎にしていただ

きたいと、これは質問の要旨に入っておりませんが、そのように考えているところでご

ざいます。つまり、我々は７０年以上にわたって、ここに熊本県唯一の水産系高校があ

ったということを非常に誇りに思っているわけでございまして、このことは今の校舎を

もう少し拡大をしていただきたいという思いもあるわけでござます。苓北町の水産資源

の発掘・創生事業をその中で昨年度は行わせていただきました。この事業の中では、水

産業の現状調査、マーケティング調査、養殖可能性調査、福岡都市圏への販売、人材育

成塾等を行ったところであります。事業を実施する中で、地元の水産系高校にもご参加

をいただき、養殖事業の研究では専門の先生にご協力をいただきましたし、今後の研究

についても協力をしていただけるということでございました。又、地域を支えていくた

めの人材の育成という意味で開催しました人材育成塾の事業では、専門家を招へいし、

学生への講義も取り入れ、苓北町独自の商品開発につながったところでございます。養

殖事業の可能性調査では、苓北近海で養殖可能な魚種について検討をいただきました

が、魚類の養殖には大規模な設備投資が必要だということで比較的初期投資にお金がか

からない新たな海藻類の養殖、貝類の養殖の実証を進めてみたらということで水産庁か

らもアドバイスがありましたので、その今準備にかかっているところでございますが、
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今のところ農林水産課に非常に忙しくなるような案件が年度初めに起こりまして少し滞

っておりますが、この件につきましては、今後とも実証をしまして成功しましたらぜひ

漁民の方にもおすすめをしていきたいと。漁協のほうともよく相談しながら進めてまい

りたいと考えているところでございます。 

 次に、ＪＦＡアカデミーに誘致の件につきましてでございますが、ＪＦＡっていうの

は日本サッカー協会のことですね。全国に何ヶ所もつくっておりません。まず、中心に

なるのが、まず福島につくりましたＪビレッジの中に、中学生・高校生を対象にした学

校をつくったわけでございます。その趣旨としましては、平日はそのアカデミーで生活

をして、そして休日は地元に帰って、その中で試合に出たりするというような方針で九

州には中学校の生徒を要請する学校をつくるということで、まずは１ヶ所ということで

ありました。その要件としては、公共交通機関に恵まれているところということが要件

の１つであります。それは要件はどうしてかというと、土曜日曜日はなるだけ地元に帰

って、地元で学校で学んだことを大いに発揮していただきたいというようなことでござ

います。そういった意味で、あと女性の方たちの中学校の部署をつくるかどうかという

ことで今九州は検討をしているようでございますが、要するに公共交通機関に恵まれて

いるという条件が大きな前提になっておりますので、これ非常に難しい問題だと考えて

おります。又、企業誘致に関しましては、まず、マグロの養殖事業の誘致につきまし

て、その後、ヨコワから育てるものについてＮＯが出ましたので、完全養殖を国は目指

して、それでないといかなる許可もおろさないという、この条件がますます厳しくなっ

てきております。一部、大規模企業者であられるところは大いに投資をしながらです

ね、成功に向けて頑張っておられるところもございます。そういった意味で、我々がタ

ーゲットにしているところも大規模まではいかなくても中規模な業者でございます。と

にかく完全養殖が商業ベースに乗る見込みが出てきたならば、ぜひこの沖で進めてみた

いということでございますが、そこのところは今、浜口議員ご指摘のように、これいつ

になるかわからないというのが、まず我々の悩みでございます。そういったことでござ

いますので、企業誘致については、まず手短なやつ、我々がふるさと介護と言っており

ます介護事業、福祉事業について非常に前向きで明るい状況も出てきております。それ

と併せまして、この苓北町の状況をみながら相談に見えられました風力事業の方たちも

おられます。 

○８番（浜口雅英君） 質問になっとらんぞ。答えとらんぞ。 

○町長（田嶋章二君） 企業誘致が出てきておりますので、答えております。企業誘致

の言葉を使わないで質問なさっていなる。 

○８番（浜口雅英君） 高速インターネットを使った企業誘致はどうですかという質問

です。 
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○町長（田嶋章二君） いや、企業誘致全体と私は受け止めました。そういうことでご

ざいますので、この後は非常に希望は持ってていける状況でございます。 

次に、光回線の整備の関係でございますが、町内企業の方からも通信環境の改善につ

いては要望をいただいておりましたので、平成２１年度に国の交付金事業を活用して整

備を行いました。このことにより、家庭へ直接つながる告知端末の活用に加え、町内の

インターネットへの接続加入世帯は当初計画が５６０世帯でございましたが、平成２９

年３月末で１,０８３世帯、町内世帯の３３.９パーセントにご加入をいただき、活用し

ていただいております。このような通信環境を活用した企業誘致に関しましては、元Ｋ

ＤＤ跡と都呂々中学校跡を熊本県の企業立地課に登録をしておりまして、情報提供を行

い、誘致活動を行っているところでございます。先日、東京に本社がある会社がサテラ

イトオフィスとしての活用を検討するために、現地視察にお見えになられました。現在

検討中とのことでございます。このような取り組みを含め、今後とも更に積極的な企業

誘致に努めてまいります。 

次に、通学路の安全確保について答えさせていただきます。まず、中通交差点の横断

歩道の表示についてでございますが、この件につきましては、先に浜口議員より要望書

も出されておりましたが、町といたしましても把握をしておりましたので、天草警察署

へ対応をお願いしていたところでございます。改めて、天草警察署交通課へ問い合わせ

ましたところ、状況把握をしており、早ければ今年度中に対応できるのではないかとの

回答でございましたので、早期に対応してもらうよう再度お願いをしてまいりたいと考

えているところでございます。 

次に、通学路の道路表示の改善が必要な箇所や危険箇所への対応についてであります

が、町内の通学路等の危険箇所につきましては、平成２４年度から天草警察署と役場総

務課・土木管理課・教育委員会との合同による危険箇所の点検を実施しております。

又、平成２８年度からは関係機関の連携を更に図るため、通学路安全推進会議を設置し

て合同点検を継続しております。点検の結果につきましては、県への要望が必要な案件

は要望を行うとともに、警察・公安委員会で対応する案件、町で対応する案件について

は、それぞれ対策を検討し、優先度等も考慮しながら年次的に改善を図っているところ

でございます。 

次に、通学路となっております山間部の道路で、歩道に草木や土砂、落ち葉の堆積が

あり、子どもたちの通行に支障があっているとの指摘もいただいておりますが、県道本

渡苓北線の城下から平山にかけての区間につきましては、県に要望を行い、対応してい

ただいております。この他の箇所でも、ご指摘のような状況がないか関係課と連携の

上、確認いたしまして対応したいと考えているところでございます。 

次に、道路の維持と管理についての質問でありました。現在、道路維持作業員２名を
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雇用し、山間部を中心に道路沿線の草刈りや側溝内の落ち葉や土砂の撤去作業を実施し

ております。道路パトロールにつきましては、これらの作業の生き帰りの際に気付いた

状況等を報告していただくこととしております。又、豪雨後や台風襲来時の他にも、職

員による巡回調査を実施し、舗装の補修等の対応を実施しております。その他、風倒木

や崩土の発生等、道路維持に関します電話連絡があった場合、又、区長さんからの行政

通信による要望があった際も、速やかに現場を確認いたしまして対応することといたし

ております。山間部で高齢化や過疎化が進み、町道の維持管理等に地元の協力が得られ

にくくなっており、道路の適正な維持管理が難しくなっておりますことは議員ご案内の

とおりでございます。そのような中ではございますが、人や車の通行に極力支障がない

ように作業量が多い案件につきましては土木業者に依頼し、すばやい対応をお願いして

いるところでございます。又、小規模なものにつきましては、直接町職員等で対応する

等、維持管理に努めているところでございますが、草刈りや側溝の詰まり、崩土、落ち

葉等の堆積等々、対応すべき箇所が非常に多く、対応が遅れる場合もあることも事実で

ございますので、少しでも改善を進めさせていただきたいと考えております。そのよう

なことから、小型のタイヤショベル等の導入によりまして、維持管理の効率化を図るこ

とにつきましても引き続き検討してまいりたいと考えております。 

次に、道路の維持管理についてであります。林道の維持管理の取り組み体制につきま

しては、通常時については、役場担当職員による定期パトロールや臨時職員による草刈

り等での状況報告で現状を把握しております。大雨や台風時はその都度、被害調査を実

施している体制をとっております。地域住民の方々からの情報も大変重要でございま

す。区長をはじめ、住民の方が何か異変に気付かれたときには情報の提供をお願いをし

てまいりたいと考えております。 

次に、防災マップの検証と見直しについてのご質問でありました。苓北町防災マップ

につきましては、平成２１年度総合流域防災事業を活用いたしまして、現在の様式で作

成をし、平成２２年に各戸配布したところでございます。これまで、平成２５年の災害

対策基本法の一部改正等により、平成２６年度に避難場所の表記（避難場所を指定緊急

避難場所、指定避難所として区分して明記）にかかる修正を行い、更に、平成２６年１

０月の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に

より、平成２７年度に熊本県による住宅周辺の土砂災害警戒区域の見直し調査が行わ

れ、この結果による警戒区域の指定を受けたところでございます。平成２８年度に土砂

災害警戒区域の修正を行い、これらの修正に伴い、平成２７年度と平成２９年度にそれ

ぞれ更新した防災マップを各戸に配布したところでございます。マップの様式につきま

しては、緊急避難場所や指定避難所、想定される災害種別ごとの危険箇所について町全

域の一括表示できることから、現在の広さの様式としたところでございます。今回、防
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災マップを住宅地図程度に編集し作成し、記載内容についてもわかりやすくすべきでは

ないかとのご意見をいただいたところでございますが、熊本県内にも住宅地図等を利用

しまして、防災マップを作成された市町村もあるようでございますので、他市町村の状

況や費用等も勘案したところで農林水産課で作成しております、ため池の洪水マップな

ども利用し、町民の皆さま方にわかりやすく、より見やすい防災マップの作成に向け

て、見直しを検討していきたいと考えているところでございます。 

河川の治水対策。平成２７年６月の集中豪雨の際に、坂瀬川の小路川や松原川、志岐

川、上津深江川で氾濫をいたしました。このことを受けまして、河川の改修等抜本的な

防災対策を県に要望しておりますが、河川改修計画の樹立や国補助事業での採択要件等

の問題がございまして、抜本的な対策を講ずることの方向性も見えていないのが現状、

実状でございます。 

町河川の小路川につきましては、土砂の流出もあっていることから上流部に砂防ダム

の建設ができないか県に相談を行いましたが、採択は難しいとの返事がございました。

河川の状態を把握するためにコンサルに依頼し、時間８０ｍｍの雨が３時間降った場

合、上流部・中流部・下流部の３ヶ所で既設の河川断面が足りているのかを確認いたし

ました。結果につきましては、小学校横付近では、ぎりぎり足りていましたが、上流部

では断面が足りていないというものでありました。下流域に民家が集中しておりますの

で、川幅を広くし河川の断面を大きくすることは容易ではありません。 

又、国道にかかる橋と町道の２橋、計３橋の橋脚を撤去するために架け替えることに

つきましては、一番根幹の国道の部分が熊本県に相談をいたしましたところ、財政的に

非常に困難である。一番、根幹のところがなおらないかぎり他をなおしても変わりあり

ませんので、別のことを考えなければいけなくなったわけでございます。これらのこと

を受けまして、中区の住宅密集地域の上流部に竹木等の流下物を捕捉するためのスリッ

トと呼ばれます施設の整備工事に着手をしております。工期につきましては、年度内の

完成を見込んでおるところでございます。そのような状況から、下流域でできること、

堆積土砂の撤去や支障竹木の除去等についての対策・対応を県に要望しております。 

松原川の河川護岸につきましても、嵩上げについて要望をいたしておりましたが、平

成２９年度中に対策のための測量設計を実施し、工事可能な箇所から着手するとの説明

があったところでございます。 

次に、上津深江川河口の突堤につきましてのご質問がございましたが、突堤の修繕に

つきましては、すでに工事発注をいたしており、関係部署等の協議は済んでおります。

工事の竣工時期でございますが、年内の完成を見込んでいるところでございます。 

次に、防災対策の３、危険箇所の解消。町内にトラロープで囲まれた公共の箇所がい

くつかあるとのご指摘をいただいておりますが、危険と判断したところにつきまして
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は、随時予算を確保いたして対応しているところでございます。しかしながら、予算の

関係等で放置されたところがあるやもしれません。お気付きの箇所等がございましたな

らば、担当課にご指摘をいただきたいと思いますし、担当課においても危険な場所がな

いかどうかのしっかりとした巡回をしていかなければならないと考えているところでご

ざいます。 

次に、避難予定箇所の環境整備についてのご質問でありました。町が予防的避難とし

て避難所を指定する場合、現在のところは各地区に１ヶ所程度で、坂瀬川公民館、役

場、富岡公民館、都呂々公民館、旧木場小学校跡地施設への自主避難を呼びかけている

状況でございます。これらの避難所には仕切りがある部屋がございますので、その中で

男女別や特別な理由のある方々を分けて避難していただくことも可能でございますの

で、プライバシーにかかる部分は完全に解消できるものではないと考えますが、ある程

度の解消はできるのではないかと考えております。しかし、大規模災害時につきまし

て、十分な対応ができないこともございますので、町で所有しているものを有効活用し

ながら避難所運営を行っていきたいと考えているところでございます。そのため当然必

要な物品につきましては、今後も引き続き購入をしていく考えでございます。 

次に、防災会議に女性委員を複数委嘱してはとの質問でございますが、防災会議委員

につきましては、ご指摘のとおり、各関係機関の代表者や選出された方々で構成されて

おります。現在のところ、委員には女性の会から一人代表で会議にご参加をいただいて

おります。今後は、各機関で女性の代表者がおられましたら委員の委嘱をさせていただ

きますし、各関係機関からの選出に際しても、女性委員の積極的な選出をお願いしてま

いりたいと考えております。次に、町の指定緊急避難場所である富岡地区避難地、紺屋

町地区避難所、明神山地区避難所への日よけ、風よけ等の設置についてのご質問でござ

いますが、以前、トイレの設置につきましてもご質問いただいたところです。前回も回

答させていただきましたが、避難場所につきましてはあくまでも災害から身を守るため

の一時的な避難として位置付けておりまして、長時間そこに避難する想定ではございま

せん。その後、緊急避難場所から移動して避難していただきます。災害時の拠点施設と

しての位置付けのある町の指定避難所につきましては、長時間の避難に対応できる施設

となっておりますので、町といたしましても、今後も緊急避難場所への日よけ等の設置

の考えはございませんので、ご理解のほどをお願い申し上げますが、トイレはある程度

必要じゃないかなと考えますので検討をさせていただきます。 

次に、行政と企業のあり様についての質問がありました。ご質問の事例については、

当該企業から住民の方からの要望、それに対する企業側の解決方法の案についての提案

等、話し合いをもたれたたびに報告をいただき、現地での立ち会いに町からも出向くな

どの対応をしてまいったところでございます。今後もこのような問題が発生した場合に
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は、どちらに責任があるかいろいろと調査を行った上で、町としての判断を行い、解決

に向かうよう対応していきたいと考えているところでございます。 

以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 浜口君。あそこの掲示を見られてもわかるとおり残り１分で

す。簡潔に。 

○８番（浜口雅英君） 今、学校給食費の無料を提案いたしました。これは単に苓北町

の保護者の皆さんの負担を軽くするということではなくて、今回、給食費、それから学

園都市、それから光ファイバーによる企業誘致、それから町長の答弁の中では、天草市

の方を想定しているんではないかという話も出ましたけども、私はもうちょっと広くで

すね、全国的に学園都市あるいは光ファイバーによる小規模でもかまわんわけですが、

そういう形で苓北町の人口を増やしていこうということで提案をしております。 

それから、２７年の国調、それから２７年と２２年の国調ではですね、５年間で５７

３人減少しています。それで単純計算では年間１１５人の減少なんです。これもそのま

ま単純計算で反比例の線を引くと、あと６８年でですね、人口がゼロになってしまうと

そういうことはないかというふうに思いますけども、そういう状況もありますので、ぜ

ひ一つの事案を一つの施策の中で人口減少、単に歯止めをかけるということじゃなく

て、複数の事案、施策をつくって人口減少の歯止め策にしてほしいというふうに思いま

す。それから、もし行政でそこまでそういういろんな転換がきくような施策に思い当た

らないということであればですね、町民の皆さんを巻き込んだワークショップ形式によ

るそういう人口減少策も検討されてはいかがというふうに思います。 

質問を終わります。 

○議長（山本政人君） これで浜口君の一般質問を終わります。 

ここでですね、２時１０分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

再開 午後２時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開します。 

一般質問を続けます。 

通告５番、髙戸幸雄君。 

○３番（髙戸幸雄君） 通告５番、３番議員、髙戸幸雄です。 

議長より許可が出されましたので、通告に従い、一般質問を行います。 

さて、９月に入り、見渡す限りの水田風景が大きく変わってまいりました。いよいよ

本町の一大基幹作物でございますレタスの植え付け作業が始まったわけでございます。
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どうか本年は昨年と比較するときに、より一層実りの多い年になることをお祈りすると

ころでございます。 

私は今回は次の２つの項目について一般質問することといたしました。第１点とし

て、平成２８年度決算に伴う課題について、第２点目として、自治体に働く非正規職員

の処遇改善と人事院勧告に対する姿勢について。以上の２つの項目にわたり、質問を行

います。なお、一部他の議員と重複した質問になるかと思いますけれども、通告に従い

質問を行いたいと思います。 

それでは、早速本題に移ります。さて、平成２８年度歳入歳出決算が確定し、各課よ

り主要施策成果説明書が、又、監査委員より、決算審査意見書の提出がありました。一

般会計及び特別会計、それぞれの予算については議会が認め、それに基づき、適正な執

行がなされたと思いますが、以下のことについて回答を求めたいと思います。 

まず、一般会計について。私は、再三再四にわたり、財政の健全化について一般質問

を行ったところでございます。今年度も又決算の収支状況を見ると、今年度も又、実質

単年度収支については赤字となったようです。現在のように、毎年度、多額の積立金を

取り崩し、行う内容では決算において赤字となりうるのは明白であります。事業を執行

する上で、基金の取り崩しを行うことがやむを得ないとするならば、この際、その考

え、そのものを根底から見直すことも必要ではないのでしょうか。それでもまだ交流人

口対策の事業を続ける必要があるのでしょうか。見解を求めます。 

次に、国民健康保険特別会計について。ご案内のとおり、平成２８年度国保会計につ

いては、今までかつてない危機的運営状況が予想されるため、歳入の部において、財政

調整基金の取り崩しによる繰り入れをはじめとし、一般会計からの法定外繰り入れ、

又、最後の手段として、過去前例がない熊本県国民健康保険広域化等支援基金の借り入

れによる予算の組み立てが提案されていましたが、その結果についての見解を求めま

す。なお、平成２９年度も上半期が過ぎようとしていますが、税率変更による現在の運

営について町民の方々からの反応を含め回答を求めたいと思います。又、私は一般質問

において再三にわたり一般会計からの国保会計に対し、政策経費として繰入金の投入を

図るべきであると述べてきたところでございますけど、町長の見解を求めたいと思いま

す。 

次に、第２点目の自治体で働く非正規職員の処遇改善と人事院勧告に対する姿勢につ

いて。報道によると、地方公民法と地方自治法の改正案が３月７日閣議決定され、自治

体で働く非正規公務員の採用根拠をはっきりさせ、期末手当を支払いすることと明記が

されました。各自治体においては、厳しい財政の下、非正規公務員が増えている状況で

あるようです。本町も他の自治体同様、特に福祉関係職員は増加の傾向にあるのは否め

ない事実でございます。今後、各自治体間で施行期日予定である平成３２年４月１日に
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向け、法改正による課題の改善について検討されると思いますが、働く人たちの処遇改

善に向け、取り組まれることを強く求めるとともに、現時点において熊本県当局からこ

の案件に対する指導の有無についての回答を求めます。なお、人事院が８月８日、２０

１７年・平成２９年度勧告を行った旨の報道がなされています。私は昨年の人事院勧告

に伴う給与の一部改正に伴う質疑の中で、総務課長より天草市及び上天草市は給与改定

は勧告に準じされると聞いているが、本町では熊本地震による給与実態調査ができてい

ないことを踏まえ、今回については組合とも協議を行い、給与の改定は行わないとの回

答を得たところでございます。私は組合との交渉も妥結していますが、できるだけ勧告

があった場合にはそういうふうにしていただきたいと発言をしたところでございます。

今年度の人勧に取り組まれる姿勢についての見解を求めます。 

以上で、私の最初の一般質問を終わります。なお、答弁を得たのち、一問一答方式に

より自席にて再質問を行いたいと思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の髙戸議員のご質問に答えさせていただきます。 

 まず、財政収支の問題でありました。平成２８年度の収支結果については、平成２８

年度における主要施策説明書に記載しておりますとおり、実質単年度収支を見ますと赤

字でございます。この結果につきましては、必要な事業をしっかり行ってきた結果だと

捉えているところであります。 

このような中で交流人口対策ということで言っておられますが、私の考えではこれは

歴史まちづくりの事業だと考えております。苓北町は志岐氏の時代から鎌倉時代、室町

時代、そして近世江戸時代、そして明治、大正、昭和にわたって、石炭・陶石等を産出

してきたもろもろ世の中にもいろんな歴史があるところがありますが、この小さい範囲

の中で大きな特色がある町っていうのはめずらしいんではないかと考えているところで

あります。そういった意味で、今、歴史というのは歴史の深さを知るということは、旅

人の一番の醍醐味につながるということを言われているところであります。そのような

観点から苓北町におきましては、歴史まちづくりを進めさせていただく。その中で、そ

の醍醐味を知りたい方々がたくさん訪れていただければ非常にありがたいという観点

で、最初の出方がちょっと違うわけでありますが、そういう受け取り方を私はしました

ので付け足してご説明をしておきます。この交流人口の増加を促進するという役目が必

ず出てくると思っておりますし、地場産業と観光関連産業を発展させ活気あるまちづく

りを推進し、観光産業を活性化することにより他の産業への波及効果につなげ雇用の拡

大を図り、人口の流入促進と流出抑制を促進するとしております。わが町の歴史を表現

復元していく中で、町民の方々に実質的な事業とつなげていただけるよう商工会とも話

し合いをしながら一つの起爆剤にしていただければと考えているところでございます。
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又、ふるさと介護など民間法人が進められている事業につきましても、町の皆さま方の

雇用拡大や消費拡大に大きな力を発揮するものと期待をしておりますので、そういう施

設の基盤整備につきましても町ができる部分に対しては後押しをしていきたいと考えて

おります。このようなことから現在の事業は町の活性化のためには必要なことだと考え

ておりますので、今後も財政ともよく相談しながら推進していきたいと考えておりま

す。現在の自然災害の発生状況、経済状況の動向等に合わせて柔軟に対応していきたい

とそういうふうに考えているところでございます。 

次に、国保の問題でございます。昨年、突如として降ってきたようにわいた国保の問

題。これは、国保加入者の皆さんが非常に健康づくりに努力をしておられるにも関わら

ず、数名の方が非常に高額な医療費をお使いになられた。このことについては当然、保

険適用を規定してありますし、命に関わることでございますので、大いに使っていただ

いていいわけでありますが、なかなかそうしますと国保財政に大きな影響が出てまいり

ます。我が町は基金を大分使ったと言いましても、１０年間以上も国保の値上げをして

おりませんでした。そういう状況の中で危機が突然に降ってわいたわけでございます。

そういうことでございまして、決算をいたしましたところ国庫支出金等の歳入が予定よ

り上回ったこと。又、保険給付におきましては、歳出見込みより若干少なくて済んだこ

と等によりまして、決算のとおり基金の取り崩しが６２３万６,０００円で済み、その

ため基金の残高が４,７７９万円となりました。しかし、この中には県からお借りした

支援金と一般会計からの法定外繰入金を含んでおりますので、実際の基金残高は２,０

００万ほどになります。このような予算の組み立てとなりましたのは、歳入における国

庫支出金の確定が４月当初にしか確定しないこと。及び最終の医療費の支払い額が５月

中旬にしか確定しないことなどによる理由からでございます。特に、近年の医療費の最

終的な確定額を予測することは先ほど申し上げましたような医療費の問題、高額な薬価

の問題もありまして、最終的な確定額を予測することは難しく、このような組み立てと

なりましたことにつきましてはご理解をいただきたいと考えております。税率改定によ

ります現在の運営状況につきましては、最終的な医療費がどうなるかわかりませんが、

保険給付費を見ますと現在のところ当初予算で足りるのではないかとの見込みをいたし

ております。しかし、療養費及び高額療養費につきましては現在のところ不足する見込

みであり、本９月議会におきまして補正させていただく予定でございます。今後につき

ましては、健全な会計の運営が行われますよう２、３年に一度は税率の見直しを行うと

ともに、低所得者の救済措置もそれと合わせてしっかり考えていかなければならないと

思っております。又、本年度の税率改正によります町民の皆さま方への反応としまして

は、とりわけご批判等のご意見を伺ってはおりません。しかし、金額によるお問い合わ

せ及び計算の方法等のお問い合わせが、合わせて１０件ほどございました。又、政策経
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費としての財政投入につきましては、国保以外の方々との公平性という考え方から、ど

のようにしたら公平性が保てるか慎重に検討を行うとともに基金での対応や一般会計の

投入につきましては、必要があれば当然対応したいと考えておりますが、今、前段で申

し上げましたような公平性の問題もやはりしっかりと捉えていかなければならない問題

だと考えているところであります。 

次に、自治体に働く非正規職員の処遇改善と人事院勧告についての質問でありました

が、先ほど石田議員のご質問にお答えをいたしましたように、非正規職員の処遇につき

ましては、国・県に準拠した中で引き続き改善措置を行ってまいります。又、人事院勧

告につきましても、国・県の勧告に準拠して改定を行ってまいりたいと考えているとこ

ろであります。なお、地方公務員及び地方自治法の一部改正に伴い、平成３２年４月１

日から、会計年度任用職員いわゆる１年以上雇用の一般職の非常勤職員につきまして

は、期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定を整備するよう示されておりま

す。 

この件につきましては、熊本県当局からの指導の有無についてのご質問でございます

が、平成２９年５月２９日付けで法律の公布についての通知がまいっており、今回の改

正の趣旨にのっとり、所要の措置を講じるようお願いがきているところでございます。 

苓北町といたしましては、今後、全国の各自治体の状況を見ながら検討していくこと

としておりますが、期末手当を支給するとなると地方財政にも影響することとなります

ので、地方交付税等による財源措置の要望や導入する場合の職種等の勤務基準、手当率

の算出方法等を示していただくよう意見を出しているところでございますが、これは法

律によって変わるわけですから、当然、そういう財政措置はとられると考えております

ので、そのような中で法律にのっとって、皆さんがこころよく職場でがんばっていただ

けるように処置をしてまいりたいと考えているところでございます。 

以上、髙戸議員のご質問に答えさせていただきました。 

○町長（田嶋章二君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） それでは、さっそく再質問に移りたいと思います。まず、順番

は狂いますけども、２番目に質問した事項から入りたいと思います。 

 自治体で働く非正規職員の処遇改善と人事院勧告に対する姿勢についての再質問を行

います。ご案内のように非常勤職員の処遇については、従来から改善が求められており

ましたが、今回自治法の一部改正に伴い、給付に関する規定の整備が示され、併せて熊

本県当局からも趣旨にのっとり指導があったと只今答弁をいただきました。今後、財

源、又、勤務時間等に対するフルタイムと短時間勤務など数々の課題も多いと思います

が、今後のスケジュールについての答弁をまずもって求めたいと思います。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 
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○総務課長（山﨑秀典君） 今回の地方公務員法及び地方自治法の改正につきまして

は、平成３２年４月１日からの施行となっております。今後、各自治体におきまして

は、臨時非常勤職員の任用根拠の見直しや勤務条件を定める条例等を定める必要が生じ

てまります。次年度におきまして、まずこれらの基礎となる職務等の基準や採用時の能

力実証の方法、給与水準の設定など国から示される予定となっております参考書を参照

しながら、又、国からの地方財政措置のあり方も考慮しながら、国・県及び各自治体の

状況を踏まえた中で、規定の整備に向けた準備を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 只今、今後のスケジュールについて総務課長より答弁をいただ

きました。非正規職員につきましては、正規な職員と違いまして、いろんな時間等の勤

務に対する話し合う機会がなかなか設けられないのが実情のようでございます。できる

だけ現在勤務しておられます非正規職員の方々の意見等の把握についても、ご配慮方お

願いしたいと思います。 

次に、人事院勧告に対する姿勢についての再質問を行います。今年度は国・県の勧告

に準拠し、改定を考えていると答弁を得ました。私があえてこのことについて質問した

のは、昨年２８年度人事院勧告後の３月定例会の折、職員の給与に関する条例の一部を

改正する案が提案されたとき、先の当初の内容で質問をいたしましたところ、町長から

地震がないと言っても周りの企業を見てください。そして、農家を見てください。そん

な上げられる状況ですかと。そういうことですよと強い口調での答弁を得たわけでござ

います。今年は幸いにして４月１１日付け新聞報道によりますと、熊本県内企業の賞与

支給状況調査では、開始以来最高となったということでございます。又、私は農業にお

いても今年度は悪い状況ではないのではないかと解しているところでございます。本町

の農業を取り巻く状況についての回答を求めたいと思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 農業について言いますと、髙戸議員のご指摘のとおりですね、

今年は米がこれからどんどんよくなるんじゃないかと。１２月まで売りさばくという予

定だそうですから。それと合わせて、レタスは水物でありますのでわかりませんが、去

年より良くなってくれればいいがなという思いでございます。 

あと、繁殖牛につきましては、少し今までの勢いがなくなったかなという思いもあり

ますが、まだ需要と供給のバランスがとれておりますので、もう少し続くのではない

か。しかし、いつか需要と供給のバランスが崩れるときが必ずあるわけですから、その

ときのために儲けたときには必ず貯金もしっかりしておいていただきたいという願いで

ございます。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 
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○３番（髙戸幸雄君） 町長から回答を得たわけですけども、私は農林課長が回答して

くれるんかなと思っていたところでございます。町長発言されるとおり、農業を取り巻

く状況も特にびわとかいろんな果実についてはですね、昨年度よりもいいというようで

ございます。又、農協が毎月発行しておりますフェイスによりますと、畜産の部におい

て、子牛の価格が幾分かは減少気味だと。しかしながら、未だ高値が続いているという

状況のようでございます。言われるとおり貯金をしていく必要もあろうかと思いますけ

ども、平成３０年度における農業施策の中で畜産農家に対する補助金等についても、各

畜産部会等の意見も取り入れられて十分な上にも、又、十分なバックアップと言います

かお願いしたいと思うわけでございます。レタスについては、２年続いてですね、あま

り芳しくないというような状況下にあるように聞いておりますけども、私、実際自分が

作物をつくっておりませんのでわかりませんけれども、これにつきましても何と言って

も苓北町の一大主要作物でございます。手厚い保護をよろしくお願いしたいと思いま

す。稲につきましては、台風の影響が少しだけあったかのように聞いておりますけれど

も、収量等については昨年度よりも多いだろうということをお伺いしております。そう

いったことを踏まえると農業及び民間企業の内容を再度鑑みると今後ですね、最終的に

は組合との交渉もあるようでございますけれども、次回の１２月定例会にはよりよい改

定案が提案されることを望むところでございます。 

次に、平成２８年度決算に伴う課題について再質問を行います。まず、国民健康保険

特別会計について再質問をいたします。国民健康保険特別会計については、答弁にある

ように平成２８年度はまさに激動の一年であったと解しているところでございます。考

えもつかない高額な薬剤等に発した医療費の増大による大変財政厳しい状況の中、しか

しながら、結果的には少しであるものの基金も確保ができたようで、これは従来からの

職員間の努力の賜物かなと理解しているところでございます。引き続き、努力方お願い

したいと思います。さて、平成２９年度もいよいよ国保の運営主体町として最後の年と

なったわけでございます。現在のところ、保険給付費を見ると、足りる予定であるとい

うことで安堵しているところでございます。しかし、平成２８年第１回定例会におい

て、私は今後の国保運営についてという内容で質問いたしたところ、その中で税率を単

年度で引き上げるということは被保険者のご負担も相当大きくなることから、３ヶ年間

で引き上げを行いたいとの答弁を得たわけでございます。そのときには、平成２９年度

から３０、３１とそれぞれ１.２倍の税率の引き上げ方が示されていました。又、８月

２７日付けの新聞報道によりますと、来年度４月から運営主体がいよいよ都道府県に移

管されることに伴う調査があっており、全国の市区町村の３５パーセントは保険料が上

がるんだという予想しているとの回答が出されているようでございます。熊本県では４

５市町村のうち３５の市町村が回答し、そのうち上がると予想したのは３４.３パーセ
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ント、１２町村であったと報道がなされております。苓北町の回答はどうだったかお伺

いしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 当町は議員ご承知のとおり、県下におきましても一人

あたりの医療費は高いほうであり、又、その逆に保険税は安いほうであるという特徴が

ございます。先ほど町長のほうからの答弁もございましたけれども、それにつきまして

は、１０年以上税率の改定を行わず、被保険者の方々のご負担を最小限にとどめてきた

という事実がございます。本年度２９年度におきましては、大変厳しい２８年度の状況

を見まして、税率の改定をさせていただいたところでございます。しかしながら、依然

として安いほうであるということが言えるということがあったため、３０年度県への運

営主体が移ることに伴い、当然税率は上がるだろうという予測の回答はいたしておりま

す。２８年度、県の支援金をお借りする中で、一度には無理であるので３ヶ年で徐々に

上げていく計画をいたしております。しかしながら、当面は市町村で税率は決定してい

いということでございます。現在の状況ではもう少し上げなければならないというのは

当然でございますけれども、来年度２年続けて上げるのはどうか、その辺につきまして

は、今後年末までの運営状況、あるいは被保険者の方々の所得の状況等も勘案しながら

慎重に検討をし、判断をし、最終的には国保運営協議会にお諮りをし議会のご承認を得

たいというふうに考えております。以上です。 

○町長（田嶋章二君） 関連して。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 去年もそれがわかったのは私は１１月でした。だから、今でも

楽観しておりません。医療費っていうのはやっぱり人の体の状況ですから、日々変わり

ます。ですから、そういった方が出てこられたら大変なことになるという状況が、やっ

ぱ覚悟しとかなきゃいけない。ただし、出てこられないことを祈るばかりでございまし

て、今の状況でいきますと上げなくてもいいかもしれないなというのが、これは考え方

でございますが、最後まで楽観できないというのが実情でございます。又、併せまし

て、医療費の良好な状況に下げられたところには給付がくるそうでございますので、そ

ういうことも踏まえながらですね、これはもう町民全体ですね、国保だけじゃなくて。

町民皆さま方の健康維持促進にですね、しっかりと取り組んでいただけるようないろん

な情報提供をしたりして、９月からは運動管理士の方がやっと見つかりましたので、そ

の方の活躍の中で町民の方が１人でも多くですね、より健康になっていただくように願

うばかりでございます。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 財調もですね、４,０００万、ただし県の支援金とか法定外繰
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入２,０００万程度ですよというような先ほど答弁をいただいたところでございます。

私も以前担当課長として勤務していたときに、「インフルエンザが大流行すると４,０

００万ぐらい一発ですよ、課長。」と言われた経緯もございます。そういったことがな

いよう、私も含めて健康には留意をしていきたいと思います。なお、財源不足対策とし

て、熊本県から借り入れました熊本県国民健康保険広域化等支援基金の償還が平成３０

年来年度から始まるわけでございますけれども、返済については一般会計から支払って

いくということで申し上げているはずであるという町長の答弁が以前あったように思っ

ております。来年度予算に伴う計上については、そのように進めていただいたいと思い

ます。 

最後に、苓北町振興計画第７次基本構想、平成３１年から平成４０年度の策定が来年

度から始まるのではないかと考えています。残念ではありますが、高齢化が進むととも

に人口が減少するのは時代の流れでございます。よって、次の時代に課題を残すような

事業がない策定に努めることを望み、今回の私の全ての一般質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） これで髙戸幸雄君の一般質問を終わります。 

 次に、通告６番、田嶋豊昭君。 

○９番（田嶋豊昭君） 通告６番、９番議員、田嶋豊昭です。 

 小学校部活動スポーツ部門の社会体育移行に伴う苓北町としての今後の方向性につい

て質問いたします。今年の広報れいほく４月号で、平成３１年４月から小学校部活動を

社会体育へ移行するという見出しで、これまでの経緯と３段階の基本方針が検討委員会

から示されました。この委員会は、代表１６人で構成され、学校の現状把握や保護者の

意見徴収、社会体育移行を進めている自治体の視察などを行い、町における３つの基本

方針をまとめてあります。１、小学校の運動部活動は社会体育へ移行する。２、地域の

宝である子どもは地域で見守る。３、児童の発達段階に応じたスポーツ活動を行う。立

派な基本方針が出されていますが、本当にできるでしょうか。小学校の児童保護者の

方々は私の聞いた限り、皆さま心配で心配でたまらないとのことです。部活動のおかげ

で子どもたちは自分なりにがんばり、親もびっくりするぐらい成長し、子どもと融和、

思いやり、笑顔、勝っても負けても誰とでも話せるようになる親も教えられないことま

で学んでいます、と聞いています。一方、スポーツ等で有名な選手は幼少期の３歳ぐら

いから専門的に取り組んでいる人も多いとテレビ・新聞等で報道されているのも見ま

す。せっかくならば、町からオリンピックの選手でも出るような社会体育移行ができた

らいいなと願うところでございます。地域の宝である子どもは地域で見守るという基本

方針がありますが、書いてあるとおりサッカー、バスケットボール等専門的な指導者を

学校ごとに確保することは現実的に難しいと思います。保護者は学校が終わって帰宅す
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るまで、課外の学習、学童等の見守り事業をやっていただけると安心できます。例え

ば、明神山のＫＤＤ跡地のテニスコートなど、少し手入れしたら遊べる広場も各地にあ

ります。公民館そのものを開放したり、普段は話さないような公民館に来る大人たちと

の交流もいいのではないかなと思います。児童の発達段階に応じたスポーツ活動、書い

てあるとおり運動能力が著しく発達する大切な時期なのです。子どもたちに応じた指導

者の資質向上を目指して、研修会を実施する。 

熊日新聞で投稿されている若者コーナーであります。その中で、部活動の投稿が多い

です。楽しかったこと、苦しかったこと、みんなで考えながら試合に勝てたこと、いろ

いろと書いてあります。部活動は本当に大事な活動です。苓北町の地域の中でも子ども

たちへ配慮が多々ありますが、まだまだ満足できない点もあります。十分考えていただ

き、子どもたちがいきいきと暮らせるまちづくりをしていただきたいと思います。 

 小学校部活動スポーツ部門の社会体育移行に伴う、町としての今後の方向性について

お尋ねいたします。よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 只今の田嶋豊昭議員のご質問に答えさせていただきます。 

 小学校の運動部活動の社会体育への移行につきましては、熊本県教育委員会が平成２

７年３月に児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針を策定し、平成３

１年４月から県内の小学校運動部活動の社会体育への移行を決定いたしました。 

県の基本方針の施策の背景には、「児童数の減少により、単独校での部が存続できな

い」「指導者が不足している」「教員の異動によって担当指導者がいなくなる」「児童

にとってスポーツの選択肢が少ない」など県内の小学校の現状があり、又、全国的にも

熊本県と青森県以外のほとんどの県では、小学校運動部活動を行っていない状況である

ことも少なからず影響していると考えております。 

熊本県教育委員会の決定を受け、平成２８年度苓北町小学校運動等部活動社会体育移

行検討委員会の設置や、県の補助を受けて部活動検討委員会コーディネーターを設置

し、各小学校への移行に向けたヒアリング、保護者へのアンケート実施、町内社会体育

クラブへの意見聴取等取り組み始めました。こうした結果をもとに、検討委員会を３回

開催し協議を重ねてまいりました。協議の結果、苓北町立小学校運動部活動の社会体育

移行の基本方針をまとめました。 

基本方針１として、小学校の運動部活動は社会体育へ移行する。苓北町でも、検討委

員会で協議を重ね、熊本県教育委員会への基本方針に示されているとおり、平成３１年

４月から小学校運動部活動を全面廃止することを決定いたしました。 

基本方針２として、地域の宝である子どもは地域で見守る。学校部活動の現状とし

て、すでに児童数の減少によりチームスポーツが難しくなっている学校が出てきてお
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り、児童保護者のニーズの多様化により、社会体育クラブに所属し活動する児童も増え

ております。又、指導者確保の観点からも、放課後の時間帯にサッカーやバスケットボ

ール等を専門的に指導する指導者を学校ごとに今後継続して確保することは現実的に難

しいこともあり、既存の町内社会体育クラブを運動部活動の受け皿を基本とすることで

決定しました。ただし、保護者の中には競技性にこだわらず、保護者が帰宅するまで放

課後の安心した居場所を求める声もあるため、放課後の居場所づくりとして放課後見守

り事業を検討しています。 

基本方針３として、児童の発達段階に応じたスポーツ活動を行う。小学生は体格の向

上や体の各部分の機能が発達してくることにより、運動能力が著しく発達する大切な時

期です。指導者が勝利至上主義に陥ることなく、子どもたちの発達に応じた指導を行っ

てもらうために指導者の資質向上を目指し、研修会等を実施します。 

以上、３つの基本方針は各学校において、４月のＰＴＡ総会で保護者に説明を行いま

した。又、４月２１日発行の広報れいほくに掲載し、広く住民の方に周知を行ったとこ

ろです。今後の取り組みとしましては、８月３１日に本年度第１回目の検討委員会を開

催し、平成２８年度の取り組み、苓北町の基本方針、平成２９年度の取り組み等を協議

し、委員の皆さんからたくさんの意見をいただきました。当面、見守り事業についての

具体的検討の中で、再度保護者アンケートを実施し、保護者の要望等を把握するととも

に、見守り事業への協力者を募集する予定です。又、引き続き、社会体育クラブへの調

整、検討委員会への継続開催等、平成３１年４月の移行を目指して検討してまいりま

す。 

以上、田嶋議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 田嶋君。 

○９番（田嶋豊昭君） 只今、教育長のほうから答弁がありました。私、基本方針策定

には児童数の減少、単一校では部が存続できない、指導者不足、教員の異動で担当指導

者が不足、児童にとってスポーツの選択肢が少ない等が影響していると考えられている

ようです。県の補助を受けて、部活動検討委員会コーディネーターを配置し、各小学校

の移行に向けたヒアリング、保護者のアンケート実施、町内の社会クラブへの意見聴取

等の取り組み、検討委員会を開催されているということですけども、特に平成３１年４

月から小学校の部活動を全面廃止することを決定、特に体格の向上や体の各部分の機能

が発達してくることにより運動能力が発達する大切な時期です。基本方針計画どおりで

きるように検討委員会で十分話を行っていただき、子どもたちが明るい未来に向けて頑

張っていただいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。何かあったら一言。

なかったらよろしいです。 

○議長（山本政人君） 意見ありますか。教育長。 
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○教育長（芦塚博昭君） 今のご意見を参考にしまして、子どもたちがよりよくなるよ

うに検討していきたいと思います。 

○議長（山本政人君） これで田嶋豊昭君の一般質問を終わります。 

 次に、通告７番、錦戸俊春君。 

○１１番（錦戸俊春君） 通告７番、１１番議員、錦戸俊春です。 

 先に通告しておりました２件について質問をさせていただきます。 

 まず初めに、特定検診及び各種検診の無料化はできないかということで質問をさせて

いただきます。自分の健康は自分で守り、早期発見・早期治療が原則であると思います

が、いきいきと暮らせる町づくり、行政サービスの一環として、住民みんなが健康で豊

かな町づくりを目指すことを目的に、特定検診及び各種検診（がん検診等）の無料化を

実施することができないかと思っているところでございます。行政は住民の生命財産を

守るのも大きな使命であると思いますが、それに加えて、住民の健康は町が守るという

ことで住民検診の無料化の実施、早期発見・早期治療で医療費の削減に大きく貢献でき

るものと思っているところでございます。又、住民の健康への意識づけ及び健康寿命を

延ばし健康長寿町になり、豊かな町づくりになるとも思います。今年度より国保財政に

おいては保険料の財源不足が生じ、保険税が上がったのは言うまでもありませんが、そ

の原因として医療費の高騰にあります。住民皆さんが健康であるのが一番だと思いま

す。無料化にしたからと言って検診率がどれだけ上がり、どれだけの方が健康でいられ

るかはわかりかねますが、少なくとも病気の早期発見・早期治療にはつながると思いま

す。又、ある自治体においては検査項目が苓北町での検診している項目以外に肝炎ウイ

ルスの検診、腹部超音波検診、子宮頸がん検診、骨粗しょう症検診等があります。わが

町にも検診項目の追加をされたらどうかとも思っているところでもございます。それに

頸動脈超音波検診の追加もしたらどうかとも思っているところでもございます。この検

診は動脈硬化が有無の検診もできるし、甲状腺腫瘍の発見にもつながります。ぜひ追加

項目をお願いしたところでもございます。 

 次に、ヘリコバクターピロリ、いわゆるピロリ菌の感染検査についてでございます。

特定検診時に無料で検診することができないかということであります。ピロリ菌は胃の

粘膜に生息する細菌で、放っておけば胃の粘膜に炎症などを引き起こし、慢性胃炎、胃

潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんなどの病気を引き起こす原因になるとされております。ま

た、ピロリ菌に感染するのは免疫力の弱い５歳以下の乳幼児期が多いとされ、近年では

両親から子どもへの家庭内感染が原因と疑われているそうです。中学生以上も検診対象

者としてはどうかと思っているところでございます。ピロリ菌感染検査を実施し、陽性

の方は除菌処置を行うことがこれらの発病を防ぐことが可能とされているところでござ

います。ピロリ菌検査には、胃カメラを使って、粘膜を採取して培養する検査方法、胃
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カメラなどが必要ない診断薬を服用し、服用前後の呼気を集めて診断する尿素呼気試験

法と血液中や尿中等に存在するこの抗体の有無を調べる抗体測定があるそうです。ピロ

リ菌の感染が認められたら医療機関でのピロリ菌の除菌を受けるのは原則ですが、２０

１５年から胃カメラで慢性胃炎を確認したあとの除菌費用は保険適用がされています。 

 以上２件、特定検診の無料化とピロリ菌の感染検査の検査費用、いわゆる財源は各種

検診の無料化により病気の早期発見に伴い、早期治療により医療費の削減、いわゆる医

療費の軽減につなげるものと思っております。保険給付の負担割合の構成はおおむね公

的機関が５割、被保険者いわゆる保険料で５割といった構成になっています。この割合

から見ても、各種検診料を公費で負担したとしても、保険料の構成比から見ると保険給

付の削減にもつながると思いますので、費用対効果は大いにあると思っているところで

ございます。町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の錦戸議員のご質問に答えさせていただきます。 

 まず、特定検診、各種検診の無料化はできないかというご質問でございました。議員

ご質問のとおり、住民の方々が日々健康でお暮しいただけることが町といたしましても

最大の喜びであり、最大の願いでもございます。自分の健康は自分で守ることを大前提

に、これまで各種検診の充実やその受診率向上に努力を続けておりますが、ご指摘のと

おりなかなか受診していただけない年代の方も多く、悪くなってからの受診により、か

えって医療費の高騰を招いていることもあるのではないかと考えているところでござい

ます。ご質問の内容につきましては、県下の状況を調査いたしました。特定健診を無料

化している自治体は、宇土市と津奈木町がございました。両自治体の無料化導入前と、

のちの受診率については、導入時は話題性もあり、ほんの少し受診率がのびたというこ

とでありますが、２年目から又もとに戻ってしまったということでございました。苓北

町の受診率は４９.８パーセントと県下で４５市町村中１８番目でございます。宇土市

におかれましては導入時４０.２パーセント、津奈木町におかれましては３６.９パーセ

ントと、無料化を実施していない苓北町より相当低い受診率であり、無料化しても受診

率は上がらないという状況がこの数字でわかります。その他の自治体では苓北町のよう

にワンコイン、つまり５００円から２,４００円の負担で検診を実施しております。負

担金をいただいて実施している自治体では、苓北町の５００円が一番安い負担金でござ

います。他には節目年齢により無料化をしている自治体もございましたが、がん検診に

つきましては無料化をしている自治体はございませんでした。もし、苓北町で無料化を

実施したとしましても、どれだけ受診率が上がるかはっきりわからない。これは議員の

ご指摘のとおりであります。宇土市や津奈木町のように受診率が上がらなければ早期発

見による治療につなげることもできません。来年度平成３０年度からは国保の制度が大
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きく変わります。３０年度からの制度が定着し、財政的にも落ち着いたときには無料化

についてどう対応するか勘案しながら検討していきたいと考えております。それまでは

無料化せずとも受診率を向上し、早期の受診につながるよう努力をしてまいりたいと考

えております。又、ピロリ菌の検査につきましては、天草市も中学３年を対象に尿検査

による検査を実施しているようでございます。苓北町におきましても、要望の署名等も

いただいておりますので、中学３年生を対象とした検査を来年度から取り入れるよう検

討をしたいと考えております。検診費用の無料化やピロリ菌検査の無料化等、徐々にで

きるものからやってまいりたいと考えているところであります。 

 以上、錦戸議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） 特定検診については、先ほど言われた４９.８パーセントで

すか。前年度の実績もですね、ただ、がん検診とかなんかについてはかなり低いんです

よね。こういうなともやはり医療費の高騰に早期発見、これは自分でするのが一番だと

思います。私も。ただ、そして先ほども言ったように、無料化にしたからといってどれ

だけ上がるか、どれだけ検診率が上がって、どれだけ費用対効果出てくるかって言われ

れば私もなかなか答えるのは難しいんですけども、やはりそれだけ早期発見・早期治

療、やはりそれだけの町の取り組みでしていくならば検診率も徐々に上がってくるんじ

ゃないかなという気はするわけですよね。以前、和水町だったですかね、研修に行った

ときに、町のほうで積極的に受診をされなかった方については受診をものすごく勧めら

れとるんですよね。そういうふうな取り組みもされたらなお一層受診率は上がるんじゃ

ないかなと思うし、又、それに加えて、行政サービスの一環として私は無料化に取り組

んだら、思い切って取り組んでみたらどうかなと思ったところでございます。それと、

先ほどちょっと言いましたけれども、この苓北町にない項目がほかの市町にはあるのは

あるんですよね。項目の中で先ほど言いましたように、肝炎ウイルスの検診、又は腹部

の超音波エコー、それと子宮頸がん、骨粗しょう症、こういうなのはほかのところにあ

って苓北にないというのは何かあるわけですかね。やはり私は同じ国民ですので、それ

だけのほかの市町村がするような項目まではやはりするべきじゃないかと思うわけです

けれども、そこら辺いかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 議員ご指摘のとおり、今うちにない検査項目がほかの

市町村にはどういうふうな、例えば近隣の天草市でありますとか、上天草市がどういう

項目がうちにない、どういう項目をしているのか、その辺を早急に調べまして、もし取

り入れることができる項目があるとすれば、ぜひその辺を検討させていただきたいとい

うふうに考えております。 
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○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） それと、いわゆる頸動脈の超音波もですね、含めたところで

すると、甲状腺の腫瘍の検査とか何かも合わせて検査できるわけですよね。そういうな

のも、ある医療機関ではサービスでやってるというようなことですけれども、それも検

査の対象に入れられたら、非常に腫瘍とかなんかできて、いわゆる早期発見・早期治療

につながるんじゃないかなと思っているところでございます。ぜひ、そのような取り組

みをやっていただきたい。それと、県のほうに移行するということですけれども、やは

りさっきも言いましたように保険税は各自治体で当分は決めていくわけでしょ。そうす

ると、これだけの私、事業を取り組んでいくならば、結果的に費用対効果が出てくると

じゃなかろうかなって思うわけですよね。そこら辺は今の話聞くとなかなか取り組むの

も難しいかなというような感じはいたしたわけですけれども、情勢を見ながら検討して

いくということですけれども、ぜひ前向きに検討していただきたいと思っているところ

でございます。 

 それと、ピロリ菌はちょっと私の聞き違いやったかもしれんですけれども、中学生を

して大人はしないということですかね。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） お答えをしましたように、徐々にできることから取り組んでい

くと。まずは、ピロリ菌の場合は、なるだけ若いときにやったほうがよいということで

ございますので、ピロリ菌の場合は、まずは来年は中学３年生を無料化しようと、それ

を少しずつ年齢を下げた中で、広げていけるような状況をつくっていきたい。これも先

ほど言いましたように国保制度が変わります。それで、財政が安定するかどうかも見極

めながらのことになるかと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） ピロリ菌はですね、胃がんの患者さんの９８パーセントはピ

ロリ菌に感染していると言われているそうです。胃がんにかかられた方の９８パーセン

トは、私はわかりませんけどですね、統計上９８パーセントはピロリ菌に感染した人が

胃がんにかかられているということでありますので、やはり中学生から検査して徐々に

ということでなくて、もう思い切って一般の方もピロリ菌の検査をされるように取り組

まれたらいかがかと思っているところでございます。そこら辺はいかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 先ほども言いましたように、来年から国保制度が大きく変わっ

ていきます。それで、我々が進めていく苓北町の国保財政がですね、どういうふうにな

るか。まだ、先がしっかり見通せない状況でもありますので、その状況を見ながらです

ね、しっかりした確信ができたところでそういうものは積極的にですね、進めていく。
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そのほうが今年はやったけど、来年はできんやったというふうな話にしちゃいけないと

思いますので、その辺の方向性を持たせてやっていきたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） くどいようですけども、制度が変わる。これは３０年から変

わるって前々からわかっとったことですけれども、やはり逆に県あたりにもですね、こ

の制度をしてる自治体もあるわけですので、県あたりにもそういうふうな事業の無料化

で検診をするというようなことで進めていくというような働きかけをしていただきたい

なと私は個人的には思っているところです。そこら辺はどんなでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この件につきましては、やはり県も我々も県民でございますの

で、その一端を担っていただければ範囲を広げやすいということでございますので、よ

く相談してまいりたいと思っております。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） 各種検診でですね、金額が苓北町と天草市でかなり違うとで

すね。検診料の。例えば、肺がん検診で苓北町で６００円、そうすると天草市で国保の

方、いわゆる７０歳以上、後期高齢者２００円でとかですね、大腸がん等検診が苓北は

５００円、天草市は２００円、それぞれずっと、これ表おあげしてよかですけども、金

額は違うとですよ。これはやはり苓北町はこれだけの行政サービスが悪いというような

見方になるんじゃないかなと気はするわけですけれどもですね、天草市の方と比較した

場合にですね、苓北町は財政的にも豊かなほうであると思います。やはりこういうふう

なちょっとした取り組みにもですね、やはり同じ隣の市と苓北町と違うじゃなくて、や

はり同じようなことで歩調を合わせられたほうがいいんじゃないかなと思ってるんです

けども、そこら辺の違いを。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 今、ご質問の各検診における個人負担につきまして

は、各自治体で決めるということになってるかと思います。それで、うちのほうが天草

市よりも高いということであれば、その辺も近隣のほかのですね、市町村等の状況も見

ながら今後検討させていただければなというふうに考えております。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） ぜひそういう風なことで進めていただきたいと思います。終

わります。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） もう一つピロリ菌の件につきまして、ちょっと補足を

させていただきますけれども、なぜ中学３年生からの検査になるかということでござい
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ますけれども、検査をいたしまして、もし菌があったということで除菌をする薬を飲む

ことになるわけですけれども、その薬が１５歳以上でないと飲めないということがござ

いますので、１５歳からしか検査はできないということでご理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） １５歳、それはよかですよ。ただ、それ以上の方もですね、

一般の方も受けられるようにお願いしますということです。 

○議長（山本政人君） わかりましたか。努力をしてください。 

 これで錦戸俊春君の一般質問を終わります。 

 次、通告８番、倉田明君。 

○５番（倉田 明君） 通告８番、倉田です。本日最後の質問者となりますが、どうぞ

よろしくお願いをいたします。４点につき質問させていただきます。 

 最初に、国指定史跡の富岡キリシタン供養碑、いわゆる千人塚公園の整備についてで

ございます。ご承知のとおり、１６３７年天草島原の乱、その１０年後の１６４７年に

ときの天草初代代官の鈴木重成公が建てたとされる千人塚。今年で３７０年、そして乱

後３８０年となりますが、この千人塚は今日まで町当局をはじめ、関係各位のご協力の

もと維持管理されてきております。私は、平成２０年６月議会一般質問で、国道から公

園への進入路が狭く、公園駐車場はあるが見学者の大型バスは国道脇に駐車されてい

る。又、公園にはトイレもなく、近所のトイレをお借りしているとの状況で、地元等か

ら大型駐車場やトイレ設置等の要望もあり、私は地域住民の理解をいただきながら取り

組んでもらいたいと質しました。そのあと、町も進入路付近の地権者に対し相談等をな

されたわけでございますが、用地取得の目途が立たない状況下であるということであり

ました。そのような中、平成２７年６月、その土地の所有者から寄付の申し出があった

ということを伺い、改めて平成２７年１２月議会一般質問で、再度整備計画についてお

尋ねをしたところでございます。その折、国の都市再生整備事業を申請し、できれば２

８年度予算で対応したい旨の回答でございました。又、２８年度１２月議会一般質問の

答弁では、２９年度に千人塚公園駐車場整備を計画しているということでありました

が、計画の現状を伺いたいと思います。又、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

の世界遺産登録を目指し、﨑津集落など各地において地域活性化に向けた大きな期待が

寄せられておりますが、この機に千人塚公園の案内板等にも外国語の表示があればと思

いますが、町の考え方をお伺いいたします。 

 ２点目に、アダム荒川公園の利活用の状況についてお伺いいたします。アダム荒川が

殉教されて今年で４０３年。ご承知のとおり、記念碑にも刻まれておりますが、平成１

９年６月１日、ローマ法王ベネディクト１６世がキリスト教迫害で処刑されたアダム荒
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川を含む日本人１８８名を栄誉ある福者に列することと正式に承認されました。日本人

が福者に列せられるのは１８６７年以来のことであり、天草ではアダム荒川が唯一の福

者となりました。そして翌年、平成２０年１１月２４日には、日本初の列福式が長崎市

で行われたところでございます。そのような中、富岡汐入にありましたアダム荒川の殉

教の碑は現在の場所に移設され、平成２７年４月にはアダム荒川の記念広場としてオー

プンし、この４月で２年を迎えたところでございます。私は開園前の２７年３月議会一

般質問で、オープンセレモニー信者のミサ等の利活用について質した折に、町長答弁で

はホームページや報道機関、旅行会社、ミッション系スクールへ働きかけを行い、広く

利活用いただくよう取り組みたいとのことでありました。施設が無料開放のため来訪者

の把握等困難だと思われますが、利活用状況の現在をお伺いしたいと思います。又、記

念公園入口の歩行者通路石段が崩れの恐れがあるがために、長期間通行禁止のロープが

はってあります。現在はありませんが、解除されたのかお尋ねを併せて伺いたいと思い

ます。 

 ３点目に、富岡キーステーション、いわゆる船客待合所整備についてでございます

が、平成２８年１２月議会一般質問で、第３期富岡志岐地区都市再生整備計画は、私の

手持ちの資料では、平成３０年度に事業費８,０００万円で改修計画がのっておりまし

た。答弁では、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に合わせ、早急に整備する必

要もあり、国補正の経済対策があれば前倒しし、整備を進めたいとのことでありまし

た。改修年度等に変更はあるのでしょうか。又、具体的設計はこれからと思われます

が、施設の全体構想はどのようなものかお伺いをいたします。最後に、長崎天草航路茂

木富岡間への国庫補助の支援についてお尋ねをいたします。この件につきましては、１

１日の本会議終了後、全員協議会で天草長崎航路の国庫補助航路への新規認定について

の報告が予定されておりますが質問をさせていただきます。ご承知のとおり、この航路

は近年利用客等の減少により航路存続が危ぶまれておりましたが、関係自治体のご協力

と地元住民の生活航路、又、観光ルートの要として根強い要望もあり、フェリーから高

速船へと改革と沿革の中、町の指定管理者であられた長崎市の民間会社が撤退されるこ

とになり、平成２６年４月から、地元の民間会社により新高速船が就航し、現在にいた

っているところでございます。この高速船運航に関する必要な経費については、長崎天

草航路事業補助金交付要綱に基づき、苓北町として平成２７年度決算で２,１９７万２,

０００円を補助しております。この航路運航については先般、町は国に対し支援策の要

望をされています。この航路について、国土交通省はフェリーの復活や航路補助金等を

検討されていると聞き及んでおりますが、現状をお伺いいたします。又、天草エアライ

ンが旅客割引サービスとして、茂木港、富岡港の利用者にも拡大したとの新聞記事が８

月２４日に掲載されておりました。内容は、どのようなものかお尋ねをいたします。 
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 以上です。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の倉田議員のご質問に答えさせていただきます。 

 まず、千人塚公園の整備についてでございます。第３期富岡志岐地区都市再生整備事

業におきまして、今年度実施を予定しておりましたことは議会において、今回少し遅れ

ておりますが、補正予算を計上したところでございます。遅れた理由につきましては、

町道首塚線よりも国道側の排水路がですね、うまくいってないということで、県と協議

をして２８年度中にはできあがるということでなっておりましたところ、だいぶ工事が

遅れまして、最近できあがったようでございます。その中で、一番ここが低い土地であ

りますので水が集まって、雨がちょっとたくさん降ると水たまりになるということでご

ざいます。それを解消できるということでございますが、しかし、改善をしたといって

も、やはり排水地としてですね、幾分かとっとかなければならないということで考えて

おりまして、測量設計業務委託費に１００万円、そして工事費に１,１００万円、合計

で１,２００万円を予定しているところでございます。駐車台数及び駐車配置計画等に

つきましては、今後遊水地の面積を決定した中で検討してまいりたいと考えておりま

す。 

千人塚公園にも外国語表示が必要ではないかということでございますが、議員がご指

摘のように必要であると考えます。しかし、その中で説明版の多言語化については、内

容の張り替えが今の説明板内で可能なのか。立て替え、増設が必要なのか等がございま

す。又、既設の説明板は国有地内に町が設置しておりますので、立て替えとなった場

合、国との協議をする必要があると思われますので、その時間がちょっとかかるのでは

ないかと考えているところでございますが、前向きに検討していきたいと考えておりま

す。ちなみにご指摘のように、これは島原の乱のときの戦闘員が約１万人処刑されまし

た。その１万人の中の３分の１が富岡の首塚にあるわけでございます。非常に歴史的に

も貴重な遺産であり、そのことの中で天草で初めて戦前にですね、国の重要文化財とし

て指定された案件でございます。その割にはちょっとパッとしないので、そこはきちっ

と説明をして、むしろキリスト教の方を当時の代官がいわゆる禁教の中でのキリスト教

をですね、代官がねんごろに葬ったと。非常にこれは画期的なことでございますので、

そのことをしっかり世の中に知らしめなければならないと考えているところでございま

す。 

次に、アダム荒川。これは本当にアダム荒川のことを知ってる人がほとんどいないん

ですね。この前、アダム荒川公園のことについて、本渡の教会の方が使用願いをしに来

られました。そして、﨑津の信者の方たちも来ておられます。今、指摘があったよう

に、アダム荒川は天草で唯一ローマ法王から認められた福者であります。福者の次は、
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福者から大体聖人になるんですね。だから、もしかしたら聖人になる可能性もないとは

言えませんので、このアダム荒川公園にですね、どう行くのかというその道しるべがは

っきり今してない。場内に近くに行けばわかるんですけど、その場所に行くまでの間に

何ヶ所かやっぱり当然天草でローマ法王から認められたただ一人の殉教者であるとい

う、福者であるということをやっぱり書かなきゃいけないということで、担当課長と

今、それを相談しているところであります。しっかりとアダム荒川のことをもっと町内

の国道沿いにですね、何とかできないか今相談しているところでございます。それと併

せて、古い石段、あれはあそこに売店をつくられた方がつくられた案件で、私有地であ

りますので、むしろ、もうあそこはかえって危ないからですね。絶対あそこの中に通れ

ないような状況をもっとはっきり明示するべきではないかと。そして、柵もつくるべき

じゃないかと私は考えております。担当ともこれを詰めまして、なるだけ早い機会にで

すね、これを決定させていただきたいと考えております。どうしても無料ですから何人

来られたかはっきりわかりませんが、とにかくお城も含めて、毎日１００人ぐらい来て

おられると。１００人も来ておられるんだから、何とかここで商売でもする人がいない

かなと思ってるんですけど。お城の中ででも結構なんですけど。そういった面ですみや

ぐらもあることですし、とにかく商工会の方々ともしっかり相談しながらですね、ぜひ

ご商売に結びつけていただきたいなと考えているところであります。 

それと、富岡キーステーション、いわゆる船客待合所のことでございますが、現時点

で整備計画におきましては、本年度に設計委託料３００万円、平成３０年度に工事費

４,７００万円、合計５,０００万円の事業費で、都市再生整備計画事業での施工を計画

しております。本年度に入りまして、現在設計業務と並行して関係機関や富岡地区の区

長代表の皆さま方にご参集いただき、富岡船客待合所有効活用検討会議を開催しなが

ら、施設の整備内容を検討しているところであります。概要といたしましては、求めら

れる施設の有り方として、場所的にも好立地であり駐車場等の敷地も十分であることか

ら、船客待合所の機能と併せ、町民が気軽に立ち寄れる場所として、産品の売り場や観

光案内、ふれあい交流の場等、多機能を備えた施設になると、もっと有益で地域振興に

もつながってくると考えております。船客待合所の機能のほか、観光案内所、土産品、

農林水産物、特産品の販売やふれあい広場等の機能整備を行う方向で検討しているとこ

ろであります。又、現在、都市再生整備事業以外で、他に有利な補助事業がないか改め

て国土交通省、特にあそこ港でございますので、港湾の関係の方々にも相談をしている

ところでございます。そうなってきて少しでも補助率の高い事業があればですね、３０

年度が少し遅れる可能性もあります。あるいは補正でという話があって少し早まる可能

性もあります。国土交通省のお考えが早く出てくるのを期待をしているところでござい

ます。 
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将来、フェリー就航につきましては、高速道路までの時間が短縮されることになり、

流通機能が格段に向上するなど天草地域の振興を図る上でも大変重要な役割を果たすこ

とになります。又、茂木におかれてもですね、向こうに行かれた方、あそこに大きな看

板が出てますが、新しく企業進出したところのトラックが今までの道路と同じところを

通るんでバイパスをつくってほしいと。これは以前、伊藤市長時代にですね、バイパス

の気運が高まってたんですが、市長が亡くなられてからちょっと止まっているところで

ありましたが、昨年あたりからそういう理由の中でバイパスができます。そうすると自

動車道路まで５、６分で行けるそうでございますので、非常に期待をしております。苓

北観光汽船等はですね、その期成会にも協力をしておられるようでございますが、町と

いたしましてもぜひ道路がですね、早くできるように働きかけもしてまいりたいと考え

ているところでもあります。 

天草エアラインが実施しているというのは、長崎港から﨑津までの港が適用しておっ

たんですが、茂木・富岡間の利用をしてチケットを持っていけば割り引きになるという

ことでございます。確か１万１,８００円ぐらいが８,８００円に福岡までなるんじゃな

いんですかね。大分安くなると思います。又、熊本までも安くいけると思いますので、

これはよく宣伝をしていくべきではないかなと考えているところで。ここに書いてあり

ました。福岡行が１万３,２００円が９,５００円、そして熊本行は７,８００円が５,５

００円となります。これ住民割引使えばもっと安くなるんじゃないかなと思いますが、

どうですか、・・・・。そういうことで、もう実際サービスが始まっておりますので、

ぜひご活用していただければと思いますし、我々も町外から来られる特に長崎方面から

来られる方で、行きは長崎によって、帰りは飛行機で福岡に帰るとかいう人にぜひ活用

してもらいたいと考えているところでございます。 

離島航路並みに認められた中で、今、企画政策課を中心にですね、国土交通省と打ち

合わせをしております。このことを受けまして、６月末に運行費の欠損額の一部を補助

する離島航路運営費等補助金の申請に必要な平成３０年度離島航路維持計画を提出しま

したが、９月末には国土交通省より計画の認定及び補助額の内示がある予定でございま

す。１０月からということでございます。使用船舶につきましては、今後しばらくの間

は現在の高速船により本航路の利用促進を図りながら、航路の維持確保を図っていきた

いと考えております。将来的には、フェリーもですね、ぜひ、これつくるときも半額補

助してくれるそうですから、機運が高まってくればそういうことも考えてまいりたいと

いうことでございます。 

以上で、倉田議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） それぞれご答弁をいただきました。先ほど一番目の富岡キリシ
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タン公園、いわゆる千人塚、整備が遅れているということは、多分私もそういう排水口

の廃土、いわゆる不要な土砂って言っていいんでしょうか、そういう捨て場等々の利用

もあった関係で遅れているのかなと思っております。先ほど、低いからということで遊

水地を設けるという話がありましたが、それはいわゆる遊水地、ざっと言えば池みたい

な意味で捉えてよかっでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 千人塚の駐車場整備に先立ちまして、私のほうで寄付

の申し出があった直後でございますけども、公共工事間の残土ということでですね、残

土が発生したことからここにその土を搬入いたしまして、将来的な駐車場整備に安くあ

げるというような取り組みで事業に着手をしておりました。そういう中で、実際この土

地を耕作しておられました方からですね、ここの土地がやはり周辺で一番低い土地であ

ると。そういう中で拓心高校方面からきておりました排水のですね、行き先というのが

この低い土地に隣接しておりました排水路に直結をしてありました。そういう関係で極

端に言いますと、大雨が降った際には、もともとここの耕作されてた状況が田んぼでご

ざいましたので、この田んぼに一時的に遊水が溜まってしまうと。そういう状況の中

で、水が引いてからようやくそこの土地が排水をしていくというような状況があるとい

うことで、単純にそこを埋めるということについては、やはり周辺の民家等にですね、

排水の悪影響が出るということをぜひ対応を考えていただきたいというようなお話がご

ざいました。そういう中で、国道３２４にございます排水路をですね、今のトータルフ

ァッションモリさんの左側の前にですね、つないでおりました排水先をウッディーハウ

スの前まで延長をして排水先を変えるということでこの低い土地への排水が集中するの

を防ぐ対策を行っていただきました。これについては先ほど町長からもありましたよう

に、工事等々がですね、２８年度の繰越事業によりまして施工されたことが原因となり

まして、整備が遅れたというような状況があっております。そういう中で、どうしても

この対策をしたことで１００パーセントですね、低い土地の排水対策ができるのかとい

うことについては、前回８月の１５日の降雨の際にも、この場所について早朝に確認に

行ってまいりました。そういう中で、やはり４０ｃｍ程度の水がですね、溜まっておっ

た状況がございます。そういう中で、やはりここにつきましては遊水機能を持たせる形

の中でですね、１,７００㎡のうちのいくらかをそういう貯水池として残す必要がある

というふうに町としては考えているところでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 確かに、苓洋高校、今は拓心高校になっていますけども、向こ

うのほうからのいわゆる雨水等の流水がですね、非常に周辺には流れてきやすい地形に

なっておりました。そういう関係で今回、国道３２４号線の側溝等の改修があって若干
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水のはけ方が違うかなと、改良されたかなと思いますが、今、土木管理課長のほうから

説明がありましたように、若干やはり残したほうが貯水池をつくったほうがいいだろう

というご答弁でございました。その辺は周辺の方々のご意見等も賜ってですね、若干駐

車場が狭くなってもですね、苦情のないように対応いただければと思っております。 

それと先ほど町長がご答弁で、いわゆる天草島原の乱で１万人ぐらいの殉教者と言う

んでしょうか、討ち死にされたと言いましょうか。そういった三分割して長崎の浦上、

又、南島原市等に埋葬されているわけでございますが、何分にもですね、ご承知のとお

り２、３日前、原城をイコモスの調査団の方が訪れたと。非常に潜伏キリシタン関係の

あれが、やはり及んでいるかなと。聞くところによりますと、やはり原城跡等を拝んだ

り祈ったりされているということで、そういうのが潜伏キリシタンの一員として調査に

行かれたのかなと。私は願わくば天草苓北富岡周辺のそういったキリシタン関係も若干

よく言えば関係っちゅうか、そういった意味に値するんじゃないかなと思っております

が、それは致し方ないとしてもとにかく一級の上級の遺跡、史跡が苓北にあるというこ

とは、もう皆さんご承知のとおりと思います。引き続きですね、やはりうまくＰＲ等を

してですね、関係者の来訪をお待ちしたいと思っております。 

それと、アダム荒川公園、先ほど町長が石段通行路、あの辺が危ないということでご

ざいました。私が行ったときにはロープがはってなかったんですけども、２、３日前行

ったら、又はってありました。ご承知のとおり、もうオープン間もなくしてから長期間

にわたってロープはってあるんですね。だから、町長がおっしゃるように思い切ってき

ちっともう通さんようにしたほうが、私もいいと思います。地盤が悪いのか、石積み

等々の工法に問題があったかわかりませんが、いずれにいたしましても安全をですね、

確保していただきたいと。そして、やはりきちっと訪問者に不安がないようにですね、

整備していただければと思っております。 

でですね、やはり町長もご存知かと思いますが、やはりキリスト、カトリック関係の

信者さんたちもですね、結構天草地域においては、天草にいわゆるキリスト教伝来４５

０年祭、平成２４年に行われたそうですけども、そういう折にですね、やはりアダム荒

川も福者としてなっておられましたので、そういったことも併せてですね、本渡教会、

あるいは﨑津教会、あるいは大江教会等々でもですね、実施されておるようでございま

す。つい去年はですね、本渡・﨑津含めて苓北の天草中央キリスト教会っていうんでし

ょうか。そういう連携って言いましょうか、２日間で６月の４、５だったと思います

が、そういったいろんな取り組みもなされているようでございます。ほんでですね、や

はり関係者のお話聞くと、やはりこれは一級もんですよと。非常に値打ちのあるところ

ですということは、おっしゃっておられました。そういう分野の内容でございますので

ですね、引き続きですね、利活用いただければと思っております。 
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先ほど町長も石積み、いわゆる通路の危険については、そういうことで私も理解した

いと思いますし、別にもう答弁いりません。 

富岡港のキーステーション、これはですね、改めて今年３月議会で配付された資料に

は、５,０００万事業費書いてありましたね、設計が３００万、事業費が４,７００万。

これはいつ頃、町長はいろんな遅れる可能性もあるということもありますが、目安とし

て、大体いつ頃順調にいけば、順調にいくっていうのが相手もおることですけども、夏

頃にはできるんでしょうか。年末になるんでしょうか。大まかで結構です。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これは改築じゃなくて改装です。ですから、決まりさえすれ

ば、そんなに時間はかからないと考えておりますが、せっかくつくるんですから、やっ

ぱり答弁したようにですね、地域の人たちも集まりやすいような、そういったそして特

産品の売り場としても、にぎわいができるようなですね、施設にしていきたいと。それ

は、検討委員会で大分詰めが行われているようでありますので、通常でいけば来年度工

事をしますので、年内にはできるんではないかなと考えております。ただ、できればも

うちょっといい補助がないかなということで、今国土交通省の関係の方にもご相談をし

てるんですが、それができるかどうか今まだわかりません。ただ、できるかどうかのこ

とについては、来年度の予算がもう迫ってるんで、できれば１０月いっぱいにはできる

かできないかはっきりさせてほしいということは申し上げております。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） せっかくつくる方向で進んでおりますのでですね、やはり一日

も早くですね、完成させていろんな意味で活用できればと。又、おいでいただいた方に

も喜んでいただければと思っております。 

最後にですね、いわゆる長崎天草航路、この国庫補助等について明日も説明がありま

すが、１、２だけお尋ねをいたします。これは先ほど町長もこれは将来的なことも含ん

ででしょうが、フェリーをつくった場合は半額等の補助もあるということでございまし

た。これは、随時今後進捗の段階でもいいんですが、例えば、港湾施設等に対しても補

助があるんでしょうか。あくまでも見通しっちゅうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 港湾は港湾の事業で補助があります。補助にのる事業であれば

ですね。これは海運局の海自課というところでやってまして、今の離島並の補助はです

ね、それからそれはそれ、これはこれです。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） それはあとでいいんですが、例えば、将来的なこれはあくまで

もあれですけども、例えばフェリーつくった場合、どういったフェリーがつくれるかわ
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かりませんが、いわゆる桟橋等の改修等があるのか、あるいはそれに応じた船を買われ

るのかわかりませんが、これは今後の課題として、そういったあれがありましたのでお

尋ねをしたところでございます。ちなみに、今年６月末ですか、運行の一部を補助する

ような回答がありましたが、１０月頃に内示がはっきりするだろうということですけど

も、もう一回その辺をちょっとご説明いただければと思っております。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 富岡茂木航路につきましては、国庫補助航路の認定の

可能性があるということで、法定の協議会であります天草長崎航路対策協議会というの

を立ち上げました。このメンバーは九州運輸局、長崎、熊本両県、長崎市、天草市、苓

北町、地元区長会長、それから航路運営会社で組織をしております。その中の協議の中

で、国庫補助認定に必要な事前協議書というのを取りまとめまして、２９年の５月１１

日に九州運輸局に提出をいたしました。それを受けまして、６月１４日付けで九州運輸

局より国庫補助航路の新規認定についての承認をいただきました。この承認をいただく

ことが、国庫補助申請の前提でございまして、それを受けて離島航路運営費等補助金の

申請を行っておるところでございます。今、小さいところですね、運輸局とやりとりを

しておりまして、内示が９月の末に出るというような予定になっております。内示が出

ますと、１０月から９月までの決算期についての収支について補助を受けられるという

形になります。その補助率は２分の１でございますけども、補助対象経費というのがご

ざいます。そこのところ、今やりとりしてる中で、どのようになるのかまだわからない

ところがございますので、内示待ちという状況でございます。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 一応、内示待ちということでわかりました。いずれにいたしま

しても、この件については、明後日ですかね、月曜日の１１日に全員協議会ありますの

で、その中で又ですね、ご説明いただければと思っております。終わります。 

○議長（山本政人君） これで倉田明君の一般質問を終わります。 

 これで全ての一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。なお、明日は午前９時３０分から本会議を開きます。 

 失礼しました。今日は金曜日だったかな。月曜日の間違いです。 

 どなた様も大変お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時００分 

 



 

 

  

 

 

平成２９年９月１１日（月）  

（第２日目）  
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平成２９年第１５回苓北町議会定例会会議録（第２日目） 

 

 平成２９年第１５回苓北町議会定例会は、平成２９年９月１１日苓北町議会議場に招

集された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  廣田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田  明          ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  龍 岡   学     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  宮 﨑 裕 昭     企画政策課長  荒 木 広 之 

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長  野 田 尚 之     商工観光課長  尾 脇 宣 宏 

水道環境課長  小 林 和 文     福祉保健課長  山 﨑 敬 一 

健康増進室長  坂 元 俊 司     会 計 課 長    立 山 清 剛 
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８．議事日程 

日程第 １ 報告第 ４号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２８年度

５月分、２９年度５月分・６月分・７月分） 

日程第 ２ 報告第 ５号 所管事務の合同調査結果報告について 

日程第 ３ 承認第１０号 専決処分の承認について 

専決第１０号 平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ４ 議案第３９号 苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ５ 議案第４０号 苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第 ６ 議案第４１号 教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務

条件に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第４２号 苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関

する条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第４３号 苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ９ 議案第４４号 平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第４５号 平成２９年度苓北町坂瀬川財産区特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１１ 議案第４６号 平成２９年度苓北町都呂々財産区特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１２ 議案第４７号 平成２９年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１３ 議案第４８号 平成２９年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号）  

日程第１４ 議案第４９号 平成２９年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）  

日程第１５ 議案第５０号 平成２９年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号） 

日程第１６ 議案第５１号 平成２９年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１７ 議案第５２号 平成２９年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１８ 議案第５３号 平成２９年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計補正予算（第１号） 
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日程第１９ 議案第５４号 平成２９年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算

（第１号） 

日程第２０ 議案第５５号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

日程第２１ 議案第５６号 請負契約［富岡城新大手門広場整備工事］の変更締結

について 

日程第２２ 同意第  ４号 教育長の任命について 

日程第２３ 同意第  ５号 教育委員会の委員の任命について 

日程第２４ 認定第  １号 平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第２５ 認定第  ２号 平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２６ 認定第  ３号 平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２７ 認定第  ４号 平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２８ 認定第  ５号 平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２９ 認定第 ６号 平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第３０ 認定第 ７号 平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第３１ 認定第 ８号 平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第３２ 認定第 ９号 平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第３３ 認定第１０号 平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

日程第３４ 認定第１１号 平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第３５ 報告第  ６号 平成２８年度決算における健全化判断比率等について      

日程第３６ 報告第  ７号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告について 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） 改めまして、おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から本日の会議を

開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第４号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２８年度５月分、

平成２９年度５月分・６月分・７月分） 

○議長（山本政人君） 日程第１、報告第４号、例月現金出納検査の結果報告書（平成

２８年度５月分、平成２９年度５月分・６月分・７月分）が提出されましたので、お手

元に配付いたしております。朗読は省略します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで、報告第４号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 報告第５号 所管事務の合同調査結果報告について 

○議長（山本政人君） 日程第２、報告第５号、所管事務の合同調査結果報告について

を議題とします。 

この件につきましては、三常任委員会の合同で、８月に実施した現地調査についての

調査報告書が提出されましたので、お手元に配付しております。 

それでは、委員長に報告を求めます。 

三常任委員会合同でありますので、代表していただき山下総務常任委員長に説明を求

めます。山下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（山下時義君） おはようございます。 

 三常任委員長を代表しまして、私から報告をさせていただきます。 

平成２９年８月２４日、苓北町議会議長、山本政人様。苓北町議会総務常任委員長、

山下時義。建設経済常任委員長、田嶋豊昭。町民福祉常任委員長、松野重幸。 

三常任委員会合同災害調査報告書。 

三常任委員会は、合同で所管事務の調査研究を行ったので、会議規則第７７条の規定

により、下記のとおり報告いたします。 

記、１、調査事件名、所管事務についての現地調査。２、調査の経過、（１）調査期

日、平成２９年８月２４日木曜日です。（２）調査場所、①富岡港の満潮時における潮

位の確認。②国道３８９号都呂々落石箇所の確認。③町道善亀線地すべり状況の確認。
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④森林基幹道苓北天草線地すべり状況の確認。⑤旧坂瀬川中学校の利活用の確認（坂瀬

川公民館と坂瀬川出張所）であります。（３）出席委員、総務、山下時義委員長、浜口

雅英副委員長、野﨑幸洋委員、山本政人委員、建設経済、田嶋豊昭委員長、松本良人副

委員長、錦戸俊春委員、倉田明委員、町民福祉、松野重幸委員長、髙戸幸雄副委員長、

廣田幸英委員、石田みどり委員。（４）執行部出席、山口土木管理課長、野田農林水産

課長、山﨑総務課長、汐﨑教育課長、田尻教育課長補佐、稲尾土木管理課主幹、田平土

木管理課主幹、宮﨑農林水産課参事。（５）委員会書記、龍岡議会事務局長。３、調査

の概要等、各現場において、各課長から説明を受けながら現地確認を行った。４、出さ

れた意見・要望等。①富岡港の満潮時における潮位を確認したが、台風時等の海岸線の

高潮対策について、今後とも注視いただきたい。②国道３８９号都呂々落石箇所を確認

したが、当該落石法面一帯の対策を今後、年次的に行われることと思われるが、世界遺

産候補の天草市﨑津集落への道路でもある。当該落石箇所については、早急な対応がな

されるよう県に要望されたい。③④町道善亀線ならびに森林基幹道苓北天草線地すべり

状況を確認したが、下流域の住家等への二次災害の防止を含め、地域全体としての被害

対策を講じられるようお願いする。⑤旧坂瀬川中学校の利活用の確認をしたが、各部屋

の日常における換気にも努められるとともに、一部内装の補修をお願いしたい。又、２

階部分の利用について検討をお願いしたい。更に、坂瀬川中学校としての資料保管につ

いて、ご留意いただきたい。このことについては、都呂々中学校についても同様と思わ

れる。結びとして、旧坂瀬川中学校校長住宅解体については、進入路新設箇所を含め、

地域住民の意見を踏まえていただきたい。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 只今、報告がございましたが、この災害状況調査報告につきま

しては、全議員による委員会の合同調査でございますので、質疑は省略したいと思いま

すがよろしゅうございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。これで、報告第５号、所管事務の

合同調査結果報告についてを終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 承認第１０号 専決処分の承認について 

     専決第１０号 平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第３、承認第１０号、専決処分の承認について、専

決第１０号、平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第１０号、平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第２

号）の専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 
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地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２９年度苓北町一般会計補正予算を

専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により、議会に報告し、承認をお願いす

るものでございます。これは８月１５日に発生いたしました豪雨にかかる災害復旧費の

補正でございます。 

なお、内容につきましては企画政策課長から、ご説明いたさせますので、よろしくご

承認のほどをお願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第２号）の内

容についてご説明します。 

歳入歳出それぞれ２９９万９,０００円を追加し、総額を４７億４,５５６万４,００

０円とするものでございます。今回の補正は、８月１５日に発生しました豪雨による災

害復旧費の補正でございます。なお、被災の件数は、河川３件、道路３件の６件分でご

ざいます。 

６ページをお願いします。歳入です。款１８繰越金、項１繰越金、目１繰越金、２９

９万９,０００円の増額です。 

７ページをお願いします。歳出です。款１０災害復旧費、項２公共土木施設災害復旧

費、目１河川等災害復旧費、節１３委託料、査定設計委託料２９９万９,０００円の増

額です。 

以上で、苓北町一般会計補正予算（第２号）の説明を終わります。ご承認のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

これから質疑を行いますが、質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ６ヶ所ということですが、概ねの工事費はどのくらいになるの

か。一番大きいのはどこでどのくらいになるのか教えていただければと思います。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 只今の質問にお答えをいたします。大体、事業費とい

たしましては幅がありますけども、最大で５,０００万弱だというふうに理解をしてお

ります。ただし、これは査定を受けてみないとはっきりしないわけでございますが、箇

所の中で一番大きいのは九州電力の入り口になりますが、国道と町道に挟まれた部分の

法面に、一応こちらとしては大型ブロックでの施工を考えております。その部分が大型

ブロックで採択されますと、１,０００数百万の工事になろうかというふうに理解して

おります。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 当初５,０００万という話が出ましたけども、それは総額で５,
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０００万ということですかね。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 総額で最大膨れても５,０００万以内でおさまるもの

というふうに理解しております。 

○８番（浜口雅英君） 終わります。 

○議長（山本政人君） ほかに質疑ありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） ７ページです。査定設計書の委託料がですね、おおよそ３００

万出ておるわけですけれども、この件については関連すると思いますが、まだ私たちが

河川とか、あるいは道路等を見てみる中でここは災害にかかっとじゃなかろうかなと。

あるいはここは災害でしたほうがよかっじゃなかろうかなというのが多々あるわけです

けれども、これは全て測量委託は一般会計でほとんどみてあるような感じで、聞くとこ

ろによりますと、対象になるのは激甚災害でなった場合は、いくらかはその補助がある

ということですので、あとで補助になるのかなとあるわけですが、この査定は当然その

当時の当該の年度にしか出されんごてなっとですね。例えば、今年度に災害があった場

合は、本年度の災害査定で出すということになっておるわけですが、この災害がずっと

ずれてきますと、何ですかね、２９年度に出したやつがだめやったけん、３０年度にや

るということが、ただ不足金はやっぱり毎年あるわけですけれども、この委託設計料が

ですね、単独で出すので金がないから委託設計さえでけんと。そして査定にもかけられ

んというようなケースはありますか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、最初の質問の部分で小規模な災害って言います

か、被災を受けている道路、河川等々、ご指摘のようにあるわけでございますが、以前

は事業費といたしまして、３０万円の下限でございましたものが、その基準が引き上げ

られて６０万円に引き上げられております。そういう中で、小さいものについては当然

災害での申請ができない状況が出ていると。それについて、単純に単費で対応しますと

純然たる単費が必要になるわけですけども、災害復旧でいたしますと、３分の２が国庫

で補助をされ、残りの部分については災害の部分での起債ができます。その起債につい

ては、９５パーセントが交付税措置をされるということですので、災害復旧で採択され

ますと、町の負担というのは非常に少ない金額で済むわけでございますので、できれば

災害復旧にかけて、町としては工事を復旧をするというのが財政的にも有利な状況にな

るというようなことの中で、小さいものがもう少し増破をした中で、災害にあげられる

ようになるまで待っているという案件があることも事実でございます。それからご指摘

のように災害復旧につきましては、あくまでも当年債ということで、放置したものをで

すね、翌年もしくは翌々年に発注するというのは過年債ということで、これは申請でき
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ない、いわばそういう指定がなされております。そういう中ではございますけども、災

害復旧費によってある程度災害の採択が見込めるものについては申請をすることといた

しておりまして、今、議員ご指摘のようにお金の都合で工事としてのですね、測量等々

をやらないと言いますか、控えているというような案件はないというふうに理解をいた

しております。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） なかなかちょっと今確か６０万程度最低額がということをきく

わけですが、今の工事にしてみれば６０万ぐらいの工事費っちゅうのはちょっと扱えば

６０万ぐらいですのでね。私たちが見たときに１００万、２００万かかるんとじゃなか

ろうかなと。そういったことがあります。 

 それから、もう１点。例の善亀あたりはもう地すべりしかけてから、もう１０年以上

なって。あそこは地すべりでやはり県あたりに申請するにしても、やはり当初はたぶん

調査等については自前でせなんとじゃなかろうかなと思いますが、そこら辺が１点と。

今まで、ずれてきた理由ですね。やはり私は自前で１,０００万とか金が窮屈でなかな

かそっちの安全安心の分に手が回らんとじゃなかろうかなというのに相当懸念を持って

おります。そういった形がですね、例えば、地滑りとか急傾斜地あたりの申請に県に出

すにしても、かなり町の応分なやっぱりいくらかの金がいるだろうと思いますけれど

も、そこら辺を兼ねてですね、教えていただきたい、そう思います。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、善亀線については、これまでも議会で何回も取

り上げられておりまして、説明をしてきているところでございますが、ここについては

なかなか県のほうにもですね、見ていただいた上で、その対応についてどうすべきかと

いうことでは非常に難しい判断と言いますか、いつ採択されるかわからないような調査

というのをいつ開始するかというところで、私どももいろいろ頭を悩ませておったとこ

ろでございますが、今回の８月１５日の雨量をですね、基準といたしまして、災害復旧

事業のほうに申請をするための協議をつい先日終えました。この専決処分には間に合っ

てはおりませんけども、９月の補正予算のほうにですね、調査費のほうを計上させてい

ただいております。そういう中で、町の財源的な理由で対応な対処が遅れたということ

ではなくて、ここの対応にですね、どういうふうにして本来対応すべきかというところ

の部分をやはり判断するのにちょっと時間がかかったということでございますので、そ

こについてはご理解をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 確かに善亀線はですね、災害で対応してもらうと。まだ雨降る

か降らんかわからんですけどですね。降ったか降らんかもわかりませんけれども、いい
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ことではないかなと思いますけれども、その前にですね、やっぱり地盤が動いていると

いうのは現に明らかなことでですね、アンカー工でやっとったピアノ線が切れるほどで

すので、やっぱりかなり大きく動いとっとじゃなかろうかなと。そこが動きかけとっと

だよと。県あたりに申請するときに、やはり町としても調査委託なんかがかなりいっと

じゃなかろうかなと思って。そこら辺をですね、辛抱して今までうっちょいとらっとじ

ゃなかろうかなというのが我々の一般的な町民の懸念するところなんですよ。そこら辺

がどうかなと。あとはですね、たぶん地すべりとかどっちかわかりませんけども、すみ

ません、記憶があんまりございませんので、急傾斜地かどっちかはもうあとはそういっ

た滑りかけのが災害にしてもやはりあとは県あたりで対応する、国あたりで対応してく

れるので、金はいらんとじゃなかろかなと思いますけれども、そこら辺がですね、私、

金がなかけん、調査費もつけきらんならかっこ悪かよというのが私の考え方でですね、

そこら辺をお尋ねをしたかったわけですね。以上です。 

○議長（山本政人君） 答弁ありますか。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 一応、今、ご指摘の部分についてはですね、私どもも

確かに対応と言いますか、調査にとりかかる踏ん切りと言いますか、なかなかつけきら

なかったというのは事実ですが、その費用につきましてはですね、今、議員がご指摘に

なっているようにお金がなかったからせんやったいかということではないというふうに

理解をいたしております。一応、今回９月の補正予算のほうに調査費といたしまして

１,８００万計上をさせていただいておりますので、必要な調査等のためのボーリング

調査等々をですね、取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 先ほどの九電の前の災害箇所の件ですが、ちょっと言いそびれ

ておりました。あそこは、大型ブロックで１,５００万円相当の大型事業になろうかと

いう予測のようですけども、当面通行止めの措置はしなくてもいいのか。あそこは、す

ぐそばも町道の山側が大規模に地すべりしていますよね。一回土木のほうには、通行止

めとか何とかの措置も考えるべきではないかという提案をしましたけども、そのままに

なっているようですが、そこら辺どうでしょうか。 

○議長（山本政人君） 答弁ありますか。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、現在、現地には路肩部分に土のうを積みまして、

水がそこを超えるようなことがないようにということで、ブルーシートと併せまして対

応をいたしております。現地の状況を確認いたしますと、もともとの古い石積みと言い

ますか、今崩れておるところの背後にそういう石積みの部分も残っておりますので、今

の状況ではですね、ブルーシート等で覆うことによって崩落する危険性は低いというよ



 

－86－

うな判断をしているところでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） それから、セーフティーコーンですね。あれは、駐車禁止のセ

ーフティーコーンですよね。やっぱ危険防止とか危ないとかそういう危険を通る人に喚

起するという、そういうようなセーフティーコーンをせんと、何で駐車禁止のセーフテ

ィーコーン、発生して４、５日、２、３日ぐらいはですね、役場にあるものをとりあえ

ず使おうということは理解できますけども、もうなってから１ヶ月ぐらい経過していま

すけども、やはり駐車禁止のセーフティーコーンのままです。やっぱりそういう部分は

目印になればそれでいいという考えなのか、あくまでも危険防止のことなのか。私はど

うしてもあそこはすぐそばでも、昔の石垣はあるやもしれませんが、すぐそばで大規模

に崩落しているという状況からすれば、同じような感じじゃないかというふうに思いま

す。やっぱそこら辺は慎重に慎重を期して、あそこの場合はその部分を通行止めしても

ちょっと九電の先から又逆に戻ってくればＳ型になりますけども通れないことはありま

せんので、そういう対応をすべきではないかというふうに思います。同じような質問で

すが、あと１回お願いします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） セーフティーコーンにつきましてはですね、あくまで

も駐車禁止ということの表示の部分ではないと思っております。あくまでもセーフティ

ーコーンです。それで国道ということで上が町道でございますので、道路管理者間での

協議というのももし通行止め等する場合においてはですね、そういうところも必要にな

ってくるかと思いますが、又今後現場の状況を見た上で対応したいというふうに考えま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） なんで町道の通行止めに国道の了解が必要になるんですか。で

しょ。 

○土木管理課長（山口仁人君） おっしゃるのは上の部分っていうことですかね。 

○８番（浜口雅英君） そういうことですよ。国道の通行止めじゃないんですよ。上の

町道が路側が崩壊していると。その約５ｍぐらいですか。ほぼ同じようなところで大規

模に法面が崩壊した。そしてそれがやっと災害復旧が済んだ箇所ですよ。同じような傾

向が出るんではないかと。だからもう一層のことあそこを通行止めしても、九電の玄関

から５０ｍぐらいですかね、都呂々方向に行ったところまでいけば、ちょっとＳ型にな

りますけどもそっちのほうが安全ではないかと。特に最近の雨は小さい雨じゃないです

よね。雨が降ったときはもうたらいをひっくり返したような雨がきます。事故につなが

らなければいいわけですが、そう思ったから言うたわけです。通行止めは私は国道止め
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は言うとらんですよ。町道の通行止めを言うておりますので。だから、セーフティーコ

ーンはな、やっぱ。もうやめます。終わります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑がないようです。質疑なしと認めます。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

承認第１０号を採決します。本案は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、承認第１０号、専決処分の

承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第３９号 苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第４、議案第３９号、苓北町個人情報保護条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第３９号、苓北町個人情報保護条例の一部を改正する

条例について。 

苓北町個人情報保護条例の一部を別紙のとおり改正することとする。 

平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

 提案理由でございますが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律の一部を改正する法律（平成２７年法律第６５号）の施行に伴い、苓

北町個人情報保護条例の一部を改正する必要があるためでございます。 

 次のページをお開き願います。 

 苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）。 

 苓北町個人情報保護条例（平成１７年苓北町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

改正箇所につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、次のページの新

旧対照表をお開き願います。 

左側の欄が改正後、右側の欄が改正前となっております。まず、第２４条第１項第４

号及び第２５条第１項第４号中、第２８条を第２９条に改めるものでございます。 

次に、第３２条第１項第３号中、第２７条第１項を第２８条第１項に改めるものでご
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ざいます。 

補足説明をいたします。本条例で引用しております行政手続きにおける特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律において、第２６条を新たに追加する一部改

正が行われたことに伴いまして、それ以下の条番号に条項ずれが生じることになったた

め改正を行うものでございます。 

条例（案）、本文に戻っていただきまして、附則、この条例は公布の日から施行する

ことといたしております。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第３９号を採決します。本案は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号、苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第４０号 苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第５、議案第４０号、苓北町報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４０号、苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について。 

 苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正することとする。 

平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律に基づき、現教育長の任期満了日をもって教育委員長の職が廃止されることに伴

い、苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要があるためでございま

す。 
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次のページをお開き願います。 

苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

苓北町報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年苓北町条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

改正箇所につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、次のページの新

旧対照表をお開き願います。 

左側の欄が改正後、右側の欄が改正前となっております。別表教育委員会の項中、委

員長及び年額１８万３,０００円を削るものでございます。 

補足説明をいたします。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律に基づきまして、現教育長の教育委員としての任期満了日である平成２９年９月３

０日をもって、教育委員長の職もなくなり、その翌日以降においてはこれまでの教育委

員長と教育長を一本化した新教育長が設置されることとなり、教育委員会が教育長と４

名の委員の体制となることから教育委員会、委員長の項を削除する改正を行うものでご

ざいます。 

条例（案）本文に戻っていただきまして、この条例は平成２９年１０月１日から施行

することしております。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４０号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号、苓北町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第４１号 教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件

に関する条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第６、議案第４１号、教育委員会教育長の給与、勤

務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてを議題としま
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す。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４１号、教育委員会教育長の給与、勤務時間及びそ

の他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について。 

教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を別紙

のとおり改正することとする。 

平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正す

る法律に基づき、教育長の給与等の条例の根拠規定であった教育公務員特例法第１６条

が削除されたことに伴い、教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に

関する条例の一部を改正する必要があるためでございます。 

次のページをお開き願います。 

教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例（案）。 

教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例（昭和３０年

苓北町条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正箇所につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、次のページの新

旧対照表をお開き願います。 

左側の欄が改正後、右側の欄が改正前となっております。 

第１条中「教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項」を「地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条に改めるものでございます。 

補足説明をいたします。提案理由でも申し上げましたが、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律に基づき、教委長が一般職から特別職に変更とな

り、教育長の給与等の条例の根拠規定でありました教育公務員特例法第１６条が削除さ

れたことに伴いまして、町長、副町長の職と同様、地方自治法第２０４条を根拠規定と

して教育長の給与等を規定するための改正でございます。 

条例（案）本文に戻っていただきまして、附則、この条例は平成２９年１０月１日か

ら施行することとしております。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４１号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号、教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条

件に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４２号 苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関する

条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第７、議案第４２号、苓北町老人あん摩、はり、き

ゅう等施術料金助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 議案第４２号、苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施

術料金助成に関する条例の一部を改正する条例について。 

 苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関する条例の一部を別紙のとおり

改正することとする。 

平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由ですが、国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則の廃止に伴い、

本条例を改正する必要があるためでございます。 

次のページをお願いいたします。 

平成２９年苓北町条例 苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関する条

例の一部を改正する条例（案） 

苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関する条例（昭和４８年苓北町条

例第１１号）の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、次のページの新旧対照表により説明をさせていただきます

ので、次のページをお開きいただきたいと思います。 

苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関する条例の一部を改正する条例

新旧対照表でございます。下線部分は改正部分で、左側が改正後、右側が改正前でござ

います。 

施術師の指定について、第４条に規定されておりますが、改正前では、施術を行うあ

ん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師（以下「指定施術師」という。）は、苓北

町国民健康保険あん摩、はり、きゅう等施術利用規則（昭和３８年苓北町規則第２号）
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第４条の規定により指定されたものとするとなっておりますけども、国保の施術利用規

則につきましては、国保財政の健全化の推進のために、平成２９年３月３１日をもって

廃止をいたしましたので、左側の改正後の条文のとおり改正をいたしました。又、指定

書の交付、第５条、及び指定施術師の辞退、第６条の規定が本条例ではありませんでし

たので、その部分を追加をさせていただきました。 

それでは、改正部分を読み上げさせていただきます。（施術師の指定）第４条、施術

を行うあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師（以下「指定施術師」という。）

は、次に掲げる要件を備える者のうちから町長が別に指定する。第１号、あん摩マッサ

ージ指圧師、はり師及びきゅう師等の免許を受けていること。第２号、天草郡市に施術

所を有すること。第２項、指定施術師の指定を、受けようとする者は、指定申請書に次

に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。第１号、あん摩マッサージ指圧

師、はり師及びきゅう師等の免許証の写し。第２号、施術所開設届済証明書。第３項、

町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、指定施術師の指定

を行う。（指定書の交付）第５条、町長は、指定施術師を指定したときは、別に定める

指定施術師指定書を交付する。第２項、指定施術師の指定を受けた者は、施術所表示板

を常に公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。（指定施術師の辞退）第６条、

指定施術師が施術師の指定を辞退しようとするときは、その１ヶ月前までに町長に文書

をもって届け出なければならない。その下の部分につきましては、５条を７条、６条を

８条、７条を９条、８条を１０条、９条を１１条に変更するものでございます。 

それでは、前ページの条例（案）に戻っていただきます。附則です。この条例は、公

布の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。これから質疑を行いますが、質疑ありま

せんか。松本君。 

○１番（松本良人君） お尋ねをしますけども、近年ですね、整体師とかマッサージ師

とかですね、簡単な講習会あたりで何か一時的に習っておいでになって、そして開業し

ているというような方が、苓北におられるかわかりませんけども、いろんな感じでマス

コミ等にも出てくるわけですが、そこら辺はどういった形になるかな。ピシャッとした

マッサージ師というのが国家試験かなんかあるわけですかね。そこら辺の兼ね合いをお

尋ねをします。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） マッサージ師、はり師及びきゅう師につきましては、

国家試験を受けている者ということになっておりますので、独自にやっておられる方は

こちらの指定施術師のほうにはおられません。以上です。 
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○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） ここにはおられないということでございますが、町民の方々と

かあるいは国民の方々、そこら辺ですね、惑うところが多々あろうかと思うとですね。

それで、そこら辺のやっぱり明確ななんかお知らせなんかをやっぱりはっきりしたほう

がようはなかのかなというようなことを考えるわけですが。もうそこら辺はいいですの

で、そこら辺もですね、やっぱりぜひなんかの形でお知らせしていただければなと思い

ます。お願いです。よかです。 

○議長（山本政人君） よかですか。ほかにありませんか。 

浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ４条１項２号で、天草郡市に施術所を有することと区域指定し

てありますが、これはどういう理由なんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） この施術の補助につきましては、従来から天草郡市に

住所を有する施術所ということでなっております。又、この施術所等につきましては、

天草郡市の協会がありまして、そこに加入しておられるということも条件になっており

ましたけれども、近年、協会のほうに加入しなくてもよくはなっているということでご

ざいます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） そしたら、ここは別に改正も何もせずに、従来のものをそのま

ま引き継いできたということですか。今の説明によると。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） この改正につきましては、国民健康保険の規則をその

ままあてております。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 天草郡市っちゅうのは、この規則はいつできとっと。合併前に

できた天草郡市なんですか。現在の天草郡市なんですか。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） これにつきましては、２市１町ということで考えてお

ります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ほかに質疑がないようです。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４１号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議がありますので、起立によって採決を行います。 

本件のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

したがって、議案第４２号、苓北町老人あん摩、はり、きゅう等施術料金助成に関す

る条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第４３号 苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第８、議案第４３号、苓北町町営住宅管理条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議案第４３号、苓北町町営住宅管理条例の一部を改正

する条例について。 

 苓北町町営住宅管理条例の一部を別紙のとおり改正することとする。 

 平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

 提案理由でございます。公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の一部が改正され

たことに伴い、苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する必要が生じたためでございま

す。 

 めくっていただきまして、苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する条例（案）。 

 苓北町町営住宅管理条例（平成９年苓北町条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１２条第１項中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

 第１４条第２項中「第８条」を「第７条」に改める。 

 第３８条及び第３９条中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

 １枚めくっていただきまして、新旧対照表をご覧いただきたいというふうに思いま

す。今回、公営住宅法施行令の中に、条項の追加がなされております。併せて、公営住

宅法施行規則の一部改正が行われ、条項が削除をされております。このことに伴いまし

て、苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する条例の中で条項ずれが生じたため、今回

町営住宅条例の一部を改正するものでございます。 

 戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行する。 
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 以上で、説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） すみません。削除をされた条文については、どういう内容の条

文ですか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） これにつきましては、町営住宅入居者の収入の申告に

関する条項の文が一部削除されております。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） これはもうすでに削除された分なんですかね。今もあって一緒

に削除するならば、これは削除するという形で提案をしなければいかんのじゃなかろう

かなと。そうでなければ、削除をされたと同時にこの条文は提出されるとが本当じゃな

かろうかなと。通常はですね、簡単に申しますと、あれするわけですが。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 以前に削除されていたというものではなくて、今回削

除ということがありましたので、今回の提案にさせていただいているところです。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４３号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４３号、苓北町町営住宅管理条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第４４号 平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第９、議案第４４号、平成２９年度苓北町一般会計

補正予算（第３号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 議案第４４号、平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第３

号）（案）について、ご説明を申し上げます。 
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今回の補正は、歳入歳出予算の総額に１億１,１２２万５,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億５,６７８万９,０００円とするものでございま

す。 

今回の補正予算は、前年度決算による繰越金、国等からの交付金、負担金、補助金等

の交付決定通知に基づくもの、及び役場内部の情報システム更新費用、町道善亀線の地

すべりにかかる査定設計委託料が主なものでございます。 

なお、内容につきましては、企画政策課長から説明いたさせますので、よろしくご審

議のほどをお願い申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 議案第４４号、平成２９年度苓北町一般会計補正予算

（第３号）（案）の内容について、ご説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億１,１２２万５,０００円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ４８億５,６７８万９,０００円とするものでございます。 

５ページをお願いします。第２表、地方債の補正でございます。１変更で、公共事業

等債、都市再生整備計画事業９６０万円増額し、限度額を１,９５０万円に、特定農業

用管水路等特別対策事業を９０万円増額し、限度額を１,４４０万円に、農業用河川工

作物等応急対策事業を４０万円増額し４４０万円に、道路事業を２３０万円減額し３,

６７０万円に、臨時財政対策債は発行額の確定により４,２３５万３,０００円減額し、

２億１,７６４万７,０００円とするものです。 

８ページをお願いします。歳入です。款１町税、項２固定資産税、目１固定資産税、

節１現年課税分、４,５００万円の増額です。 

９ページをお願いします。項３軽自動車税、目１軽自動車税、節１現年課税分３２万

円の減額です。 

１０ページをお願いします。款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税は、

普通交付税の交付確定により、１,５２６万８,０００円の増額です。 

１１ページをお願いします。款１２使用料及び手数料、項１使用料、目４商工使用

料、節１商工使用料は、物産館施設使用料８,０００円の増額です。 

１２ページをお願いします。款１３国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補

助金、節２社会資本整備総合交付金、都市再生整備計画事業分７２０万円の増額。節１

１社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、年金基金が参加することによるシス

テム改修にかかる社会保障税番号制度システム整備費補助金１１５万３,０００円の増

額。目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費補助金は、臨時特例給付金事業補助金１８

０万円の増額。目３土木費国庫補助金、節１道路橋梁費補助金は、地方道路交付金事業

の減額３１５万７,０００円。節１１港湾費補助金は、港湾事業１００万円の増額。目
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２消防費国庫補助金、節１災害対策費補助金は、住宅・建築物安全ストック形成事業、

戸建て住宅耐震補助事業分３３万８,０００円の増額です。 

１３ページをお願いします。款１４県支出金、項２県補助金、目１総務費県補助金、

節１総務費補助金は、戸建て住宅耐震補助事業分の熊本地震復興基金交付金６６万２,

０００円の増額。目２民生費県補助金、節５ひとり親家庭医療費補助金、３７万３,０

００円の増額。目４農林水産業費県補助金、節２農業費補助金は、農業用河川工作物等

応急対策事業補助金３４８万円の増額。節３林業費補助金は、中山間地域所得向上支援

対策事業補助金３５０万円の増額。目１１土木費県補助金、節１土木費補助金は、ユニ

バーサルデザイン建築物整備促進事業補助金、土砂災害危険住宅移転促進事業補助金、

合わせて３２５万円の増額です。 

１４ページをお願いします。款１６寄附金、項１寄附金、目１総務費寄附金、節１総

務費寄附金は、一般寄付金２０万円の増額です。 

１５ページをお願いします。款１７繰入金、項１特別会計繰入金は、特別会計の事業

確定により、目１介護保険特別会計繰入金２５５万７,０００円の増額です。 

１６ページをお願いします。款１８補助金、項１補助金、目１繰越金、目１繰越金

は、２８年度決算額確定により４,４７６万３,０００円の増額です。 

１７ページをお願いします。款１９諸収入、項３貸付金元利収入、目１貸付金元利収

入は、奨学金償還金２万８,０００円の増額です。 

１８ページをお願いします。項４受託事業収入、目１農林水産業費受託事業収入は、

農地中間管理機構特例事業受託収入３万７,０００円の増額です。 

１９ページをお願いします。項５雑入、目１雑入は、市町村振興協会市町村交付金の

決定が主なもので、合わせて９８６万円の増額です。目２過年度収入、節４貸付金元利

収入過年度収入は、奨学金償還金過年度収入１７０万４,０００円の増額。目４違約金

及び延納利息は、志岐漁港臨港道路工事請負にかかる違約金６２７万４,０００円の増

額です。 

２０ページをお願いします。款２０町債、項１町債、目１総務債は、都市再生整備計

画事業分９６０万円の増額。目２農林水産業債、節１農業債は、特定農業用管水路等特

別対策事業分、農業用河川工作物等応急対策事業分、合わせて１３０万円の増額、目３

土木費、節１道路橋梁費は、道路事業分２３０万円の減額、目５臨時財政対策債は、発

行額の確定により４,２３５万３,０００円の減額です。 

２１ページをお願いします。歳出です。款１議会費、項１議会費、目１議会費は、職

員の人事異動にかかる人件費の組み替えです。以後、人件費につきましては同様の理由

ですので、説明を省略させていただきます。 

２２ページをお願いします。款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節４共
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済費までは人件費でございます。節９旅費は、職員自治研修旅費８万７,０００円の増

額。節１９負担金補助及び交付金は、地域が輝く行政区活動補助金、特色ある地域活動

補助分１７万８,０００円の増額。目２文書広報費、節１１需用費は、広報発送用封筒

の印刷費１２万円の増額。節１３委託料は、議会の音声をホームページに掲載する費用

１万１,０００円の増額。目５財産管理費は、坂瀬川集会所のトイレ改修にかかる修繕

料等５６万８,０００円の増額です。 

２３ページをお願いします。目８諸費、節１９負担金補助及び交付金は、天草地区防

犯協会負担金５万９,０００円の増額、目１０交通安全対策費は、台風被害によるカー

ブミラーの修繕料６０万円の増額。目１１地域間交流費、節９旅費は、東京天草郷友会

出席旅費９万５,０００円の増額。目１３電算システム管理費、節１３委託料は、年金

基金の番号制度参加にかかるシステム改修委託料と新たな公会計制度システム導入を

し、次年度の決算から反映させるよう国からの指摘を受けたことに伴い、関連する固定

資産税のシステム追加と合わせ、次年度に保守契約の終了に伴い、更新を計画しており

ました役場内部の財務会計、人事給与システムについても関連することから今回併せて

更新することとし、委託料合わせて１,６７６万円の増額。目１４情報化推進費、節１

３委託料は、ＩＣＴ関連のシステム改修委託料、支障木伐採業務委託料、住宅火災によ

る光ケーブル修繕の苓北町地域情報通信基盤施設保守委託料、合わせて１６４万９,０

００円の増額。節１４使用料及び賃借料は、パソコンリース料、ソフトウェアライセン

ス使用料、合わせて１００万円の減額です。 

２４ページをお願いします。項２徴税費、目２賦課徴収費は、法人町民税予定納税等

の還付にかかる過誤の還付金１８０万円の増額です。 

２５ページをお願いします。項４選挙費、目１選挙管理委員会費は、消耗品費５万円

の増額です。 

２６ページをお願いします。款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、節

４共済費までは人件費、節１４使用料及び賃借料は、火の国ボランティアフェスティバ

ルにかかるバス借上料２万７,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金も、火の

国ボランティアフェスティバル負担金５万円の増額。節２０扶助費は、臨時福祉給付金

１８０万円の増額。節２３償還金利子及び割引料は、臨時福祉給付金事業確定のため返

還金８０万１,０００円の増額。節２８繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金２８万

６,０００円の減額です。目２老人福祉費、節８報償費は、敬老会招待者記念品代３５

万円の増額です。 

２７ページ、目３老人福祉センター費は、修繕料６３万９,０００円の増額。目４介

護保険事業費、節４共済費までは人件費。節２８介護保険特別会計繰出金５,０００円

の増額。目６障害福祉費、節１９負担金補助及び交付金は、相談支援事業負担金、天草
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地域療育ネットワーク負担金、合わせて２５万６,０００円の増額。節２３償還金利子

及び割引料は、事業費確定により福祉事業補助金返還金５６３万円の増額です。 

２８ページをお願いします。項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、節１３委託料

は、保育料の非課税世帯の二人目無料化等にかかるシステム改修委託料５９万円の増

額。節２０扶助費は、ひとり親家庭医療費助成７４万６,０００円の増額です。 

２９ページをお願いします。款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費は、

人件費。目３環境衛生費、節２８繰出金は、下水道特別会計、特定地域生活排水処理事

業特別会計繰出金、合わせて１,０３６万３,０００円の減額です。 

３０ページをお願いします。項２清掃費、目１清掃総務費は、人件費、目２塵芥処理

費、節１９負担金補助及び交付金は、一般廃棄物収集対策事業補助金２２万２,０００

円の増額です。 

３１ページをお願いします。款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費は、

人件費。目５農地費、節１５工事委託料は、農業用河川工作物応急対策事業分４７０万

円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、特定農業用管水路等特別対策事業負担金１

００万円の増額。目６農業経営基盤強化促進対策事業費、節１１需用費は、消耗品費３

万７,０００円の増額。目７堆肥センター管理費、節１２役務費は、計量機検査料２万

５,０００円の増額です。 

３２ページをお願いします。項２林業費、目１林業振興費、節１９負担金補助及び交

付金は、苓北町有害鳥獣駆除対策協議会補助金３５０万円の増額。目２林道費、節１１

需用費は、大雨による修繕料１７８万円の増額。節１３委託料は、林道地すべり災害の

設計委託料２８５万円の増額。節１４使用料及び賃借料は、重機借上料７０万円の増

額。目３治山事業費、節１９負担金補助及び交付金は、小規模治山事業補助金１００万

円の増額です。 

３３ページをお願いします。項３水産業費、目２漁港管理費、節１１需用費は、台風

被害による街灯修繕費５０万３,０００円の増額。目３漁港建設費、節４共済費までは

人件費、節１５工事請負費は、志岐漁港臨港道路分工事請負費６２７万４,０００円の

増額です。 

３４ページをお願いします。款６商工費、項１商工費、目１商工総務費は、人件費で

す。目２商工業振興費、節１１需用費は、物産館エアコン修繕料７６万円の増額、節１

９負担金補助及び交付金は、天草陶石研究開発推進協議会負担金と合わせて６８万円の

増額。目３観光費、節４共済費は、非常勤職員の社会保険料７１万１,０００円の増

額。節１１需用費は、台風被害のキャンプ場施設等の修繕料等３７万１,０００円の増

額。節１３委託料は、千人塚公園駐車場測量設計委託料１００万円の増額。 

次のページ、節１５工事請負費は、志岐城記念広場整備工事、千人塚公園駐車場整備
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工事分、合わせて１,８００万円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、木場みどり

の会へ天竺整備事業の補助金６４万９,０００円の増額。目５富岡城管理費節４共済費

は非常勤職員の社会保険料７１万１,０００円の増額です。 

３６ページをお願いします。款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費、節１１

需用費は、契約書の印刷費１３万６,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金

は、ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金５０万円の増額です。 

３７ページをお願いします。項２道路橋梁費、目２道路維持費、節１１需用費は、行

政通信で要望のあった箇所の修繕料１９９万１,０００円の増額。節１４使用料及び賃

借料は、崩土取り除き等の重機借上料２００万円の増額。節１５工事請負費は、矢形平

線舗装工事費３５０万円の増額。目３道路新設改良費、節１３委託料は、田の平線土地

調査委託料１５万７,０００円の増額。節１５工事請負費は、補助採択されなかった年

柄１号線改良の事業費５００万円の減額です。 

３８ページをお願いします。項３河川費、目１河川総務費、節１１需用費は、大雨に

よる河川修繕料８０万円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、県営事業の場内急傾

斜地崩壊対策事業負担金１００万円の増額です。 

３９ページをお願いします。項４港湾費、目１港湾管理費、節１３委託料は、都呂々

上津深江港湾海岸長寿命化計画策定委託料２５０万円の増額です。 

４０ページをお願いします。項５住宅費、目１住宅管理費、節１９負担金補助及び交

付金は、和田地区の土砂災害危険住宅移転促進事業補助金３００万円の増額です。 

４１ページをお願いします。款８消防費、項１消防費、目２非常備消防費、節１１需

用費は、ＡＥＤのバッテリー交換費用８施設分３１万１,０００円の増額、目３消防施

設費、節１９負担金補助及び交付金は、西川内消防倉庫新築にかかる下水道等の分担金

１１万７,０００円の増額。目４災害対策費は、台風、大雨等の警戒待機に伴う時間外

勤務手当２０万円の増額。節１８備品購入費は、自主防災会８団体の備品購入費２３０

万８,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、国、県の補助を受けて行う民

間建築物耐震改修補助金１００万円の増額です。 

４２ページをお願いします。款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費、節４共済

費までは、人件費。節１３委託料は、学校施設の支障木伐採委託料２１万６,０００円

の増額。節２１貸付金は、奨学金確定により１４１万６,０００円の減額。目３住宅施

設費、節１１需用費は、教職員住宅の修繕料６３万１,０００円の増額です。 

４３ページをお願いします。項２小学校費、目１学校管理費、節１１需用費は、屋外

遊具の修繕料１６５万７,０００円の増額。節１３委託料及び節１４使用料及び賃借料

は、いずれもＩＣＴ関連でシステム改修委託料とリース料の組み替え、節１５工事請負

費は、富岡小学校プール改修事業費確定により７４万５,０００円の減額です。 
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４４ページをお願いします。項４社会教育費、目１社会教育総務費、節１９負担金補

助及び交付金は、富岡小学校自主文化事業負担金６万円の増額。目２公民館費、節１１

需用費は、雨漏りや台風被害による屋根の修繕料等３３万９,０００円の増額。目３社

会教育施設費、節１１需用費は、落雷による坂瀬川グラウンド照明施設等の修繕料１７

０万円の増額です。 

４５ページをお願いします。項５保健体育費、目２学校給食費、節４共済費までは、

人件費。節１１需用費は、給食調理場の機器修繕料７７万４,０００円の増額。目１３

委託料は、天井の清掃業務委託料ほか２９万円の増額です。 

４６ページをお願いします。款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目

１農業用施設災害復旧費、節３職員手当等は、時間外勤務手当５万円の増額。節１３委

託料は、査定設計委託料８９万９,０００円の増額です。 

４７ページをお願いします。項２公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費、

節１３委託料は、町道善亀線地すべり関係の査定設計委託料１,８００万円の増額で

す。 

以上で、平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第３号）（案）の説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） ここで１１時まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 説明が終わりましたので、これから質疑を行いますが、質疑をされる場合はページ数

を言っていただいて、それから質問は簡単明瞭に行ってください。 

それでは、これから質疑を受け付けます。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 質問は５回までですかね。何回。 

○議長（山本政人君） ３回まで。 

○８番（浜口雅英君） ４７ページ、委託料積算根拠。 

それから、４３ページ、ＩＣＴ５０万の減額はこのあとはどのような使われ方になる

のか。この分で、例えば中学校へのＩＣＴ機器の準備とかそういうものに、準備です

ね、前もってそういう計画があって、そういうことには使えなかったのか。 

それから、４１ページで消防費の中で、西川内の倉庫の建設予定地が取り壊しになっ

ていますが、この西川内倉庫の事業費がいくらぐらいでその構造はどうなっているの

か。よく下が車庫で、２階に休憩室とか何とか、そういうのが一般的なつくりですが、
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そういう形になっているのかどうか。 

それから、３９ページ、港湾の長寿命化計画策定委託料はどういうものなのか。 

それから、３８ページ、河川総務費で、又、重機借上で河川河口の土砂の取り除きが

あげてありますが、これはやっぱ根本的に河口沖合に防波堤を築くとか何かそういう形

で恒久的な対応ができないのかどうかお尋ねします。 

それから、３３ページ、工事請負費６２７万４,０００円は、臨港道路ということで

したけども、どういう具合で補正になったのか。その経過と箇所、工種を教えてくださ

い。 

それから、３１ページで、堆肥センター管理費でこれも手数料が上がっていますが、

今、富岡東海岸西海岸にですね、ふるさと海岸と富岡漁港海岸に松の木を植えられてい

ます。それで、現在、松の落ち葉が非常に多いわけですが、これを堆肥センターの水分

調整剤として利用することはできないのか。今、地元のボランティアでですね、道路の

分を掃き清められて、そのあとがですね、松の木の根元にずっと積み重ねておられま

す。それが、もし堆肥センターの水分調整剤あたりに使えるとすれば、非常に一石二鳥

の役割がするんではないかというふうに思います。そのことは補正にあがっていません

が、そのことについてお尋ねをします。 

それから、２７ページで、福祉事業補助金の返還金がプラスであがっとっとですが、

返還金はどこに返還するのか。マイナスになっとじゃなかかという気がすっとですがお

尋ねします。 

それから、２３ページで、電算システム管理、これは何か国の指導があって１,５０

０万円ですか、が補正をしなければならなかったということですが、これは当初、国の

指導がある前にですね、そこを見込むことはできなかったのか。補正でなければ対応で

きなかったのかどうかお尋ねします。 

それから、１１ページに商工使用料で８,０００円、物産館施設使用料として８,００

０円あがっていますが、これはどこの何なんでしょうか。お尋ねします。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 質問が多岐にわたって出ております。答弁をされる課長におか

れては、ページ数をおっしゃって、それから説明をしてください。 

 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ４３ページでございます。使用料及び賃借料５０万円の

減。ＩＣＴ機器リースは実績により５０万円減をいたしましたが、この分につきまして

は、１３委託料、システムネットワーク改修委託料にそのまま５０万円を計上いたしま

して、お尋ねの中学校の準備的な費用的な回しておりません。これはあくまでも小学校

のシステム改修委託料として計上させていただきました。以上です。 



 

－103－ 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、４７ページでございますが、災害復旧の善亀線

の地すべりに関しますところの査定設計の作成の委託料でございます。これにつきまし

ては、今のところボーリングを３ヶ所、これは２ヶ所ずつのボーリングということで計

６本を掘削をする予定でございます。３ヶ所のうちの３本については全体的に基礎の状

況を見るためのオールコアという形での資料として残す分、あとについてはどこにすべ

り面があるかということについての調査をして、その状況を調べる部分ということでボ

ーリングが６本でございます。そのほかに傾斜計等を設置しまして、どういう方向にす

べりがあるのかどうかということを調べるための機材、それのほかに水位計等々の設置

をするものでございますが、これについては委託を受けられますコンサルさんのほうに

見積もりの依頼をいたしておりますが、それに伴なったところで材料代等々を含めたと

ころでの内容を検討した上で査定設計書を作成いたしているところでございます。 

 次に、３８ページでございますが、重機の借上料についてでございますけども、これ

につきましては、河川のまず河口部ということで上がっております分については、富岡

の春川と中山川の河口でございます。この河口は富岡のため池ですね。袋池がここにな

るわけでございますが、今現在この２河川の河口には土砂が相当堆積をいたしておりま

して、少々の雨が降っても先のほうの部分をですね、押し出すことができないような状

況がございます。そういう中で、本年８月１５日の未明の豪雨の際には、この２河川に

挟まれたところの水田が浸水をするというような事態が起きましたので、その分を撤去

する部分、そのほかに既決の予算含めまして小路川、それから年柄川の中流域等につい

て掘削する予定をいたしているところでございます。 

 ページが前後しますが、３９ページの港湾の長寿命化計画策定の委託料ということで

ございますが、これにつきましては、町管理の港湾が上津深江港、それから都呂々港と

いうことで２港がございます。そういう中で、港湾の長寿命化を図るために、昨年度の

予算で調査をですね、施設自体の傷みの状態等々含めまして調査をしておりますが、そ

の調査結果をもとに長寿命化をさせるための計画を今年度補助事業によって取り組むと

いうものでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） ３１ページの堆肥センターに松葉を活用してはどうか

というご質問でございます。現在、水分調整剤として今バークを活用しております。ま

ず一番重要なことが、期間内に松葉が分解できるかどうかということが問題となろうか

と思いますので、その辺は今後、研究して考えてまいりたいと思っております。 

それと、３３ページの工事請負費でございます。６２７万４,０００円、これにつき

ましては、契約違約金を工事請負に充当するということでございます。現在までに倒産
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後の精算出来高払いを実施しております。それで、残工事で残った額が７２９万１,５

３０円でございます。この分を発注すればいいわけでございますが、実際の発注額とい

たしましては、１,１５９万９,２００円でございます。当初、予定していた額より４３

０万７,６７０円増額しております。この理由といたしましては、新たに矢板引き抜き

の工事を計上すること。これにつきましては、その１、その２の工事と合わせたところ

で引き抜きを予定しておりましたが、工程が全く合わなくなったということでございま

す。それと、矢板賃料の増額でございます。残工事の発注引き抜きまでの期間が延長に

なったということ。そして、復興歩掛の適用でございます。再発注に伴いまして、現在

においては４月１日より復興歩掛を適用されておりまして、単価が高くなっておりま

す。そして積算単価及び施工歩掛の増額ということです。４月１日に歩掛単価、それぞ

れ改定されておりますので増額となっております。それで、この違約金６２７万４,８

００円を工事請負費にあてて増額４３０万７,６７０円にあてるというものでございま

す。差引額といたしまして、１９６万７,１３０円残額がございますが、これにつきま

しても現在発注しております志岐川にかかります橋の接続工事、それに伴います既設の

石垣の復旧等に活用してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） ２７ページの福祉事業補助金返還金の件でございます

けれども、障害者自立支援給付費の国、県の補助金でありまして、２８年度実績報告に

伴いまして、多くもらっていたということで返還金が生じておりますので、国と県に返

す分でございます。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず、２３ページです。内部情報システムの更新業務委託

料ということで、当初見込みはできなかったのかというご質問でございます。現在は基

準、モデルということで決算分析のための情報作成財務４表の作成を決算が終了してか

ら委託業者にお願いしてやっておりますけども、これにつきましては、新たな公会計制

度に移るというようなことの中で、苓北町といたしましては、来年度、財務会計、人事

給与システムを含めた内部情報システムの更新を平成３０年度に予定をしておりました

ので、それに合わせてこの更改制度も導入するというような形で、これは特例措置にあ

たるというようなことで県のほうにはお答えをしておりました。県を通じて国のほうに

はお答えをしておりました。その中で先だって国のほうから指示がありまして、この電

算の更新に合わせたシステムの導入っていうものは特例措置には該当しないというよう

なことで指定を受けました。そういったことから、今回この公会計制度をシステムを導

入するにあたりまして、来年度予定しておりました内部情報システムにつきましても、

関連性がありますことから今回補正でお願いをするものでございます。 
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 それから４１ページ、消防施設費の西川内の消防倉庫の関係でございます。予算につ

きましては８００万円の予算でございまして、建物につきましては平屋でトイレ付き、

それからホース設置の設備を備えたものに計画をしております。 

 以上でございます。 

○議長（山本政人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（尾脇宣宏君） ８ページの商工使用料８,０００円の増額分でござい

ますが、物産館施設用地内に九電柱が１５本立っております。この分の施設使用料です

けれども、この件につきましては、当初予算で計上すべきところを漏れておりました。

申し訳ございませんでした。 

○議長（山本政人君） 以上で済みかな。ほかにありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず、システム関係ですが、町も電子化自治体を目指してです

ね、いろんなシステムを導入されています。人件費の、働く人の合理化にもつながっ

て、一見いいような仕組みですが、いろんな問題を抱えておろうかと思いますが、いず

れにしましても、システムが広がってくるならば、その保守点検にはですね、十分配慮

されて、あとでいろんなあと出しの分がないような取り組みをしてほしいと思います。 

それから、３１ページで、松葉の分ですが、これは１年間通しての水分調整剤という

ことでなくてですね、その時期時期で対応をしたらどうかというふうに思います。確か

松葉にはなんか細菌効果があっとじゃなかですかね。そういうものも堆肥にしたあと

に、そういう作物に対しての効果もいろいろあろうかと思います。何と言っても、そう

いう使われ方をするとですね、町長は自宅の周辺ですのでよくご存知だろうというふう

に思いますけれども、困っとらすですね、松葉で。あれも私朝からちょっと体力づくり

で散歩してるんですけども、そのときもおばあさんとかが、おじいさんも一人おらすで

すね、が、ずっと片付けよらすとです。でもう大変ですねって。はわくとは問題なかば

ってん、こればどこに置くとやっていう話ですよ。今そういう形でですね、前向きに堆

肥センターでの利用を検討すべきではないかというふうに思います。 

それから、西川内の消防倉庫ですが、先ほど質問の中では、休憩ゾーンとかそういう

お尋ねはしたのではないかというふうに思いますが、平屋ということであれば、緊急打

ち合わせ会議とかですね、出動にあたってのいろんな打ち合わせとか、そういうものは

どこでするのか、外でするのか。天気のよかときはよかですけども、雨風がひどいとき

はどこでされるのか。そういう部分もあります。特に避難とか何とかもそういうことも

よくありますが、そういうときに地域住民の方の避難箇所とその打ち合わせ箇所が重複

してはならないと。それはそれ、避難箇所は避難箇所として、例えば、西川内の集会所

を避難箇所とするならば、それとは別棟にやっぱ消防団員の皆さんの段取り、打ち合わ

せの部分はですね、設けるべきだというふうに思います。ほかの消防倉庫はですね、全
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部２階がありますよね。もし２階があることによって、その消防倉庫としての機能が不

適切なんだという判断を町のほうでお持ちならば従いますけども、やはりそこは避難さ

れる皆さんとは区別した箇所に、そういう打ち合わせの箇所を設けるべきだというふう

に思いますが、その点、あと１回、あと１回でも２回でもどうなのかお尋ねをします。 

 それから、３９ページで港湾の委託、長寿命化の計画ですが、これは上津深江港はで

すね、漁港と同じような形で複数の漁船がつながれてその機能を十二分に果たしている

というふうに思いますが、都呂々港は河川ですよね、河口になりますが、どういう形で

の長寿命化を考えておられるのか。右岸に護岸をつくりましたけども、ああいう形で地

域を守ろうということなのかどうか、あと１回お尋ねします。 

それから、４７ページで委託料なんですが、ボーリング６本は平面から見るとどうい

う形で、クロスで、十字形で縦の線とですね、横の線をするのか。あるいは横の線に２

本並べて６本打つのかどうか。それと、この委託料の中には、その事業に関わる工事費

の積算もこの委託料の中に入っているのかどうかお尋ねします。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 答弁を。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） ４１ページ、西川内の消防倉庫の件でございます。西川内

の消防倉庫につきましては、今回国道際に倉庫を移転するというようなことの中で、今

まで詰所として使っておりました西川内の集会所が目と鼻の先になるというようなこと

でですね、これまでどおり詰所につきましては西川内の集会所の、あそこには複数の部

屋がありますので、その部屋を使用していただくということで消防団との協議をした中

でですね、決定をしまして、平屋、消防倉庫につきましては、トイレをつけてですね、

緊急の場合はトイレは使っていただくというような形の中で建築を予定しております。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、上津深江港の長寿命化、それから都呂々港の長

寿命化ということで私、説明を申し上げましたが、これは港湾施設ばかりではなくて港

湾区域ですね、海岸の部分も含まれております。そういう中で、都呂々港につきまして

は、ご案内のように改修がなされて、まだ間もない状況でございますが、その部分に加

えて、海岸線の部分も含まれたところでの施設の長寿命化ということの中で、適正な維

持管理ができるような計画をつくっていくということでございます。 

 次に、４７ページの委託料の部分でございますけども、ボーリングにつきましては、

一応点を決めましてその方向に沿う中ですぐ並べる形って言いますか、平行にすぐ並べ

る形の中で真横を掘っていくというようなことになるかというふうに思っております。

そういう中で、この委託料の中には、このボーリングに加えまして、計測、観測機器の

設置、それから調査ですね、観測等の調査の部分、それに平面測量等々が委託料の内容
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でございまして、工事費の設計については、この調査結果を見た中ではじいていくかと

いうふうに思われますので、工事費の設計の部分については含まれておりません。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） あと３１ページかな。農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 松葉の活用につきましては、今後水分調整剤として活

用できるかどうか調査してまいりたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ３３ページがちょっと２回目の質問がしとらん。３回目ですか

ね。６２７万４,０００円は、違約金が６２７万４,０００円でてきたので、それを工事

費に充当せろということではないでしょうけども、基本的にですね、これ違約金はちゃ

んと一般財源の中にピシッと入れて、必要な工事、たまたま金額が額があったのかどう

かわかりませんけども、そういう形で住民の理解を、納税者の理解を求めるべきだとい

うふうに思います。 

それから、３８ページの河川の部分ですが、これは私はよく町への要望の中でです

ね、河川災害を防ぐために、この前一般質問の中でも出たかもしれませんが、河口に土

砂が堆積しているんだと。これはたまたま春川とかはですね、どういう形で堆積したの

か十分理解しておりませんけども、一般的に小路川とか上津深江川とか西川内川とか、

そういう部分については、年柄川もそうですが、河口に大量の土砂が堆積しています。

そしてそれは溜まったから取り除くということでなくてですね、なんか溜まらないよう

な形で、これはもちろん苓北町土木管理課でも十分検討されても結構だと思いますが、

場合によっては県、あるいは国、あるいは外国、そういうもののネットワークあたりで

ですね、調べればいろんな面白い事案があろうかというふうに思いますので、そういう

取り組みもされてはどうかと思います。それから西川内の消防倉庫ですが、やはり何と

言いますかね、避難された方も含めていろんな相談をする場合もあろうかと思います。

しかし、隠れてということではありませんけども、避難された方とは離れた場所で打ち

合わせをする事例も出てくるのではないかと。いろんなことが想定されますので、そう

いう意味ではぜひ消防倉庫の中に詰所を、会議室をつくるべきだというふうに思いま

す。このことはほかの消防倉庫の建て替えも今後検討されているということであればで

すね、そういう分は十分に打ち合わせを消防団員の皆さんと、あるいは消防団幹部の方

と十分打ち合わせをされて、そういう部分についての要望には積極的に答えるべきだと

いうふうに思います。津波が来たら１２ｍの高さの一次避難所をすぐできた。しかし、

そういう地元の皆さん、消防団の皆さんが命をかけて守ろうという、そういう打ち合わ

せをしようという、そういう施設については何で金を出し惜しみするのかわかりませ

ん。そういうことですので関係者の皆さんと十分議論してください。 
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それから、４７ページの善亀線のボーリングですが、私個人的には平行、どのように

平行な線をですね、求めるかということでしょうけども、私はどっちかというとクロス

に十字架に横の線がボーリングを３ヶ所、縦の線に、横に２ヶ所とか縦に４ヶ所とか、

そういう形での地形が地すべりの線がどういうふうになっているのかを調べるためのボ

ーリングということであればですね、そういういろんな形での検討をされるべきだとい

うふうに思います。場合によって、私はこの６本にこだわらずですね、もうちょっと本

数を増やして、場合によれば本当大事件ですよね、広島で３年前ですか、４年前です

か、ありましたし、そういうことにならないように慎重に取り組んでいただきたいと思

います。そういう部分にかかるお金はですね、出してもいいんではないかと思います。 

それから、これは金額が１,８００万と大きいわけですが、この部分が国とか県の交

付金の対象にはならないのかどうかお尋ねします。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） ３３ページの違約金の充当の件でございます。倒産に

おきまして発生した理由での増額、そして残工事がございました。それに今回は充当さ

せていただきました。１回違約金として一般会計のほうに受け入れまして、それから倒

産にかかる請負契約の残工事に充当させていただきました。今後とも適切に執行してま

いりたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 河口に溜まります土砂の堆積の部分でですね、溜まっ

てからとるということではなくて溜まらないような取り組みができないものかというこ

とでご意見をいただいておりますが、これについては又ちょっと検討なり調べるなりさ

せていただきたいというふうに思います。 

 次に、４７ページの善亀線のボーリングの件でございますが、これにつきましては、

一応現地を確認と言いますか踏査をした中でですね、今、現時点では大体すべりの方向

というか考えられる方向が出ておりまして、その方向に平行に沿う形の中で、ボーリン

グの３ヶ所ということでかける２の検討がされておりますが、これにつきましても調査

を進める中でですね、必要ということであれば、追加も当然検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

以上です。 

○議長（山本政人君） ほかには。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 消防施設、消防倉庫、積載車とこういったものの整備につ

きましては、これまでも消防団の幹部等と協議をしながら進めてまいりました。今後も

引き続き、消防団の幹部と十分協議をしながら検討をしてまいりたいと思っておりま
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す。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） すみません、答弁が抜けておりましたが、これにつき

ましては、地すべりということで採択されますと一部補助対象にできるものが出てくる

かというふうに理解をしております。以上です。 

○議長（山本政人君） ほかにはなかったかな。ほかにありませんか。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） まず１１ページの物産館施設使用料の件でお伺いします。これ

以前飲食店を入っていただくために特例として１年間は無料ということで対応されたと

思っておるんですけども、その後、現在も無料なのか、それとも半額等の特例で対応さ

れているのか現状をお伺いいたします。 

 次に、３５ページ、工事請負費の中で、先ほど説明では志岐城の整備と千人塚整備に

１,８００万ということでお聞きしましたけども、この金額の配分をお尋ねをいたしま

す。 

 それから、４４ページの社会施設費の中の修繕料で、先ほど坂瀬川グラウンドの落雷

のための修繕ということでお聞きしましたけども、これはいつの落雷での対応なのか。

それと１,７００万が一般財源として対応されておりますけども、これには施設に保険

等をかけられていなかったのか。その点をお尋ねいたします。 

 以上です。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ４４ページでございます。坂瀬川グラウンドの落雷は５月

の落雷でございます。それと、照明にですね、保険をかけておりませんでした。以上で

す。 

○議長（山本政人君） 次、商工観光課長。 

○商工観光課長（尾脇宣宏君） １１ページの商工使用料の件でございます。新しく物

産館内に入られております飲食店につきましては、平成２８年度が全額減免、２９年度

は半額減免ということでなっております。 

続きまして、３５ページです。工事請負費の配分ということでございますけれども、

志岐城記念広場整備工事としまして、アズレージョによります案内板、それとその説明

板、合計２基で事業費７００万円。それからキリシタン供養碑、千人塚の駐車場整備工

事費が１,１００万、合計の１,８００万円の予定です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 先ほど坂瀬川グラウンドの件ですけども、５月の落雷で今回の

９月に補正予算として上がってきたわけですけども、聞きますところによると、これ随

分早くに修繕を早くしてくれということで要望が上がっているような話は聞いたわけで
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すけども、あそこは朝早くからの健康のためのウォーキング、歩く方が多数いらっしゃ

るわけですけども、それとそういったこの暑い時期に水分補給のために自動販売機から

のドリンクの購入等もあると聞いておるんですけども、その辺の対応がすごく遅いとい

うのを聞いておりました。これまで、今回一般財源としてあげられるということは、そ

の前にでも予算組めたんじゃないかという気はするんですけども、今回この時期になっ

たというのをもう一度お尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 落雷後にですね、修理箇所が多岐にわたりまして、その調

査等ですね、時間がかかりまして大変住民の皆さんにはご迷惑をおかけしておりますけ

ども、そういう理由でございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） ほかの施設、こういった社会施設等で大体そういうふうな保険

というのはほかのところにもかけてない状況なんでしょうか。それともここだけがたま

たま保険をかけてなくて、現在の対応になったのか。その点をお尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ほかの施設は農村運動広場のですね、照明ですね、ここに

もかけてございませんでした。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 今後はこういう落雷も非常に今年も多かったわけですけど、そ

の辺の対応というのはもう事前に保険をかけてされるべきじゃないかと思いますけど

も、今後も保険にかけられる予定というのはないんでしょうか。お考えをお聞きしま

す。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 教育施設において保険に加入していなかったという実態で

出ましたので、今後はですね、全てそういう施設につきましては保険に加入するように

しております。 

○議長（山本政人君） 山下君。 

○１０番（山下時義君） １０番、山下です。先ほど浜口議員からも質問がありました

が、４７ページの善亀線の地すべり対策についてであります。課長の説明では、ボーリ

ングをして調査をするんだということと、町費でですね、この経費を一応出すんだと。

指定にならなければ、国、県の補助はないというようなお話をいただきました。先ほど

３常任委員会の視察報告でも申し上げましたように、ここの地点ともう一つ天草苓北基

幹道のことが９月の１日の熊日のですね、一面で都呂々地区に不思議な現象というよう

なことで発生をしているという大きな見出しでですね、書いていただきました。それを
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受けてですね、町としてもこういう対策をとっていただくことは大変地元として感謝す

るわけでございますが、皆さん見ていただきましたようにですね、この点の、ここの善

亀線のですよ、現場をいろいろなボーリング、かれこれ調査するのもいいでしょうが、

やはり町道の架け替え工事というようなことも一つはですね、やっぱ考えなければ簡単

には解決できない問題であろうと思います。そして、又、下の下流域には住家がありま

すのでその砂防工事もですね、考えていただかなければ住民は安心できません。私もさ

っそくですね、あの新聞記事が出まして、地元の元区長さんとか地域の有志の方々に遅

くなって申し訳ありませんということで回らせてもらったんですが、大変地元としても

ですね、やっぱり心配していらっしゃいます。そこでですね、やっぱり心配していらっ

しゃいますので、何かの方法を通じてですね、こういうことで町としては対応を考えて

いるというような中間的な住民に対する説明をですね、ぜひお願いしたいわけでござい

ます。ご承知のようにこの善亀線もですが、天草広域林道、これは大変な状況なんです

ね。もしですよ、１日あたりの降雨量が５００ｍｍ以上降った場合、おそらく私の考え

では木場地区一帯、都呂々ダムもですね、結局、埋まっていくんじゃなかろうかとそう

いう心配もしております。それでその深刻さをですね、やっぱり国・県には認識させて

いただきたい。そして、町がですね、こういう大きな事業についてやるんじゃなくて、

国・県のですね、金を使って住民のためやっていただくというようなことはできないの

かどうか。その点についてですね、土木管理課長ないし町長にお尋ねします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） まず、新聞によってとおっしゃいましたけど、我々はその前か

ら心配をして、再度県とも相談をし、県も今まではですね、特に林道のほうは動きが止

まってから二次災害のことを心配して、流量計をつけた中でしばらく見守ろうというこ

とだったんですが、今も、おっしゃったようにですね、このままだとずっと滑って大雨

が降ったときには下の崖に落ちてしまうと。あとは人家、都呂々川に流れ込むしかない

んだから、どうにか早く対策を打っていただきたいということを県のほうにも要望をし

っかりしております。それを受けて県もですね、８月の始めには調査をしております。

調査をした中で、今おっしゃったような形で県の土木のほうで砂防堤をつくっておられ

ます。そういう中で、我々も今後ですね、県の調査の中と打ち合わせをしまして、どん

な形で今後対応していくかを考えているところでございます。その過程についてを今後

それがまとまり次第、又、地元の方々にもですね、しっかりご説明をしていくというこ

とを考えているところでございます。いわゆる林道と善亀線の件ですね。一つは、善亀

線も含めて、広域林道に全部つながっているような感じがいたしますので、そこのとこ

ろの原因究明等もですね、これは考えていかなければならないと思いますし、災害はま

ず町で単独でやって、それが査定によって認められればですね、調査の段階から国のい
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わゆる補助と言いますか、災害としての対応策、予算が出てくるということでございま

すので、まず町で単独費で使った中で原因究明をしていくという考え方でございます。 

○議長（山本政人君） 山下君。 

○１０番（山下時義君） 私はですね、町がですね、このことについて全然動きをしと

らんという、そういう意味じゃないんですよ。やはり町も動いていらっしゃいますが、

やはり熊日なんかに取り上げていただくようにですね、地元にも何回もお見えになられ

たそうです。又、町にもたぶん熊日の記者はですね、来て事情聴取をされたでしょう。

そういうことで、これはちょっとですね、新聞にも載っておったように天草地域として

は本当に不思議な現象であります。今後ですね、ますます力を入れていただいて、この

問題の解決にですね、一生懸命努力していただきたいと思います。ご承知のように北九

州豪雨なんかは１日の雨量が５００も６００ｍｍも降ればですね、必ずこの地域の一体

の地すべりっちゅうのは大きなものがあるわけで、そういうともやっぱり私が言うまで

もなく、町長は上部機関にもですね、そういうことも訴えていただいて、ことの重大さ

について県・国にですね、再度改めていただきたいというように地元の議員として今日

はお願いしているわけでございますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（山本政人君） 答弁は先ほど町長述べられたとおり。いいですね。 

ほかにありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） まず、９ページ。軽自動車の税金が減っておりますけども、こ

れは高齢者の方々が免許を押しあげて、車を廃車なされたのかどうか。そこら辺の見通

しが今後どうなるのか教えていただきたいなと思います。 

 それから、２３ページの電算関係でございます。１３、これについては、先にいろい

ろ質問もあり、ご説明がありましたが、６,０００万電算に委託料がいりますね。これ

に合わせて、諸々の委託料電算システム関係が相当ありますけれども、これが私たち町

が人口が減っていく。それから、税収が少なくなる。そういったことになってくる可能

性があるわけですけれども、この占める割合が相当な負担になってくるんじゃなかろう

かと思いますね。こういったことは昔は電算がなかっても、人口が１万５,０００、２

万人近くあっても全部手計算やったりなんかして対応できたわけですけども、そういっ

たこともやはりそろそろ考えてもいく必要があっとじゃなかろうかな。そして、仮に

６,０００万の１人６００万の金を、全部は言わんですけれどもね、一つ例をとります

とですよ、６,０００万の金を６００万の給料の支払いがある方たちでも１０名分の給

料に払てよかことになっとですね。ということは、この金でそっくり役場の職員さんが

１０名増えてもよかっじゃなかろうかということになりますね。そういったことになり

ますと、今後１０年後２０年後、この地区が衰退していく可能性がもうこれ大部分ござ

いますけれども、そこにやはり雇用が生まれたりなんかして、この苓北町も活気づいて
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いくんじゃなかろうかなと。そういった考えも私は持っておりますけれども、全体的な

この６,０００万じゃなくて、土木にしても委託料、農林にしても委託料、全て設計か

ら何から管理まで、あるいは委託が相当な役に立つと思うとですよ。そこら辺をです

ね、ぜひ人力によるともあるいはこの町で自力でやるという体験にそろそろ持っていっ

てもよかじゃなかろうかなと思いますけれども、そこら辺をお聞きをしたいと思いま

す。 

それから、２６ページ。社会福祉関係の使用料と１４と１９のバス関係でございます

けれど、これは火の国ボランティア云々ということで上げられておりますけれども、こ

れは社協のボラ連との関係とか何かっちゅうのはどのようになっておるのかお尋ねをい

たします。 

それから、３２ページですね。林道、これ林道も町道も一緒ですけれども、今、私林

道千保線の基点に我が家があるもんですから、家があるもんですから、よく千保線を利

用するわけですけれども、もう今回のこの補正がとおったら早速路面の整備とかされる

んではなかろうかなと思っておりますが、もう乗用車では上りません。イノシシとこの

前の雨でですね、土砂が流れてですね、大きなこういった頭よか大きなやつがゴロゴロ

路面にきております。そういったことがですね、私の近くの千保線に限らず、私は全町

的にそういった箇所があるんじゃなかろうかなと思います。これは町道も含めてです。

あるいは林道、農道も含めて、そこら辺の対応はどうなるのか。もしですよ、そういっ

たことがあっとならば、人身事故とかなんかに交通事故とかになりかねますので、さっ

ちもですね、私は補正がなくても違うのをとりあえず理由をしてでも、やっぱり対応す

べきじゃないと思いますけれども、そこら辺の考え方をお聞きをいたします。 

それから、３４ページ、商工費あたりでですね、負担金があります。１億円の負担

金、天草陶石とかなんか、これは当初予算では額はわからんじゃったっでしょうかねっ

て。毎年のことですので、そこら辺ですね、補正で上げるのがベターかなと思いますけ

れども、陶石関係とそれから小規模住宅、この辺がですね、補正と当初予算との考え方

を教えていただけないかと思います。 

それから、３５ページです。このみどりの会の補助金も一緒ですね。お願いをいたし

ます。 

それから、同じページです。富岡城関係の同じ社会保険料が７１万１,０００円あが

っとっとですが、これは何か管理をされる方だろうかなと。 

それから、次ページの３６ページ。負担金関係のユニバーサルデザイン建築って、す

みません、わたしあまり勉強不足でわからんとですが、教えていただきたいなと思いま

す。 

それから３９ページ。港湾関係のですね、長寿対策関係の委託料、これは先ほど都
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呂々港湾関係の問題も出ましたけれども、どういう策定の委託料かわかりませんけれど

も、これはさっちがですね、業者に委託せばならんしなもんかなと。やはり、自分たち

が長期的な策定あたりは、出掛けて作ってそして温めていくと。地域に還元していく

と。そういうことが、そうとうやっぱり大事じゃなかろうかなと思いますね。何でここ

言いますかと言うと、先ほど申しましたように、あまり係船もなし、港湾としての機能

もなし、あるいは港湾区域の背後地関係のみですので、そういった策定事業をつくると

すればごく簡単じゃなかろうかなと思います。そういったこともですね、これ全体的な

もんですから、港湾関係ばっかりじゃなくてですね、こういった長期計画とか何か全部

丸投げでですね、業者さんに委託するということが多々多いんじゃなかろうかと思いま

す。そういったことで本当に町の温かみのある行政に熱中していかれるのかなと思いま

すので、これ全体的なことを含めてお尋ねをします。 

それから、４１ページ、消防費関係ですね。実は、先の一般質問の中でですね、これ

はここには書いてありませんけれども、実は富岡の１班の消防倉庫の前の土砂崩れにつ

いても質問をいたしました。そのときの総務課長の回答が一応知っとったとですね。で

も、まだしとらんと。今後は防災事業債のほうで追加をできないかということで県のほ

うに相談し、今年度補正で早めに対応したいというお答えがございました。ここら辺が

ですね、緊急防災事業債はどういうことをするのか。私は五、六十万まででできるんじ

ゃなかろうかと。Ｈ鋼ぐらいたててですね、そして、そん中に木あたりを差し込んで、

どこに町道、県道あたりに一時的に災害が起こらないように仮の工事がしてありますけ

れども、そういったことでとりあえず今の状況を防ぐというのが、まず第一じゃなかろ

うかと思いますので、そこら辺の説明をお願いをいたしたいと思います。 

それから、４４ページの社会教育費の２番、公民館の修繕料。私はてっきり公民館あ

たりに整備してないところが、運営審議会あたりでも出ておりますので、この件だと思

いますけれども、この件については雷の害のやつをするということでございます。例え

ば、都呂々公民館あたりはもうスピーカー関係、全く今まで使えずですね、ここの町の

関係あたりが小さかこんくらいぐらいのとのですね、ハンディのやつをいつも持ってこ

られて、それを使っとった。音声が悪い、聞こえが悪い、入りが悪い。それをもう長年

してあっとですが、その点の修繕だと思いましたけれども、それじゃなかったと。今後

そういったこと、あるいは志岐の集会所の中でも、ある和室の分についていろいろテレ

ビのが壊れとっとかなんかありました。それから、ある会議の中で、本館の志岐の集会

所でございますけれども、大きなところが商工会の総会、あるいは老人会の総会のとき

もあまり上等じゃなかったと、あまり聞き取れなかったと。小さいやつをですね、何ヶ

所か使ってですね、してあっとですけれども、せっかく大きなピシャッとしたのが器具

がそろっとって、それが故障しておったと。そういったことのメンテとか何かで使われ
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るぶんじゃなかったのかなということで認識しとったですけれども、違う目的で掲げて

あっということで今後そこら辺の分についてはどうお考えになるのかお尋ねをします。 

それから、４５ページですね。これ学校給食費関係の委託料、これもちょっと今、衛

生害虫駆除委託料とか清掃委託料、検便委託料なんかが今上がってきておりますけれど

も、これも当初からできなかったかなと。これも当初は予算がなくて組めずに、こうい

ったこのくらいぐらいの金も当初予算では組まれんじゃったというようなことであった

のかなと。ほんなら大変だなということで思いましたので、ここら辺をお尋ねをしま

す。 

○議長（山本政人君） 只今質問が出ました。たくさんの質問が出ております。ここで

答弁は午後からにしたいと思います。ですから、答弁をされる課長たちは十分に簡潔明

瞭に答弁ができるように、自分の箇所は精査をしておいてください。 

それから、午後からですね、ちょっと議運をしたいと思いますので１時１０分まで休

憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 午前中から引き続いて、質疑を行いますが、質疑があっておりますので、担当課長の

皆さん方は熟慮されておることと思います。それぞれ答弁を願います。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（宮﨑裕昭君） ９ページの軽自動車税にかかるご質問でございますけ

れども、当初予算の編成につきましては、平成２８年１２月時点での登録台数をもとに

予算を編成しております。賦課期日につきましては、２９年の４月１日となりますの

で、その差で台数が減少してきております。あと、議員言われました高齢者の方の免許

返納につきまして、私たちのほうではちょっと把握ができませんので、それについては

ちょっとわかっておりません。以上です。 

○議長（山本政人君） 次に、商工観光課長。 

○商工観光課長（尾脇宣宏君） ページ、３４ページ、３５ページの商工費にかかる分

についてでございます。 

まず、３４ページの商工業振興費の負担金補助及び交付金についてのご質問がござい

ました。天草陶石研究開発推進協議会負担金につきましては、今年度当初予算で４０万

円補助金を計上しております。この４０万円につきましては、協議会のほうで春、秋、

年２回の窯元めぐりを開催しておりますので、この窯元めぐりの開催事業補助金という
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ことで計上をしております。今回、補正予算で計上しております３０万円につきまして

は、ご承知のように来年夏、﨑津集落を含む、構成資産を含む長崎と天草地方の潜伏キ

リシタン関連資産が世界文化遺産登録となる見込みであります。その関係と言います

か、今後天草がますます注目されていきます中で、ぜひ天草陶石、天草陶磁器について

も周知ＰＲを行いたいということで協議会のほうから県の補助事業に申請をしまして、

それが採択されましたならば実施をしたいので、市町にも支援をお願いしたいというこ

とでご相談がございました。県の夢チャレンジ事業の広域スクラム事業に６月に申請を

行いまして、７月に交付決定がまいったところでございますので、それにかかる費用と

して市町、天草市、苓北町、それぞれ３０万円ずつの補助金を計上しているところで

す。なお、事業の中身等につきましては、現在考えておられるのは総事業費２２０万円

で、そのうちの県の補助が１２０万円、残り１００万円のうちの３０万円ずつを苓北町

と天草市、それと協議会単独で４０万円の予定となっております。それと、内容としま

しては、ＰＲのためのブランド映像の作成、それからパンフレット等の作成を行った中

で、周知、それから販売促進を行っていくということで予定されております。 

続きまして、苓北町小規模事業者支援事業補助金ですけれども、これにつきまして

も、平成２９年度につきましては、新規の企業創業を１件、後継者の支援事業として１

件、合計２件で８０万円の当初予算を計上しております。新年度に入りまして小規模事

業者の支援事業にかかる補助金の申請受付を行いましたところ、後継者はございません

でしたが、新規企業として２件の応募がございましたので、小規模事業者につきまして

は１件あたり最高で６０万としておりますので、２件になった関係で１２０万予算が必

要となりますので、当初予算８０万に対して４０万が不足となりますので、今回４０万

円計上をいたしております。 

続きまして、３５ページです。木場みどりの会の補助金についてでございますが、み

どりの会の補助金につきましても、当初予算で春の天竺ツツジ祭り、それから秋の天竺

西遊記登山、この事業にかかる補助金として当初予算で１８万円を計上しております。

その後、平成２８年度に全国離島センターのほうでしま山１００選という事業がござい

まして、そちらのほうに天竺を推薦しましたところ、しま山１００選の一つに選定をさ

れました。なお、又、天竺につきましては、平成１５年３月の旧木場小学校の閉校に伴

い、地域として地域活性化の核として、天竺を活用したいということでこれまで先ほど

申しましたように、ツツジ祭り、それから西遊記登山等を開催され、たくさんの参加者

があっているところでございますが、開山をいたしまして１３年ですかね、経っており

ますので、当時は小さかった今の山頂部分の下の部分の人工林、それから雑木が大きく

なっておりますので、当時は木場地区の集落であるとか都呂々ダム、それから八代海方

面まで眺望がとれておりましたが、眺望が悪くなっていると。どうにか併せて環境整備
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を行いたい、伐採をしたいというご相談がございまして、こちらについても、打ち合わ

せを行い、事業費の２分の１にあたります６４万９,０００円を補助金として計上した

ものでございます。それから、目の５、富岡城公園管理費、共済費の社会保険料につい

てでございますけれども、これまで非常勤職員さんにつきましては雇用保険をかけてお

りました。法の改正によりまして、今年の４月１日からは週２０時間以上の労働をされ

ている方につきましては、本人と協議の上、社会保険料に加入することができるという

ことで広がっておりまして、非常勤職員さんに意向を調査しましたところ、ぜひかけて

いただきたいということでございましたので、健康保険料と厚生年金にかかる金額の２

分の１は個人負担ですが、残りの２分の１の事業主負担、それから個人負担はありませ

んが、行政のほうで子ども拠出金というものをかけなければなりませんので、こちらに

かかる経費を１年間計算しますと７１万１,０００円ということになっておりますの

で、計上させていただきました。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） ２６ページの火の国ボランティアフェスティバルにつ

いてのご質問がございましたので、お答えをさせていただきます。 

 この火の国ボランティアフェスティバルとボランティア連絡協議会の関係についてと

いうことでご質問がありましたけれども、火の国ボランティアフェスティバルは全国大

会が熊本県で開催されたのを契機に県下各地域の持ち回りによって開催されており、昨

年度が地震の影響で上益城大会が中止となり、今年度急遽天草地域で１１月に開催する

ことになっております。今回１０回目ということでございます。この大会は主催が熊本

県ボランティア連絡協議会と熊本県社会福祉協議会及び地元で組織いたします天草大会

実行委員会でありまして、共催として天草２市１町と各市町のボランティア連絡協議会

及び各市町の社会福祉協議会が運営にあたることになっております。そういった意味

で、ボランティア連絡協議会の一大イベントというふうになっておるということでござ

います。 

 それから、２万７,０００円のバス借上料につきましては、２日目、大会が終了しま

したあとに、参加希望がありましたら苓北町のオプショナルツアーを準備するというこ

とで、その参加者のための天草市から苓北までのバス借上料ということで２万７,００

０円組ませていただいておりますし、負担金補助及び交付金の５万円は大会運営費とし

て苓北町に１０万円の負担金が言ってきておりますので、そのうちの５万円を苓北町、

残りの５万円を社会福祉協議会で支払うものでございます。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 
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○農林水産課長（野田尚之君） ３２ページの林道費に関係して、林道管理についての

ご質問でございます。 

 現在、千保線につきましては、現在２名の作業員で支障木の伐採、落石等の除去を行

っております。これは終点側のほうから進めております。頂上のほうから始めておりま

して、現在半分程度進んでいる状況でございます。各路線とも担当がパトロールの上、

計画的に作業を進めている状況でございますが、近年の豪雨等を見ますと、被害が林道

に一遍に集中するということで各路線に対応できないという状況も出てきておりますの

で、地域住民の皆さんにはご不便をおかけすることもございます。今後はですね、大

雨、台風時のパトロールのですね、体制の見直し、それと又作業計画の見直し、改善等

を図ってまいりたいと思っております。 

○議長（山本政人君） 次に、総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） ２３ページのシステムの更新業務に関連して、委託料の占

める割合が大きすぎるのではないかというようなことでございます。まず、現代の日本

におきましては、国家戦略にも挙げられておりますように、コンピューターシステムや

情報システムを活用した行政運営は必要不可欠の状況となっております。このような中

で、社会保障税番号制度等の新たな制度の創設や介護保険法、年金法等さまざまな法改

正に伴いまして、システムの更新やこれに伴う新たな危機の導入等が必要となってきて

いる状況でございまして、これにかかる経費は松本議員おっしゃるとおり大変大きくな

っております。このような中でありますけれども、少しでも経費を削減する観点から導

入にあたって、苓北町役場独自での自庁方式にするのか、あるいは同じシステムを使っ

ているほかの自治体との共同運営、いわゆるクラウド方式にするのかといった運営のや

り方について、それぞれにシステムの状況を勘案しながら、引き続き検討し、選択を行

っていくことといたしております。又、そのほかの委託料につきましても、予算編成の

段階で経費削減ができないか各課それぞれ検討を行っている状況でございます。 

 次に、４１ページの消防施設費に関連いたしまして、富岡地区の消防倉庫の件でお尋

ねでございます。本年６月議会でも松本議員のほうからご質問があり答弁をいたしたと

ころでございますけども、大雨による崩土につきましては除去を行いますとともに、今

後崩れそうな部分につきましても取り除く等の応急措置を行っているところでございま

す。そのような中で、松本議員からは富岡地区の消防倉庫はほとんどが２から３ｍ以内

のところにたっているので、移転も含めた整備が必要であるとのご指摘もいただいてい

るところでございます。このようなところから現在、地元分団幹部の皆さまや地元の区

長さんにもご相談をしながら、新たな箇所、適地がないかどうかという検討をしており

ます。早い時期に適地が見つかりましたならば、６月の議会の折にも答弁いたしました

とおり、今年度の補正予算での計上をお願いし、整備を進めてまいりたいと考えている
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ところでございます。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） ３６ページのユニバーサルデザイン建築物整備促進事

業補助金のこのユニバーサルというのがどういうものかということでご質問をいただい

ておりました。ユニバーサルデザインにつきましては、高齢者、それから障がい者の

方、幼児等を含めまして、全ての人たちが円滑に利用できるバリアフリーですね、段差

等がない構造ということで定義がなされております。そういう中で今回の補助金につき

ましては、ある飲食店におきまして玄関付近の段差解消ということでスロープへの変

更、それから入口部分を自動ドアに改修されます分、それに通路におきまして手すり等

を設置する部分、経路型といわれる部分での改修が実施されますので、それに伴いまし

て、町、県が全体事業費のうちの３分の２、これは上限が７５万円ということになって

おりますが、その制度の中で県と町のほうで、それぞれ３分の１を負担するという形の

中で、今回５０万円という予算を計上させていただいたところでございます。 

続きまして、３９ページにございます港湾の長寿命化計画策定に伴いましてのお尋ね

がございましたが、これにつきましては、ご指摘のように計画そのものはですね、町職

員でつくるということは可能かというふうに思われますが、今現在、補助事業を活用し

た中で２分の１の補助をいただいております。当然のことながら、町職員がつくります

と当然資格もない中で作成をするということになりますので、あくまでも計画はできる

としてもその計画に基づいて補助金を申請することはまずできないということでござい

ます。あくまでも、このような計画等に携わる部分といたしましては、やはり資格等を

持っているコンサルの中に従事をいただいて計画を策定していただくということになろ

うかというふうに思っております。業者に丸投げということではなくてですね、やはり

専門的な知見のある方にこのような計画の策定をお願いするということでございますの

で、ご理解方お願いをしたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ４４ページをご覧ください。公民館費の修繕費でございま

すが、お尋ねの都呂々公民館の音響施設につきましては、もうすでに発注済みでござい

ます。又、その他のところもですね、点検して施設についても改修の必要があればです

ね、又、補正をお願いしまして検討してまいりたいと思います。 

 次に、４５ページでございます。４５ページの１３委託料でございますけども、衛生

害虫駆除委託料につきましては、当初予算で３回分を組んでおりましたが、５月１日に

発生しました異物混入の件につきまして、急遽１回追加でですね、害虫駆除を行ってお

りまして、その不足分を又計上させていただきました。併せてですね、清掃も委託料も
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大規模改修マニュアルに従いまして、当初予算には組んでいませんでしたが補正させて

いただきました。検便委託料の件につきましては、７月にですね、通知がございまし

て、新たにノロウィルスについても検便の項目に加えることという指示が熊本県教育委

員会からまいりましたので、急遽当初には計上してございませんでしたけども今回計上

させていただきました。 

以上です。 

○議長（山本政人君） ありませんか。ほかに。 

 いいですか。松本君。 

○１番（松本良人君） まず、９ページのですね、軽自動車関係の件でございますけれ

ども、聞いてみますと、かなりの方が免許を返納されているというようなことを、私、

老人会の関係もしておりますので知っております。ということは、その方たち全く交通

手段がなくなったと。私はこういった性格でございますので、よかよかと。歩くのがい

いからということでですね、まぎれかしていっちょきますけども、やはり弱者の方から

交通手段を取り上げますと、やはり引きこもりとか何かの関係でやっぱり健康づくりあ

たりには相当阻害をするんじゃなかろうかなと思っております。ここでですね、１点だ

け、免許証の持たれない方がですね、自宅から例えば坂瀬川、富岡、都呂々あたりから

志岐あたりに買い物に来られるってどのような形で来られるか。そこら辺ですね、私は

免許持っておりますので、そこら辺全然せんとですが聞いてみたいと思うとですね。例

えば、本渡までいくとにどういった形でいくとかと。やはり交通手段、そうとうやっぱ

りいっとじゃなかろうかなと。そこら辺も今後はですね、ぜひそこら辺も軽自動車が減

るということは今のところ、官がまだ調査の段階、そういったことであがってこんから

わからんからということはそれ事実と思います。ところがそういったこともやっぱり視

野に入れた行政を取り組まにゃいかんのじゃなかろうかなと私思います。ぜひですね、

そこら辺もここにでも調査されまして、あるいは免許を持たずに徒歩とか自転車とか他

の機関に頼る方のご意見なんかもお聞きしてですね、持っとったもんが持たんごてなっ

たときにどういった対応がよかかというようなことも十分ですね、町のほうで検討して

いただきたい。そして、来たる高齢者の時代、あるいは今、騒がれております高齢者の

交通事故が多かから免許証をもう取り上げますよというようなことがなってきておりま

すけれども、それにどう対応していくかちゅうとも十分考えていただきたい。そういう

行政をしていただきたいと思います。そこら辺、どうお考えになっているのかお尋ねを

します。 

 それから、そっちで考えてください。私、電算関係でですね、どうのこうの言うの

は、これだけ委託料とか電算関係が６,０００万、システムの関係でですね、ほかにも

委託料がいっぱいあるので今後どのようなことを考えて、もし苓北町が人口が減ったな



 

－121－ 

らば、これに対応するだけの財政的な余力があるのか、そこら辺を考えた行政をしてく

ださいということで現状は全然聞いておりませんので現状はわかっております。将来を

見据えてどのようなことを考えておられるのかというのをここで聞きました。そういう

ことでございますので、再度今後のですね、対応も大変だと思いますので、そこら辺も

併せて教えていただきたい。そう思います。 

 それから、林道関係の例の道路とか何かの状況でございますけれども、ぜひですね、

パトロールもできんような、ここでライトバンでも行ったっちゃ通られんような状況が

いっぱいありますので、せめてですね、車はとりあえず通られるような状況を早めにお

願いをしたいと思います。これはよかです。答弁いりません。 

 それから、３５ページ。富岡城公園関係の方の委託されとる方でしょうかね。そうい

った方の中で、社会保険をみたということでございますが、町で雇っておられる方々の

他の対応も併せて教えていただければなと思います。 

 それから、３６ページ。ユニバーサルデザインの云々のでですね、弱者の方の段差解

消とか自動ドアとか何か大変いいことだと思います。ぜひですね、町道とか県道あたり

私、安全協会の会議なんかのときにも常々申し上げておりますけれども、道路関係の標

識関係もですね、併せてですね、町ができんときには県の安全協会あたりにも強力に申

し出ていただいて、年取っていければですね、路側線とか何かが雨降ったときなんか見

にくうございます。それから、横断歩道停止線なんかも見えにくい。それから、横断歩

道なんか特にですね、年寄りが渡っときなんかもやはり危ないので、そこら辺を併せて

ですね、１つ対応をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、港湾関係でお尋ねしましたが、これちょっと私、策定関係で一つの例をと

りましたけれども、こういった委託がいっぱいあるんじゃなかろうかなと思います。こ

れは一つの例をとりましたけれども、こういったことはぜひともですね、今後は町の担

当のほうでできるだけ、やはりそれに足を突っ込んで、そして業者の方にも委託すっと

ならば、業者のされるのにもやはり口を突っ込んで、やっぱり実のある策定をしていた

だきたい。私はそう思います。つくりっぱなしで、はいはい、よかですばいって。どう

ぞ、これとっとって私たちが見たときになんやこらっていうようなことが言われないよ

うな。これお願いでございますので、いりません。 

 それから、もう１点ですね、実は東海岸のほうの海岸保全、これ聞いておりません

が、新しくよかですかね、港湾関係でですね、港湾の東海岸のところにいっぱい北風と

か何かの関係でビニールくずとかペットボトルそうとう吹き上げてくるというようなこ

とで、私これは委員会か一般質問の中でしましたけれども、その後、まだやぶれたまま

になっております。西海岸のほうにはきれいな木の柵ができております。なんで東海岸

と西海岸に差があるのかというのも不思議でならんわけですけれども、実は風の種類か
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ら言えば、私は富岡湾に寄ったペットボトルとかビニールくずなんかが吹き上げてです

ね、あそこの松林の中にはそうとうやっぱり引っかかる。どうかすればのこっちの風の

強かときには、民家の屋根までに飛んできてですね、そこ片付けるのが大変だというこ

とも一回申し上げたつもりでおりますけれども、そこら辺の対応が今のところなってお

りませんので、併せてですね、港湾管理と併せて一つ頑張っていただきたいなと思って

おります。 

 それから、４１ページ。私は消防倉庫のですね、件を言ったっですが、これは富岡の

消防倉庫の今ある健常なところは確かに古い順番からしていくので、ということでなさ

れましたけれども、それも大事ですが、今、１班のがけ崩れのあるところはどうかとい

うことで質問をしたわけですけれども、この関係については答弁がございませんでした

ので、その関係についての答弁をよろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（山本政人君） 順次、答弁を。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず、２３ページの関連で、委託料の件ですけども、これ

につきましては、いろいろ委託料がございます。それぞれですね、先ほど申しましたよ

うに予算編成の段階で経費削減ができないかどうか、各課検討した上で、経費の削減に

努めるようにしております。当然、今までそれぞれ業者あたりに委託していた分も、職

員の技能、知識の習得によって自前って言いますか、直営でできる部分も出てくるかと

思いますので、そういった分の見極めをしながら経費削減に努めてまいりたいと思いま

す。 

 それから、４１ページの消防倉庫につきましては、先ほどご回答いたしましたよう

に、３分団の１班のことを私は回答したつもりでございます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 軽自動車の関係で、免許証の返納者の方のそれだけに

は限られませんけども、交通手段のご質問がございました。町では、巡回バスや福祉の

タクシー券等々やっております。買い物についてはですね、それぞれの店で送迎もなさ

れているようです。又、通院につきましては、医療機関でそういった送迎の車も用意さ

れているようです。そういったところをですね、見ながら今後ご意見もですね、今、巡

回バスの関係で各区にご意見をお伺いしておるところでございますので、そういったと

ころも含めて、今後いろいろと検討していきたいと思っております。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 富岡東海岸の松林の背後と言いますか、海側について

おります緑色のネットの件でご意見ご質問が出ておりますが、これにつきましては、本

来、県のほうであそこに松林をつくられた際に、併せて植えておりました植生ですね、
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ウバメガシ等も植えられておるわけでございますが、その植えた植生を守るためのネッ

トというようなことで、県のほうにも修繕の依頼をしたところでございますが、本来初

期の目的は達しているというようなことで、倒れている分については撤去をしたいとい

うようなお考えでございました。そういう中で、今、議員のほうからペットボトル、そ

れに発泡スチロール等々のゴミまでですね、吹き上げて実質的には松林の中にとどまっ

たり、又、背後の住宅のほうまで及んでいるというようなご意見をいただいております

が、機能と言いますか、設置の目的については先ほど申し上げましたように、木を植え

た際の植生の保護という趣旨でございましたんで、今おっしゃられたような機能がある

ということで、それをどうしても必要だというふうになってくれば、まだこれについて

は設置の趣旨が変わりますので、又、そこら辺については今後検討させていただきたい

というふうに思います。以上です。 

○議長（山本政人君） ほかに答弁なかったかな。松本君。 

○１番（松本良人君） 消防倉庫の云々の件でございますけれども、私３班では富岡の

１班のがけ崩れのほうもということで明記をしたはずでございます。又、再度聞きま

す。この前、答弁ではですね、富岡３分団の元袋、尾越、春の迫の地区になりますけれ

ども、この分団の倉庫前ですね、崖が崩れました位置をですね、応急的なことで土砂の

撤去等行っておりますけれども、確かに先ほど松本議員がおっしゃったように、消防の

車が出入りするにはですね、危険が伴います。そういったところを踏まえてですね、現

在、緊急防災災害事業債のほうで追加をできないかということで県のほうにご相談をし

ているところでございます。県のほうの許可をいただきましたならば、今後の補正で早

めに対応したいということで考えておりますということでございましたので、この件に

ついて今度出んじゃったばってんどうなっておりますかと。これ危ないですよというこ

とで私は消防倉庫入口に危険箇所がついて今度何がどがん考えておられますかという質

問をしたところでございますけれども、私はこっちのほうのですね、あれについては又

そこら辺までは今回は言っております。もし、そういう私が言い方が間違ったならば、

この緊急防災事業債のほうで云々ということと補正のほうで対応しますということをで

すね、回答を願います。そして、もし緊急防災減債事業債のほうで対応できないとする

とならば、Ｈ鋼あたりは杭をしても五、六十万円しかかかりませんので、それで対応で

きないかと言ったところでございますので、そのくらいぐらいの単独予算はないのでし

ょうかね。そこら辺を改めて聞き直します。よく聞いとってください。私はＨ鋼で云々

っちゅうとも言うたはずですので。 

 それからですね、例の港湾のほうですね。もし、富岡の東海岸の件、確かに私もそう

思います。小さい松の木が大きくなるまでネットを張ってあるだろうなということで、

しかし、我々にしても町民にしても木の太うなったけん云々じゃなくて、ごみがひゃっ



 

－124－ 

てくっとをとりあえず止めてもらうのは大いにいいんじゃなかろうかと。補助対象がど

うのこうの初期の目的がどうのこうのじゃなくてですね、やはり東海岸にしてみれば相

当波のあったり北風がふいたときにはあそこの湾にビニールくずなんかが入ってきたの

が、風で吹き上げられますのでその対応はどうかなということでお願いをしたいと思い

ます。その対応をですね、今後はですね、植林の云々からどがんしてでも、ごみの入ら

んごて。あるいは、入ってきたのを受けとめるような感じで。あそこは階段式護岸がで

きておりますので、特に上がってると思いますが、そこら辺をですね、西海岸並みのよ

うなきれいな、多分あそこも網をはってあったんじゃなかろうかと思いますけれど、今

は木でですね、木製のよけのごたっとをつくってありますので、そういった形にです

ね、被害が近隣の方々が、住宅あたりに害を及ぼさないような程度のやっぱり施設は必

要じゃないかと思いますので、そこら辺単独ででも付けていただければあなと思いま

す。 

○議長（山本政人君） 順次、答えてください。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） ３分団１班の消防倉庫の件についてでございます。これに

つきましては、今、松本議員おっしゃいますように、崩土の状況がありまして危険だと

いう点と、それから富岡地区内の消防倉庫の中では、ほとんどが２、３ｍということで

３分団の１班もその地点でございます。しかし、倉庫自体も古くなっておりますので、

松本議員の指摘もございましたように、ほかの場所にですね、適地がないかということ

で現在探してもらっているところでございます。適地がありましたならば、この３の１

の消防倉庫を移転してですね、建て替えたいという計画でございます。そのような中

で、緊急防災減災事業債というのが、年度のですね、それぞれ枠がございますので、現

在は西川内の消防倉庫について申請を出して許可をいただいております。これにつきま

して、追加でですね、できるかどうかということで県にご相談をしておりますので、こ

の結果を受けまして緊急防災減災事業で３分団１班の消防倉庫の移転改築等ができるよ

うであれば、本年度の補正予算に計上して進めてまいりたいということでございます。 

○議長（山本政人君） あとは土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 先ほどの東海岸の件でございますけども、一応いずれ

にいたしましても、やはりごみの部分についてはですね、私のほうで即答できる立場に

ございませんが、又、関係課と協議をいたしました中でこの対応についてはですね、検

討をさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 東海岸のネットの件につきましては、そういうごみを

受け止める役目もあるということで、そういう声をお聞きしまして、当初のネットの高

さで言いますと２ｍ近くの高さがありましたけども、それを全面的に補修するのはちょ
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っと経費的にも難しいところでしたので、１ｍの高さまでは破れた部分につきまして、

支柱がある部分につきましては１ｍの高さで一応補修のほうを行わさせていただいてお

ります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 松本議員がまだあっとかなってちょっと思っとったもんですか

ら。３５ページの商工観光課の工事請負費でございます。１,８００万、このことにつ

きましては、先ほど野﨑議員のほうからご質問があり、千人塚に１,１００万、トルレ

ス広場に案内板の２基の７００万を予定しているという返事をいただいているところで

ございます。アズレージョによる観光案内板、地元の陶石を使って地元の窯で焼いた、

そのアズレージョ、確かに地場産業育成については非常に効果が大きく、将来的には以

前ありました広域サインですかね、観光施設への案内、あのようになったらますますい

いだろうなと思っているところでございます。そこで、幸いなことに、今年度監査委員

から決算審査意見書が私たちの議員にも手渡されました。その中の４９ページに、企画

政策課の都市再生整備計画の中で志岐城記念広場のアズレージョ看板デザイン業務委託

料１５４万４,４００円という金額が計上されているようでございます。工事請負費の

予算を検討するにあたり委託がすでに終わっているという関係でございますので、平面

とできたら図案の提示をお願いしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 今の件についてはすぐできますか。資料はありますか。用意で

きますか。それではしばらく休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４９分 

再開 午後１時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 資料配付ありがとうございました。ご覧とおりの図案のようで

ございます。私たちはあまりにも地元のこと言いたくありませんけども、年に一度麟泉

公のお祭りも開催しているところでございます。これにはちょうど消防団の辞令交付式

と重なり合いますけれども、町長もわざわざ時間をさいていただいてですね、その祭典

に出席されていることに対し地元の住民も大変うれしく思っているところでございま

す。それから先ほど申しましたけれども、今まで莫大な金をかけて整備にかかっておら

れることに対しましても敬意を表するところでございますけれども、今回この絵を見

て、ちょっといかがなものかなと思うところがございます。私は別に工事そのものに反

対するわけではございません。できたら地元の、地元という言葉使いたくありませんけ
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れども、いろんな方のですね、文化財保護委員の方でも結構だと思いますけれども、そ

の中にせめてうちの区長だけでも入ってもらって、この図案の案を描かれた方を交えて

ですね、そしてこの一画は都市再生のそれこそ一画でございますので、発掘調査、当初

からあたっておられます大田先生たちの意見も聞いていただいて、町長再度この図案に

ついての検討は考えていただけませんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これは私たちの常識でもですね、ちょっとびっくりしたわけで

すが、これをつくられた方が非常に若い人たちに人気のある芸術家だということで、若

い人たちにはこがんとのほうがよかですばいということで私はそうかということにもう

なってしまいました。残念だったですけど。ただ、若い人はもしかしたら好むかもしれ

ませんが、麟泉公をもう少し威厳のある形で表現は、調整ができないもんかなというの

は今でも思っています。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 町長もそういったご意見のようでございます。せっかくの図案

を又改めろというのは何でございますけれども、できるならですね、工事費は引っ込め

る必要もございませんけれども、そこの図案について町長再度考えるというご返事をい

ただけないでしょうか。そうしないと私の立場もこのあとございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これは作者がかなり東京で活躍しているようでございますの

で、今ここで確約はできません。もしかしたら違約料をとられるかもしれませんが、ま

ずは相談をしてみまして、少なくともちょっと麟泉公、目があっとかなかとかわからん

ごてしてるけんですね。この辺含めて麟泉公をもう少し立派なものにならんかなって。

これは私たちの常識はそういう常識ですから、でもそういう常識じゃない人は喜ぶとい

う話なんですよね。一応、相談はしてみまして、そして違約金等のこともやはり打ち合

わせなければならないこともあるかもしれません。そういう考え方で今おります。ただ

非常に我々の感覚ではない感覚でやっておられるというのがそのときの説明であったん

で、なかなかこれが一概駄目っていう話はですね、この場ではなかなか言えないんじゃ

ないかなと。ただし検討が必要じゃないかなというのは私も思っております。作者の方

と相談をさせてみたいと思います。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 天草市の庁舎の例もございます。違約金を払ってでも、今の庁

舎にされた天草市長の決断等もですね、ありますし、私もこの図案を地元に帰ってどう

なっていうことはなかなか苦しいところもございます。確かに若い人の考えも必要でし
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ょうけれども、老壮青三者一体となってですね、今後の観光開発も必要ではないかと思

います。私たちはとにかく年に一遍ではございますけどもお参りをするわけです。調和

を合わせるわけですから、そこの感覚を作者の方も取り入れていただけないかなと思い

ます。終わります。 

○議長（山本政人君） その答弁は先ほど町長おっしゃったとおりですね。 

 ほかにございませんか。石田君。 

○６番（石田みどり君） ２６ページですけども、敬老会の招待者記念品代ということ

で３５万補正されておりますが、これは人数的に当初予算で入れれなかったのかなとい

うふうに思いますので、このところちょっとお聞きしたいというふうに思います。 

それとですね、２４ページの過誤納還付金ですけれども、これの内容をちょっと説明

していただきたいというふうに思っておりますが。 

それと、先に出ておりますけども、林道の件についてですが、木場のですね、猿の越

線がありますけども、大きな石が落ちていて本当に危ないなというのが、ここ何年かそ

のまま放置されているところがございます。だから、先ほどもパトロールを見直しして

ちゃんとしたいというご意見がございましたけども、そこら辺もちょっと猿の越線もパ

トロールが行き届いているのかどうかということはちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 順次答えてください。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 敬老会の招待者記念品につきましては、毎年麟泉の湯

の入浴券を計上していたわけですけれども、この入浴券のほうが利用者が誰でもいいで

すよということでしたところ５０パーセントまで上がりましたけれども、大体対象者が

利用されるのが約３０パーセントぐらいだということで、今年度はこの記念品を廃止し

ようということで検討させていただいて、課のほうでですね、廃止をしたわけですけれ

ども、敬老会の各団体に集まっていただく打ち合わせ会の中でこれはやっぱり復活をし

てほしいという要望が再び出ましたので、検討の結果、今年度も敬老招待者の記念品、

麟泉の湯の入浴券を配付するというふうに決定しましたので今回補正で対応させていた

だきました。以上です。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（宮﨑裕昭君） ２４ページ、過誤納還付金の補正予算についてでござ

います。大きなものは九州電力の法人町民税の還付でございます。法人町民税につきま

しては、九州電力分につきまして、平成２８年度分が平成２９年８月に町のほうに届い

たわけですけれども、これまで中間納付で前年の２分の１の法人税割額の分１９９万ほ

どですね、納めていただいておりましたけれども、決算の数字が出まして、２８年度か

らこれまで単独の決算で行われていた分が２８年度から連結納税を適用されまして、１

００パーセント子会社の所得も含めた連結所得の６０パーセントが控除限度額となりま
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して、九電単体でおきましては黒字でございましたけれども、そこから控除をします場

合には単体の分の課税所得の６０パーセントとなりますけれども、連結納税を適用され

ますと１００パーセント子会社の所得も含めた連結所得というのがその倍ほどに膨れま

すので、その６０パーセントが控除限度額となりまして、九州電力の個別所得の金額を

超えて、町の法人税割額が０となっております。繰り越しの欠損金につきましては、９

年間繰り越しができるということになっておりまして、今回は平成２３年度分の欠損を

充当したということで九電のほうから報告を受けました。その結果、法人税割が０とな

りまして、中間納付をしてありました分の還付する必要がございましたので、その分を

還付する予算として計上させていただきました。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（野田尚之君） 石田議員のご指摘の猿の越線の落石についてでござい

ます。森林基幹道の苓北天草線が開通しましてから交通量が少のうなりまして、それで

私どもの手落ちでございます。早速確認をいたしまして対応したいと考えております。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。 

○６番（石田みどり君） はい。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論ありますか。それでは、まずこの補正予算に反対者の発言

を許します。討論者は必ず冒頭に賛成か反対かはっきりされて、それから意見を述べて

ください。松本君。 

○１番（松本良人君） 私は今回の補正予算に反対をします。なぜならば只今出されま

した志岐麟泉の関係の分でございます。私は当然こういったことじゃなくて、志岐麟泉

あたりは今まで公園化されて、いろいろあったじゃなかろうかなって思っております。

今、苓北町では公園が足りません。休みが増えても子どもたちと散策するところがない

というようなご父兄の方がかなりおいででございます。もとあった温泉センターの下の

公園もなくなって、そしてほかにもあまりパッとしたところがないと。はまゆう公園が

ありましたけれども、あそこが頼りでございましたけれども、あそこもないということ

でございます。そういった中で麟泉の向こうのほうのところがいろいろ手を入れられま

したので、散策すっとにいいところだなということで考えておりましたけれども、なん

か宗教的って言えばおかしかですけれども、こういったトルレスの神父の方とか、ある

いはいろいろな方、私たち小学生のときは知らんやったですもんね。知らんば知らんで
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もよかったじゃなかろうかというやつが取り上げられてきたと。私たちは小学生の頃は

なんが一番有名かというのは千人塚が一番有名やったです。天草キリシタンの乱でです

ね、千人塚が知っとったと。富岡城の跡はもちろんです。千人塚と山陽公園は小さいと

きからずっと習いましたけれども、妙なのが飛び込んできてですね、こういった形をボ

ンボンボンボンつくられていくと。つくってもいいと思いますけれども、やはり町民の

本質なやっぱり子どもと和むところが建って、あるいはほかにいろいろ満たされるとこ

ろが建って、そしてその上にこういったことを勉強しようと。あるいは日本全国こうい

ったことで発信して、今後天草の地位を、苓北の地位を高めようとするならばですけれ

ども、まだまだ苓北町はそこにも足元にも及ばんでおってから、こういうことをしてで

すね、金をかけるのはどうかなと私は思います。これはここら辺をもう一度再度やめて

いただいて、そして町民の本当に過ごしやすい安全と安心の地域を作り上げてから、こ

ういったことに取り組んでいただければいいんじゃないかと思います。現在、いろいろ

指摘がありよりましたけれども、河川の問題、道路の問題、地すべりの問題、災害の問

題、苓北町にはいっぱいあります。ぜひそこら辺に力を入れていただいて、ここら辺は

ちょっとでも足踏みをしていただいて、今後の問題として検討していただければなと思

いますので私は反対します。 

○議長（山本政人君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、本件に反対者の発言を許します。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今度の補正予算には善亀の区域のですね、ボーリング等早急に

取り組んでもらいたい部分もありますが、今さっき見せていただいた、これがアズレー

ジョになってずっと歴史的に残るわけでしょ。これはもうぜひやめてもらいたい。それ

から、この図案に決まった経過がどういう形で誰が決めたのか。どういう形で決めたの

か。そこら辺の説明もありません。それから、ちょっと見せていただければ、このまま

なるのかどうかわかりませんけれども、①と②は大きな字でありますが、③から⑩まで

は小さい字でなっています。この辺もよくわかりません。そこら辺のところですね、十

分説明が足りなかったということで、私は今回の補正予算に反対します。以上です。 

○議長（山本政人君） 次に、本件に賛成者の発言を許します。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、本件に反対者の発言を許します。髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 浜口議員が言われるように、重要な予算も組まれております。

しかしながら、町長からも検討をするという返事をいただきましたけれども、どうして

も納得しかねます。よって残念でございますけれども、今回の補正予算には反対をさせ

ていただきます。 
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○議長（山本政人君） 次に、賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、本件に反対者の発言を許します。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 私も今反対討論がありましたように、全くの同意見で志岐城整

備に７００万もの予算を組まれております。そのメインとなるアズレージョが今回のよ

うなこの原案では私もちょっと納得ができません。よって、この原図案の又、見直しが

なければ現在のままでの予算は賛成することができませんので反対いたします。 

○議長（山本政人君） 次に、本件に賛成者の発言はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、本件に反対者の発言ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

 議案第４４号を採決します。本件は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議がありますので、起立によって採決をします。 

本件のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

したがって、議案第４４号、平成２９年度苓北町一般会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第４５号 平成２９年度苓北町坂瀬川財産区特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１０、議案第４５号、平成２９年度苓北町坂瀬川財産区

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４５号、平成２９年度苓北町坂瀬川財産区特別会計

補正予算（第１号）（案）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１７５万７,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,８４６万７,０００円とするものでございます。 

 それでは、補正予算の内容についてご説明いたしますので、６ページをお開き願いま
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す。歳入でございますが、款２繰越金、項１繰越金、目１繰越金が、１７５万７,００

０円の増額でございます。これは平成２８年度の繰越金が確定したことによるものでご

ざいます。 

 次のページ、７ページをお開き願います。歳出でございますが、款２、項１、目１予

備費が１７５万７,０００円の増額でございます。これは６ページで説明を行いました

歳入の増額に伴い、予備費を増額するものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４５号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４５号、平成２９年

度苓北町坂瀬川財産区特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第４６号 平成２９年度苓北町都呂々財産区特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１１、議案第４６号、平成２９年度苓北町都呂々財産区

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４６号、平成２９年度苓北町都呂々財産区特別会計

補正予算（第１号）（案）について、ご説明申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２４万８,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,７６１万２,０００円とするものでございます。 

 それでは、補正予算の内容についてご説明いたしますので、６ページをお開き願いま

す。歳入でございますが、款２繰越金、項１繰越金、目１繰越金が、２４万８,０００

円の増額でございます。これは、平成２８年度の繰越金が確定したことによるものでご

ざいます。 
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 次のページ、７ページをお開き願います。歳出でございますが、款１総務費、項１総

務管理費、目１管理会費が、５万円の増額でございます。これは都呂々地区における風

力発電事業計画が持ち上がったことによります会議数や現地確認の増加に伴う委員の費

用弁償を計上するものでございます。又、目２財産管理費が５１万６,０００円の増額

でございます。内訳としましては、９旅費が１万６,０００円の増額で、委員同様、会

議数の増加、現地確認の増加に伴う山林取締員の費用弁償を計上するものでございま

す。又、１９負担金補助及び交付金５０万円の増額は、本年度新たに設けました都呂々

財産区地域振興補助金の施工による計上分でございまして、一般会計の中でも説明をい

たしましたように、木場みどりの会から要望が出されております全国しま山百選決定に

伴う天竺３町の環境整備に対応するものでございます。 

次のページ、８ページをお開き願います。款２、項１、目１予備費が、３１万８,０

００円の減額でございます。これは歳入の増額及び歳出における款１総務費の増額に伴

い、款２予備費を減額して調整するものでございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） ７ページのですね、１、２、１９、５０万円でございますけれ

ども、これもうちょっとですね、内容まで詳しく説明をお願いします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 都呂々財産区振興補助金につきましては、今年度財産区の

管理会におきまして協議を重ねた部分でございます。都呂々地区住民のために事業を行

う自治会等に対し、都呂々財産区の予算の範囲内において補助金を交付することによっ

て必要な事項を定めるものとするという趣旨の中でつくっております。これまでも中学

校の校旗でありますとか、そういった部分で都呂々財産区のほうから助成金を支払いを

していた事例がございますけれども、はっきりした補助金の交付要綱がございませんで

した。そういった中で、今回新たに補助金の交付要綱を定めて、今申しましたように、

都呂々地区住民のために事業を行う自治会等に対し、助成をしていこうというものでご

ざいます。今回の部分につきましては、今、説明しましたように、木場みどりの会から

要望が出されている全国しま山百選決定に伴う天竺３町の環境整備について対応するも

のでございますけれども、木場みどりの会のほうから概算の事業費がきております。こ

の概算の事業費から特定財源を除いた額の４分の３以内を財産区のほうで助成をすると

いうことにいたしております。ただし、５０万円を上限とするというようなことにいた

しております。そういった中で、今回概算の事業費が上げられておりますので、その中

から町の助成金を除いた分の４分の３以内というようなことで５０万円を計上したとこ
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ろでございます。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 先ほどの補正の中で、一般会計からも出ておったですが、重複

はしないわけですかね。合わせれば１００万以上になりますけれども。そこら辺はどう

思われますか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 総事業費がございまして、そのうちの２分の１以内が町の

補助でございます。その残りの分の２分の１の４分の３以内、これが財産区の助成部分

になりますので重複はいたしません。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） そうした場合は、総事業費はいくらになりますかね。そして、

総事業費がいくらで町が２分の１して、その分のいくらで地元がいくら出して、財産区

がいくら補助するということを教えていただければなと思います。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 概算の事業費で１２９万８,６６９円でございます。その

うちの２分の１が町の助成金ということで、６４万９,０００円が町の助成金になりま

す。総事業費から町の助成金を差し引いた分、それに４分の３をかけた分が都呂々財産

区の助成金ということでございます。ただ、補助の概算が出ておりまして、今後数値の

変動等も考えられることから、限度額以内が５０万というようなことにしておりますの

で、５０万の予算を計上させていただいております。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） そうした場合は、地元の負担金が１４万、およそ１５万ぐらい

なるということですかね。要するに、総事業費が１２９万８,６６９円。町が６４万９,

０００円。財産区のほうが５０万ということであれば、あと残りの１４万９,０００円

ぐらいですかね。そういった計算ですかね。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） そうです。８分の１の計算になりますので、地元負担金が

約１６万３,０００円ほどになります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 
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議案第４６号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４６号、平成２９年

度苓北町都呂々財産区特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第４７号 平成２９年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１２、議案第４７号、平成２９年度苓北町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 議案第４７号、平成２９年度苓北町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９０万２,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１３億１,６６８万２,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、平成２８年度決算に伴い、繰越金の確定によるものでござ

います。 

補正予算の中身について、ご説明いたしますので６ページをお開きください。 

まず、歳入ですが、款４国庫支出金、項２国庫補助金、目３国保事業報告システム改

修補助金３２万４,０００円の増額補正は、平成３０年度から熊本県が保険者になるこ

とから、国への報告の様式、月報、年報の様式変更に伴うシステム改修のための国庫補

助金でございます。 

次に、７ページをお開きください。款１１繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会

計繰入金２８万６,０００円の減額補正は、先ほどの国庫補助金３２万４,０００円に伴

う一般管理費の財源区分の変更による事務費繰入金の減額でございます。 

次に、８ページをお開きください。款１２繰越金、項１繰越金、目１その他繰越金４

８６万４,０００円の増額は、前年度決算による剰余金から条例に基づく積立金１００

万円を控除した額でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたします。 

９ページをお願いいたします。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費３万

８,０００円の増額は、第三者行為求償事務委託料でございます。 

次に、１０ページをお開きください。款２保険給付費、項１療養費、目３一般保険者

療養費３０万円の増額は、療養費不足見込みによる補正でございます。 
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次に、１１ページをお願いいたします。款２保険給付費、項２高額療養費、目１一般

被保険者高額療養費２５０万円、目２退職被保険者等高額療養費１３６万４,０００円

は、同じく不足見込みによる補正でございます。 

次に、１２ページをお願いいたします。款８保健事業費、項２保健事業費、目１疾病

予防費２万８,０００円は、同じく不足見込みによる補正でございます。 

次に、１３ページをお願いいたします。款１１諸支出金、項１償還金及び還付加算

金、目３償還金６７万２,０００円の増額は、平成２８年度実績に伴い特定健診・保健

指導負担金の返還金でございます。 

以上が、平成２９年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑を行いますが、質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。討論を行いますが、討論はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４７号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４７号、平成２９年

度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第４８号 平成２９年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１３、議案第４８号、平成２９年度苓北町介護保

険特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 議案第４８号、平成２９年度苓北町介護保険特別会計

補正予算（第１号）（案）について、ご説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,６１２万３,０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ８億８,７１２万３,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、前年度実績報告による国・県の交付金及び一般会計繰入金

の額確定によるものでございます。 
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それでは、補正予算の中身についてご説明をいたしますので、６ページをお願いいた

します。 

まず、歳入です。款３国庫支出金、項２国庫補助金、目２地域支援事業交付金の１万

３,０００円の増額は、歳出での介護給付費通知書作成委託料の国庫負担分の交付金で

ございます。 

７ページをお願いします。款５県支出金、項２県補助金、目１地域支援事業交付金の

５,０００円の増額は、国庫支出金同様、介護給付費通知書作成委託料の県負担分の交

付金でございます。 

８ページをお願いします。款７繰入金、項１一般会計繰入金、目２地域支援事業交付

金の５,０００円の増額は、これも同じく介護給付通知書作成委託料の町負担分でござ

います。 

９ページをお願いします。款７繰入金、項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰

入金ですが、財源不足により６３８万８,０００円の基金を取り崩すものでございま

す。 

１０ページをお願いします。款８繰越金ですが、前年度決算により、介護給付費準備

基金１,０００万円を積み立てた残りから、名目計上分１,０００円を引いた９７１万

２,０００円を増額するものでございます。 

１１ページをお願いします。歳出です。款３地域支援事業、項２包括的支援事業・任

意事業費、目３任意事業費３万１,０００円の増額は、年４回郵送する介護給付費通知

書の作成委託料でございます。 

１２ページをお願いいたします。款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１第

１号被保険者保険料還付金１７万３,０００円の増額は、過年度分の保険料払戻金でご

ざいます。目２償還金１,３３６万２,０００円の増額は、前年度精算により国、県及び

支払基金に対して、負担金及び交付金を返還するものでございます。 

１３ページをお願いします。項２繰出金、目１一般会計繰出金ですが、前年度実績に

より、２５５万７,０００円増額し、一般会計へ戻すものでございます。 

以上が、平成２９年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ９ページの介護給付費準備基金ていうとがあっとですよね。こ

れは残額がいくらぐらいになりましたか。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 約４,２００万円でございます。 
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○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 約じゃなかでしょう。ちゃんと教えてくださいよ。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） はい、ちょっとお待ちください。はい、申し訳ありま

せんでした。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） ４,２９０万４,７４２円でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ほんならこれは当初は５,０００万ぐらいあったということで

すかね。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 前年度末の残が３,２９４万７４２円で、今年度１,０

００万円の繰り入れをしまして、４,２９０万４,７４２円でございます。 

○８番（浜口雅英君） 終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、ないようです。質疑なしと認めます。 

討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４８号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４８号、平成２９年

度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第４９号 平成２９年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１４、議案第４９号、平成２９年度苓北町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 議案第４９号、平成２９年度苓北町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４２万７,０００円を追
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加し、歳入歳出それぞれ１億８８１万４,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、平成２８年度決算に伴い、繰越金の確定によるものでござ

います。 

補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きください。まず、

歳入ですが、款４繰越金、項１繰越金、目１繰越金１３６万９,０００円の増額は、２

８年度の決算による増額でございます。 

次に、７ページをお願いいたします。款５諸収入、項２償還金及び還付加算金、目１

保険料還付金５０万４,０００円及び目２還付加算金５万４,０００円の増額は、過年度

の保険料還付に伴う保険料及び加算金でございます。 

次に、８ページをお願いいたします。款５諸収入、項５雑入、目１雑入５０万円の減

額は、社会保険料及び健康増進事業収入減のための減額でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたしますので、９ページをお願いいたします。款１

総務費、項１総務管理費、目１一般管理費ですが、運動指導士の雇用ができなかった月

の分の報酬、共済費、旅費等の減額でございます。 

次に、１０ページをお願いいたします。款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後

期高齢者医療広域連合納付金、目１後期高齢者医療広域連合納付金ですが、２８年度分

保険料の精算がございますので、前年度繰越分をあてて、１２８万４,０００円の増額

をするものでございます。 

次に、１１ページをお願いいたします。款３諸収入、項１償還金及び還付加算金、目

１保険料還付金及び目２還付加算金、過年度の保険料還付金とそれに伴う加算金の増

額、合わせて６４万３,０００の増額補正でございます。 

以上が、平成２９年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑を行いますが、ありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） ９ページの報酬とか共済費とか旅費とかありますけれども、こ

れはたぶん臨採の方ですかね、非常勤の方も入っていると思いますが、そこら辺、非常

勤の方が何名ぐらいおいでかなと。できれば職と人数を教えていただければな。 

それと、前回一般会計のほうでですね、富岡公園関係でも社会保険料等についてほか

の方はどうなっておりますかということで聞いとったですが、それについての回答がご

ざいませんでしたので、社会保険等に入っておられる状況等を教えてください。非常勤

の方のですね。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 後期のほうにおきます非常勤の方は現在２名でござい
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ます。 

○議長（山本政人君） あとは総務課長かな。ゆっくり調べてください。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 本年４月からですね、厚生年金保険の被保険者数が常時５

００人以上の企業に勤務する短時間勤務労働者に加えまして、被保険者数が常時５００

人以下の企業のうち、該当する項目にあたる事業者につきましては、短時間労働者も厚

生年金保険、健康保険の適用対象となりました。新たに、適用拡大となる事業所につき

ましては、次のア、又はイに該当する被保険者が常時５００人以下の事業所というよう

なことの中で、一般の会社におきましては、労使合意に基づき、申し出をする法人個人

の事業者、それからイにつきまして、地方公共団体に属する事業所ということが適用対

象が広がっております。この中で、勤務時間、勤務日数が常時雇用者の４分の３未満、

これが非常勤の職員になりますけども、そのうち以下の１から４全ての要件に該当する

方がこの短時間労働者の適用対象となります。①として、週の所定労働時間が２０時間

以上であること。②として、雇用期間が１年以上見込まれること。③として、賃金の月

額が８万８,０００円以上であること。④について、学生でないこと。この規定の中で

今回対象となる非常勤職員につきましては、この保険の加入をしているところでござい

ます。 

○１番（松本良人君） ちょっと違うですよ。苓北町の状況を教えてくださいと言った

んですけど。そこらへんの法的なところでなく。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 今回の補正に計上しております再任用の職員、これが１名

と商工観光課の職員が４名、５名でございます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 苓北町の状況はそれだけですか。 

○総務課長（山﨑秀典君） そうです。 

○１番（松本良人君） 苓北町全部で。補正じゃなかですか。何人で非常勤を何人雇っ

て、何人が該当者で何人が云々というのを教えていただければいいと思います。 

○議長（山本政人君） わかりますか。全部わかっと。わからんばあとででよかです。

総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） すみません。ほかの課の状況がわかりませんので、あとで

報告いたします。非常勤の職員につきましては５５名でございます。 

○議長（山本政人君） のちほど調査をして報告があると思います。ほかにありません

か。ちょっと待って。 

○１番（松本良人君） まだ２回しか言っとらんけん。１回か２回。 

○議長（山本政人君） ３回目。松本君、どうぞ。 
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○１番（松本良人君） できればですね、介護のほうのが何名ぐらいおいでかな。介護

と国保の関係の方の非常勤の方の今雇っておられる方がどんくらいぐらいで稼働してお

られるかなと思いますので教えていただきたい。 

○議長（山本政人君） わかります。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 福祉保健課のほうには非常勤職員は全部で１３名で

す。それぞれいりますか。国保、後期、介護、合わせて１３名になります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、ないようです。質疑なしと認めて、次に討論を行います

が、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４９号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４９号、平成２９年

度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第５０号 平成２９年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１５、議案第５０号、平成２９年度苓北町水道特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５０号、平成２９年度苓北町水道特別会計補正

予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５９０万５,０００円を増

額し、歳入歳出それぞれ２億２,９５２万８,０００円とするものです。 

内容は、前年度繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款２使用料及び手数料、項１使

用料、目１水道使用料、節１現年分は、４月から８月までの実績に基づく見込みにより

４００万円の減額でございます。発電所定修期間の短縮や人口の減少が影響していると

思われます。節２過年度分５,０００円は、平成２６年度終了の滞納繰越分です。 

７ページをお願いいたします。款４繰入金、項２、目１、節１基金繰入金は、繰越金

収入等の増により基金取崩しが不要になったため７００万円の減額でございます。 
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８ページをお願いいたします。款５、項１、目１、節１繰越金は、前年度繰越金の確

定により１,４６８万３,０００円の増額でございます。 

９ページをお願いいたします。款６諸収入、項２、目１、節１雑入は、平成２７年度

及び平成２８年度申告分の消費税更正申告に伴う還付金１９３万８,０００円です。こ

れは平成２６年度から、消費税の税率が５パーセントから８パーセントになったことに

伴い、申告額を全て８パーセントで計算しておりましたが、一部５パーセントが適用で

きるということで更正申告をしたことによります。通常、消費税につきましては、使用

料金等として徴収した消費税額から工事費や委託料等の経費として支払った消費税額を

控除した差額を収めるものですが、特別会計の消費税につきましては、この経費から起

債償還のために一般会計から繰り入れた場合は、この額に相当する消費税額を差し引く

ようになっております。この繰入金に伴い差し引く消費税額について８パーセントで計

算しておりましたが、平成２６年度以前消費税が５パーセントの期に借り入れた起債の

償還に繰り入れた場合は、５パーセントで計算できるということがわかりましたので計

算しなおしますと、経費として控除できる額が増えますので納める消費税額が少なくな

り、還付されたということでございます。なお、下水道特別会計、特定地域生活排水処

理事業特別会計にも同様に雑入で消費税還付金がありますが、同じ理由によるものでご

ざいます。又、熊本県簡易水道協会負担金は田嶋町長が熊本県簡易水道協会会長に就任

されたため、要望活動等で出張された場合の旅費について、熊本県簡易水道協会が負担

する経費を受け入れるものでございます。 

歳出につきましては、１０ページをお願いいたします。款１水道費、項１水道管理

費、目１一般管理費、節２給料、節３職員手当、節４共済費、節１９負担金補助及び交

付金の退職手当負担金は、職員の人事異動に伴う増額でございます。節１１需用費は、

漏水修理等に伴う修繕料で、２０２万４,０００円の増額です。節１４原材料費は、富

岡水道及び志岐水道送水管に生じております口計２００ｍｍの鋳鉄管が破損した場合に

備え、継ぎ手を保護する資材を購入するため４０万円の増額でございます。 

１１ページをお願いいたします。款２公債費、項１公債費、目１元金は、財源区分の

変更でございます。 

以上で、平成２９年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）（案）の説明を終わり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５０号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５０号、平成２９年

度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第５１号 平成２９年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１６、議案第５１号、平成２９年度苓北町下水道

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５１号、平成２９年度苓北町下水道特別会計補

正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１２０万円を減額し、歳

入歳出それぞれ３億６,３３６万９,０００円とするものです。 

内容は、前年度繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款１分担金及び負担分、項１分

担金、目１分担金、節２滞納繰越分は、平成２８年度において１件６,５００円の４基

分２万６,０００円の未納金が発生したため、滞納繰越分として計上するものです。な

お、この２万６,０００円につきましては、今年８月に全額納付をしていただいており

ます。 

７ページをお願いいたします。款２使用料及び手数料、項１使用料、目１下水道使用

料、節１現年分は、水道料金と同様に、今年４月から８月の実績に基づく見込みにより

２００万円の減額でございます。 

８ページをお願いいたします。款４繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金、節１

一般会計繰入金は、繰越金等の歳入の増、及び歳出の見直しにより７２５万３,０００

円の減額でございます。 

９ページをお願いいたします。款５、項１、目１、節１繰越金は、前年度繰越金の確

定により、１４５万３,０００円の増額でございます。 

１０ページをお願いいたします。款６諸収入、項３、目１、節１雑入は、水道特別会

計と同じく、平成２７年度及び平成２８年度申告の消費税更正申告に伴う消費税還付金

６５７万４,０００円の増額でございます。 
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歳出につきましては、１１ページをお願いいたします。款１公共下水道事業費、項１

下水道管理費、目１一般管理費で、節２給料、節３職員手当、節４共済費、節１９負担

金補助及び交付金の退職手当負担金は、職員の人事異動に伴う減額です。節１１需用費

は、台風や大雨に伴う機器の故障等による修繕料３００万円の増額でございます。 

１２ページをお願いいたします。款１公共下水道事業費、項２下水道事業費、目１下

水道事業費は、財源区分の変更でございます。 

以上で、平成２９年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号）（案）の説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５１号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５１号、平成２９年

度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第５２号 平成２９年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１７、議案第５２号、平成２９年度苓北町農業集

落排水特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５２号、平成２９年度苓北町農業集落排水特別

会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３５万円を追加し、歳入歳

出それぞれ１,８８３万９,０００円とするものです。 

内容は、前年度繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款４、項１、目１、節１繰越金

は、前年度繰越金の確定により３８万９,０００円の増額です。 
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歳出につきましては、６ページをお願いいたします。款４、項１、目１、節１繰越金

は、前年度繰越金の確定により３５万円の増額です。 

歳出につきましては、７ページをお願いいたします。款１農業集落排水事業費、項１

農業集落排水管理費、目１一般管理費で、節１１需用費はマンホールポンプの修繕料と

して３５万円の増額でございます。 

以上で、平成２９年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）（案）の説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５２号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５２号、平成２９年

度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第５３号 平成２９年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１８、議案第５３号、平成２９年度苓北町特定地

域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５３号、平成２９年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１６４万１,０００円を

減額し、歳入歳出それぞれ４,７０１万円とするものでございます。 

主な内容は、前年度繰越金の確定に伴うものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款４繰入金、項１一般会計繰入

金、目１、節１一般会計繰入金は、繰越金による歳入増、人件費の減等による歳出減に

より、３１１万円の減額でございます。 

７ページをお願いいたします。款５、項１、目１、節１繰越金は、前年度繰越金の確
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定に伴い１１３万９,０００円の増額です。 

８ページをお願いいたします。款６諸収入、項２、目１、節１雑入は、水道特別会計

と同様に、平成２７年度及び平成２８年度消費税の更正申告に伴う消費税還付金３３万

円の増額です。 

歳出につきましては、９ページをお願いいたします。款１特定地域生活排水処理事業

費、項１特定地域生活排水処理管理費、目１一般管理費、節２給料、節３職員手当、節

４共済費、節１９負担金補助及び交付金の退職手当負担金は、職員の人事異動に伴う減

額です。節１１需用費は、ブロアーなどの修理費の増に伴う修繕料で４５万９,０００

円の増額です。 

以上で、平成２９年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）

（案）の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５３号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５３号、平成２９年

度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第５４号 平成２９年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１９、議案第５４号、平成２９年度苓北町宅地造

成事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議案第５４号、平成２９年度苓北町宅地造成事業特別

会計補正予算（第１号）（案）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２万５,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７５１万９,０００円とするものでござい

ます。 

６ページをお開きください。款３繰越金、項１繰越金、目１繰越金、節１繰越金につ
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きましては、平成２８年度からの繰入金の確定に伴うものでございます。 

７ページをお開きください。歳出でございます。款３予備費、項１予備費、目１予備

費、節２９予備費４２万５,０００円につきましては、繰越金をそのまま予備費とする

ものでございます。 

以上で、平成２９年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）の説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５４号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。したがって、議案第５４号、平成

２９年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）については、原案のとおり可

決することに決定しました。 

 ここで３時２０分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０２分 

再開 午後３時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第５５号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

○議長（山本政人君） 日程第２０、議案第５５号、熊本県市町村総合事務組合規約の

一部変更についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第５５号、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の変更及び規約の一部変更について。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平成２９年

９月３０日限りで、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更し、熊本県市

町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次
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のとおり変更する。 

 平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

 提案理由でございますが、一部事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を変更し

ようとするときは、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要があるた

めでございます。 

 中段をご覧ください。熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）

の一部を次のように変更する。 

 別表第１中「公立玉名中央病院企業団」を「地方独立行政法人くまもと県北病院機構

設立組合」に改め、別表第２第３条第１号に関する事務の項中「、公立玉名中央病院企

業団」を削り、同表第３条第９号に関する事務の項中「公立玉名中央病院企業団」を

「地方独立行政法人くまもと県北病院機構設立組合」に改める、ものでございます。 

 補足説明を致します。新旧対照表にございますように、組合を組織する地方公共団体

の廃止及び新たな設置に伴い、その名称、組合の共同処理する事務、第３条第１号は、

職員に対する退職手当に関する事務、第３条第９号は、地方公務員災害補償法の規定に

よる議会の議員、その他非常勤の職員に係る公務上の災害または通勤による災害の補償

に関する事務について、それぞれ、名称変更、削除を行うものでございます。 

附則といたしまして、この規約は、平成２９年１０月１日から施行する、こととして

おります。 

以上、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） はい、説明が終わりました。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、質疑なしと認めます。 

討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論なしと認めます。 

議案第５５号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。したがって、議案第５５号、熊本

県市町村総合事務組合規約の一部変更については、原案のとおり可決することに決定し

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第２１ 議案第５６号 請負契約［富岡城新大手門広場整備工事］の変更締結に

ついて 

○議長（山本政人君） 次に、日程第２１、議案第５６号、請負契約［富岡城新大手門

広場整備工事］の変更締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 議案第５６号、請負契約［富岡城新大手門広場整備工事］

の変更締結について。 

 平成２８年１２月１４日、議案第６２号により議決された下記工事請負契約を変更締

結するものとする。 

 平成２９年９月８日提出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、富岡城新大手門広場整備工事。２、契約の方法、指名競争入札。

３、契約金額、当初５,５９４万４,０００円、変更２８万６,０５２円、合計５,６２３

万５２円。４、契約の相手方、熊本県天草郡苓北町志岐２３４番地１、株式会社レイジ

ュウ、代表取締役、植里幸太郎。 

提案理由、地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を得る必要があるため

でございます。 

変更内容を説明いたしますので、次のページの平面図をご覧いただきます。まず、一

ヶ所目でございますが、図面の右下の①と書いてございます。東側石垣工でございます

が、図面上での当初計上面積を出来高により前面部で１９.３㎡の計画に対して２３.５

㎡、背面部で３１.７㎡に対して３２.７㎡に変更するものでございます。次に、２ヶ所

目が右上でございます。②と表記してございます。西側石垣工でございます。この図面

において、緑色でですね、表記してございますＡ点からＢ点におきまして、亀裂やはら

みが発生していたために文化財石垣石工さん、専門家の意見を聴取しまして、起点側実

施箇所の施工面積を増工いたしました。又、終点のＣ点からＥ点におきましては、当初

は石垣が既存していることとして暫定計上しておりましたが、既存石垣がなかったこと

から、根石の隅石ラインから新石材により実施することといたしました。これにより両

側巻き付け部分の実施面積が増加したことによる変更でございます。施工面積で当初計

画で１２１.４㎡に対しまして、施工面積を１５５.４㎡延長を３１.５ｍに変更するも

のでございます。３ヶ所目が②から左側ですね、③と表記してございますが、当初設計

時におきまして、既存のですね、Ｌ型擁壁に擬石板をはりつける石張工を隣接地権者に

説明の上、同意を得て計画して発注しておりましたが、工事期間中に施工しないでほし

いとの地権者の申し出により、施工する上で足場等を民地に施工する必要があり、同意

なしには施工作業ができないため今回の工事での施工を未施工とすることによる変更で
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ございます。４ヶ所目が左中央の④と書いております堀切工でございますが、工事中の

文化財調査におきまして、堀切底部幅員が２間半、４.５ｍから３間５.４ｍと確認され

ましたことから、その幅員の当初計画３.５ｍを４.５ｍに拡幅し、施工延長を当初３９

ｍを３５.８ｍに変更することといたしました。又、石積工の延長を当初の４６.２ｍに

対しまして、両側の巻き付け部を仮設工とし、現場発生堰での捨て石により施工するこ

とにより、延長を３５ｍに変更するものでございます。併せて、矢来垣、石垣を当初設

計４２ｍを３８ｍに変更するものでございます。主な変更の内容は以上のとおりでござ

いますが、資料としまして、施工箇所を朱書きで囲みまして２枚目が東側石垣の展開図

と断面図、３枚目が西側石垣の展開図との上段が解体の石垣図、中段が西側石垣全面の

変更展開図、下段が石垣背面の石積工の変更展開図を添付しております。４枚目が西側

の石垣工の横断図と未施工のＬ型擁壁のしばり工の施工図のほうの展開図を添付してお

ります。５枚目が最後に、堀切工の平面、断面、石垣配置図、矢来垣詳細図を添付して

おります。なお、工期は平成２９年１０月３１日までとしております。 

以上のとおり、ご説明申し上げましたのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。質疑を行いますが、質疑はありません

か。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 本箇所には、これまでもこの堀切の部分の液状化について、そ

の対策はあったのかということをお尋ねしておりました。今回④の部分と、それからす

でに既設部分について堀切の底張り、側面は耐水性はゼロですね。大手門、石垣等を今

度は本事業で作り上げるわけですが、本事業による施設への影響、及び周辺の民地、民

家への液状化現象とこれへの対策は検証していますか。 

それから通行手段が通すとか通さないとかでなっとで、まだはっきり私たちはこうし

ますということは聞いておりません。それはどうなったのか。 

それから完成すればこの箇所はですね、今申し上げました通すのか通さんのかも含め

て、迂回町道の記載をですね、平面図で示すべきだろうというふうに思います。当該箇

所北方に北側に富岡中央線から港へ抜ける町道があります。それはなぜここにこの平面

図の中に記載されていないのか。このＡ３の図面の中には入らないということはないと

思います。 

それから２８年度の工事施工箇所に道路側溝の確認をしました。側溝がどこまでいく

のかってですね。この２８年度の石垣の中に入ってしまうとじゃなかかというお尋ねを

したと思います。そのとき教育課長はボックスカルバートがあると。暗渠側溝であると

いうことでしたけども、側溝であるならばその水処理、道路水、汚水、そういうものの

処理はどうされているのか。 

それから図面番号４の西側石垣工横断図のＤ断面とＥ断面で、ここが左側の部分が２
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段になっていると。ですね。この２段の石垣はなぜあるのかという話したところが、２

段をなくすということでしたね。いうと、前の段は当初から２段あったのならば史実に

基づくなら２段で復元すべきだという話をしましたが、前の低い段、石垣は後ろの補強

に使ったものだったという説明でした。今回、補強に使った前面の石垣に合わせて、低

い石垣ですね、に合わせて新たな石垣を計画されていますけども、それはどういうこと

なのかお尋ねをします。そのことによって、Ｅ断面では石垣とりでと言いますか、石垣

の幅が９.２２から１０.８０、１.５８延びています。それからＤ段面は８.４３が１

０.２０へ１.７７広がっています。どういうことなのかお尋ねします。 

以上、５点です。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 液状化現象につきましてはですね、前回もお尋ねになりま

したけども、富岡と全体がですね、一応砂地であるということで、非常に対策はとりに

くいということでこのまま堀切もですね、底張りせずにしております。ただ、底張りし

なかったのは海水のですね、浸透、満ち引きがありまして、堀らしく水が流れていると

ころを見せたいということでしておりまして、そういうことでいわゆる底張りは石張り

ということにしております。それとほかのですね、構造物のやはりいわゆる液状化への

対策も行ってはおらない状況でございます。 

 ２番目が通すか通さないかということで、とにかくここは道路を今通すような計画を

まだ具体的なあれはしてませんけども、通すと、ここのですね、西側、東側からのとこ

ろを通すような計画をするということで、いわゆる迂回路ということはもうしないとい

うことで計画せずに真ん中の道を通られるような計画をするということで町道ですね、

ここもそのまま明記はしておりません。 

 それと道路の側溝ですね、ボックスカルバートの下になっておりますので、道路の雨

水ということに関してですが、東側の堀にですね、全部流すような今後ですね、まだ施

工はしてませんがそのような計画を検討したいと思っております。 

それと西側のですね、石垣ＤとＥのところでございますけども、西側のですね、石垣

につきましては、既存の側溝まで根石がですね、存在したと確認したということで道路

側まで延びていたのが確認されないため、町道を詳しく調査しまして根石が発見された

ことからＣ点、Ｅ点に存在した根石を根拠として専門家の意見を参考に根石のラインを

して、４ページ目ですね、そこの１０.２と１０.８というラインで石垣を積み上げまし

た。 

真ん中を当面通す計画でですね、やっていこうと思いますので必要ないかということ

です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 
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○８番（浜口雅英君） これは、まず液状化の分についてですね、富岡半島は全部砂地

なんだと。だから対策を行っていないっちゅうことですけども、教育課長さん、この前

議会の中でですね、２８年１２月の中でも当初液状化という心配はないと判断している

と。これは教育委員会の考えなのか、専門家コンサルタントの聞いたのかというような

ところは聞いていないということでした。そういうことであればですよ、専門家の考え

がない。富岡半島は砂地だ。だからもう対応のしようがないと。それはそれでいいんで

すかね。もし、なんかあったときには。ですね。例えばこれは先ほどもちょっとふれま

したけども、紺屋町にはくるかこんかわからん津波に対して１２ｍの一次避難所が設け

られております。それとこれは同じ防災に力を入れる苓北町の取り組みとしては整合性

がとれとらんとじゃなかですか。やっぱこれについても何らかの専門家、コンサルさん

にお尋ねすればですね、本当に液状化で周辺の民地がずれると言いますか、家が倒れる

と言いますか、そういうことに対応は、やはり何かの対応はすべきだというふうに思い

ます。 

 それから通すか通さんかということよりも、私は先ほど手段をお尋ねしました。どう

いう形で通すのか。これまでは人だけは通れますよと。車は回ってくださいとか。ある

いはユニット式にして石垣をユニットで動かすんだという話もちょっとでたと思いま

す。それはそういうことでどういう形で通すのか。それはあと１回教えてください。通

行手段ですね。 

 それからそういうこと当然、次にお尋ねした平面図に北側の町道ものせるべきだとい

うことをしましたけども、これはやはりこの平面図のですね、下に一番表の５表の１で

すが、下の３分の１ぐらいは空欄ですよね。全体おとしてくれば、今、ＪＡ富岡です

か。そこら辺も載って、この中に記載されます。そうすることによって、あなたたちも

ここにもちゃんと通り道がありますよという説明ができるんですよ。にも関わらず、な

ぜそういう地元住民に対する説明する有利な条件を載せようとしないのか。という気が

します。何か都合の悪いことでもあるのかどうかということです。 

それから、この側溝水は既設堀切に流し込むということになるんですかね。それは、

もうすでにそういう工法がですね、工種が。例えば、すでに暗渠をこの中に堀切にとお

してあるのかどうか。あと１回お尋ねします。 

それから３枚目のＤ段面、Ｅ断面の既設と赤でないほうの、前の低い石垣ですね。こ

れは道路のＬ型の背後から石垣が登っているように見えます。図面からいくと。ところ

が赤線はそのＬ型にのっていますよね。それはやっぱちゃんとＬ型側溝の施設は守るべ

きだろうというふうに思います。やはりどうしてもこの前の説明の中ではですね、この

後ろのこの図面で言いますと、後ろ側の黒い線でかいたブロックの補強として前の低

い、先ほども触れましたがブロック積みは石垣は補強なんだと。根を補強してるんだと
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いうことでした。これはやっぱそういうことであればですね、この後ろの石垣に合わせ

た形で復元すべきだろうと。従いまして、この石垣とりでの幅はＧ断面では８.４３、

Ｅ断面では９.２２までですね、を守るべきだろうというふうに思いますが、いかがで

すか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） まず、液状化でございますけども、確かに専門家のです

ね、意見を聴取しておりませんでしたので、本当にあるのかどうかですね、これは検討

したいと思っております。 

 それと図面ですね、確かに平面図でですね、ずらせば入らんことはないということで

すので、これも検討をさせていただきたいと。現在ですね、暗渠はですね、石垣の中に

入っておりますので、一応これを確認をしたいと思います。 

それと手段は、当面ですね。ここをまだ計画じゃないんですけども、同意が得られる

という町民の皆さまの同意が得られませんでしたので、当分の間、ここを通す。具体的

に言うと５ｍの幅を残して、そこをとおしていくと。その後、締め切ってもいいかなと

いうふうな賛成のですね、あれば締め切るという工法ですので、ユニット式というかで

すね、そこはまだ考えておりませんが、当分の間、ここは通すと５ｍですね、５ｍ通す

というふうないわゆる計画を立てたいと思っております。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今、ご質問のあった中で、私、大きな課題が２つあると思って

おります。１つは用地の確保、もう１つは通行の確保があると思っております。説明会

があったときに、やはり賛成の方も多数いらっしゃいましたが、やっぱり真ん中の道路

は残してほしいという意向がだいぶありました。我々はそれを迂回路をしっかりとお示

しできるかということが一つの課題でもあります。そういった意味で、その迂回路をし

っかりお示しできるまではですね、今の道路幅、大体平均４.５から５ですから、それ

をとった中で大手門の整備を続けていきたいと。それぞれの中で迂回路がしっかりした

ものができるかどうか今検討中でございますので、今後努力をしていきたいと考えてい

るところです。最終的にはやはりしっかりした元の大手門にできればと考えております

が、これも迂回路の確保がしっかりできるかどうかにかかっていると思っております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 通行手段については、通すんだということですよね。これは交

付金事業ですよね。補助金事業ですよね。国に説明するのにですよ、工種は決めとらん

とですよと。事業費はいくらねって。通すことは通すとですけんって。どがんやって通

すとやって。幅５ｍですよとか。どういう形で平面図の中にですね、具体的にどういう

形でするんだということを示さんで、国はお金をくれるんですか。やりとりの中で補助
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金申請、事業の説明に出向くわけでしょ。そのときにそういう国の役人とはそういうや

りとりはないんですか。国の役人はここは通すんですか、通さないんですかって。立面

図からすれば、これは門が、扉があって、とても車が通れるような状況じゃありません

けども、あなたたちは５ｍの道を確保するんですって。違うとりゃせんですかって。お

金はどうなるんですかって。そうすることによって違うとでしょ。とりでの立派な門が

ありましたよね。ああいうものが残るのか残らんのかとか。いろいろ出てくるわけでし

ょうが。そういうものが何も示されないままで通しますよと。地元の住民の皆さんの要

望が強いからと。それでは私はもう少しですね、やっぱ国が何も言わんけん、よかとと

いうことなのかどうかわかりませんけども、そこら辺は国もそうですけども、やっぱ

我々納税者にもそこら辺の説明を再度してもらいたいと思います。何ちゅうてもです

ね、やっぱ地域住民の通行路の確保、やっぱ税金を使って通れない道を通すようにする

っちゅうのは納得できますが、通れる道を通れないようにする。あるいは広い道を狭く

する。そのことについては、絶対そうすべきではないというふうに思います。 

それから、液状化の問題についてですが、これまでの議会の中でも東北震災のときに

横浜とか何とかが液状化したですよね。地震の影響でですね。そういう部分から考える

と、やはり防災体制は確実にすべきだろうと。まずそこからいく。まずそこからだろう

と。地元の人が黙っとらすなという気がします。やっぱそこら辺のところはですね、今

後どうするのか。本当に専門家のコンサルタント、なんか打ち合わせをしてもいいよと

いうふうな課長さんの話ですけども、そうするのかしないのか。 

それと、あと１回この通行手段。通行手段が確定しないままに、国への説明はどうな

っているのか。 

それから、この石垣は後方の石垣に合わせることが史実に忠実なんだという捉え方に

ついて、お答えをお願いします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） まず、国への申請でございますけども、総事業費といって

想定事業費で申請しておりまして、年次ごとにですね、ヒアリングを行われるというこ

とで、まだ実施工事費が年度が想定では３１年度、３２年度ということでございますの

で具体的にこの図面には記されておりませんが、その前までにはですね、当然計画をし

なければならないと思っております。 

 それと、液状化ですね、液状化については影響があると思われますが、その対策はど

ういうのがあるかというのを一応お聞きはしたいと思います。 

 それと、ＤとＥのところは先ほど申し上げましたけども、既存のですね、補強のとこ

ろの今赤で書いておるですね、ここに根石があったというのを確認できましたので、こ

こまで広げたということでございますので、ここに確かに根石があったということです



 

－154－ 

ので、この赤でしとるところですね。そこから積み上げたということでございます。 

○議長（山本政人君） 納得できましたか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ＤのＡ断面とＥ断面。黒の石垣は何の石垣なんですか。ここに

２段あったということなんですか。前に石段があって、それから約控え３０ｃｍ分ぐら

い、後ろにも又石垣があったという専門家の考え方なんですか。そのことに対して、町

ではどういう捉え方をするんですか。専門家の方がそがんやってあったもんなって言わ

して、ああ、そうですかっていうことにしたのか。何でたった３０ｃｍぐらいのところ

に、前にですよ、この３０ｃｍぐらいのここに石垣がある。そしたら、何のためにあっ

たのか。そういう質問はしたんですか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この件につきましては、たぶん確認ですが前にしてるやつね、

あそこに櫓があったと専門家がおっしゃったんですが、私は櫓のあった証拠を出してく

れと言いました。そしたら、出てきませんでしたので、前あった高さでそのまま合わせ

てやっていただきたいということで、伝えて今のような形になっております。証拠が出

てきたときにはどうするかということですが、もうあれだけ掘ってから証拠が出ないん

ですから、証拠はなかったと。前の石積みのあとはもう確認をしてありますので、そう

いう状況もありまして、液状化については設計のときにその設計なさった方がＯＫを出

されたものかと私は思っておりました。あるいはＯＫを出さないときにはこれは危ない

よというアドバイスがあったかどうかということは聞いておりません。そういうことで

ございます。 

道路については、その大手門の全容については、今課長が答えたとおり、年次ごとで

県と国に相談をいたしますので、その相談、年次についての事業についてのご相談をし

て許可をいただくという形になっております。そういうことで、地域の方が私は大半が

賛成しておられると思うんですが、ただ、通行手段がはっきりしないと。はっきり回り

道がしっかりとれるまでは、そこは石垣です。大手門はずっと道路のところじゃござい

ませんので、大手門のほうじゃなくて石垣を一部どうするかと。今後、それを検討して

いきたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 浜口君、もう、あの。 

○８番（浜口雅英君） １回だけ。 

○議長（山本政人君） 納得していないようですから許可します。 

○８番（浜口雅英君） すみません。これで終わります。 

 今、町長からも年次ごとの打ち合わせを国、県とやっていくんだということですが、

私の経験からするとそういう事業のあり方があっとかな。例えば、５年計画で仮に漁港

します。それで、全体で１ｋｍありますと。それをどういう形でするのか。極端な言い
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方ですね。これなんてまだ細かい部分は決めとらんわけでしょ。門の形をどうするかわ

からんわけでしょ。通行の形態によって変わってくるわけでしょうが。そういうこと

が。そうですよ。最初の説明は歩道だったですよ。歩道やったです。歩道だから車が通

れんやっかということでしょ。ところが今は５ｍの道を確保して車を通せます。通すば

ってんが、門があるわけやけんが太かて入らんわけでしょ。バスは。ですね。そういう

ことでですね、そういう年次ごとに国、県と打ち合わせをして、事業を進めていくなん

ちゅうのは、ちょっと言い方考えなんな。私には通用しません。そういうことはあり得

ないというふうに思います。 

それから、今町長の言葉で大半の賛成があったという言葉出ましたけども、これも具

体的にですね、例えば、１００人のうちの５１人あったとか。あるいは１００人のうち

の７０人が賛成したとかいう根拠があれば別ですけども、説明会のときのたぶん町長は

１回だけ来られたですよね。５回のうちに最後の１回だけに町長は来られた。それでそ

のときもはっきりした採決はなさらなかったという状況があります。ただ、要するに、

それは雰囲気的にどうなのか。あるいは近所で仲のいい友達と話をされて、うん、つく

るべきぞというふうな感じから地元の大半が賛成しているというふうに捉えてあるので

はないかというふうに思います。これは公共の税金を使っての事業ですので、やっぱそ

こら辺のところはですね、やっぱ大半とか何とかっちゅうのは一定の手続きの中で一定

のやり方の中で確実な数値が掴んでから大半という言葉を使ってほしいというふうに思

います。終わります。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） それでは、反対の人も大半とか多かったとかいう話は又これも

お互いにご破算にしたほうがいいんじゃないかと思います。又、勘違いをしておられる

部分がありますので、大手門の門は一番道路の真ん中じゃありません。大手門の門をつ

くっても、そこは子どもたち、あるいは普通の方たちの歩行者天国になります。今、問

題になってる通行路っていうのは石垣です。そこに石垣をつくるかつくらないかという

話で、そこを今後検討していく。それに合わせて迂回路を提示して、その迂回路を納得

していただけるかどうかが問題でありますので、今、門と道路のことを一緒になさって

いるから、ちょっと不可能に見えると思うんですね。門のところには車は通りません。

石垣を今ちょうどあいてるところの真ん中、道路、そこに石垣をつくるかつくらないか

で皆さん納得なさるまではつくらないと言ってるわけでございます。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） なかなかもめとるけんがですね、質問しにくかですけれども、

実は私今までの経緯の中で当初の予算とかなんかのときは、まだ落ちてばっかおってか

ら議員になっておりませんでしたのでわかりませんけれども、前回あたりのところでも
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う産交バスが駄目と。あるいは警察も駄目やったということで、当然そういった形の中

で、行政が進行形の形で行事を進めていくのは未だかつてないわけですね。やっぱ地域

が納得し、行政関係が納得した上では進行形で進みますけれども、そっちが駄目だとい

うことで進行形で進むというのは今事業だけじゃなかったかなと思います。当然、そこ

で休んで許可まで１年でも２年でも休んで、その後、いろんな形でやっていくというの

が当然の形だったと思います。 

○議長（山本政人君） 通行に関してですか。質問。 

○１番（松本良人君） いや、全体のです。全体の工事の中でですね、この計画がです

ね、東側の石垣、西側の石垣を見ますと当然つくりかけやったですよね。それが今回の

図面を見てみますと、少し進行形の形、前に出してあっとじゃなかろうかと思いますけ

れども、プラス増になっとっとじゃなかろうかなと思います。そういった形でですね、

本来ならばある程度小口止め程度で止めて休むとが当然じゃなかろうかと思いますけれ

ども、なんでかここら辺の事業はトップの行政あたりが警察にしても産交バスにしても

まだ許可もならんうちにでも、ぼんぼんぼんぼん進んでいくというのはおかしい。私は

町民の声を代表して言いますけれども、賛成、反対は数も数えんばわからんというよう

なことも言われますけれども、私は聞いた範囲ではほとんど反対です。私はびっくりし

ました。大半の方が賛成と言われたという町長の。それもまだわかりませんけれども、

極端に言いますと、警察、産交がまだ駄目だよという中でやるというのはおかしい。私

はそう思います。できたらですね、ここら辺を私はもうちょっとですね、行政のやるべ

き道をビシッととった上でやっていただきたい。今ほかの事業にしても港湾にしても、

あるいは道路改良にしてもですね、ちょっと待てって。ここはどうも駄目だということ

で、必ずストップかけて２年も３年も待っとですよ。それを今事業だけなんで進むとで

すか。おかしい。私はおかしいと思います。そこら辺を。 

 それから、もう１点。工事がですね、進んだとき、今回この前の７月号の職員採用で

２級土木施工云々、１級施工云々というのが言葉が出てまいりました。当然、この方が

採用されたならばこの方がそういったことで専門的に入って管理をなされるのかなと思

います。かなと。そこら辺をお尋ねをします。 

 そして、ついでに関連でございますので、今、云々、云々と言いましたけれども、私

はこの前の一般質問の中で。 

○議長（山本政人君） この今提案しているこのことについて質問ですよ。いいです

か。 

○１番（松本良人君） 関連しとって言うとですばってん。 

○議長（山本政人君） この件に。失礼。どうぞ続けてください。 

○１番（松本良人君） そしてですね、関連はしておりますし、９月の１７日が試験に
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なってもう日にちが来ております。そこら辺がですね。ここで行政が間違った捉え方を

していれば大変だと思いますので、この件を特別に許可していただいて質問もさせてい

ただきたいと思いますけれど、どうですかね。 

○議長（山本政人君） いや、駄目です。 

○１番（松本良人君） 駄目ですか。 

○議長（山本政人君） はい、違います。 

○１番（松本良人君） ところが、今聞きます。そういった形で監理をさせられますか

ね。何と云々のはですね。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 先ほどから申し上げているように、この図の１枚目を見てくだ

さい。それで警察とかと打ち合わせしたのはここに大手門をつくって石垣をつくった場

合に、ここにバスとかを通れるかどうかという打ち合わせをしたんです。そしたら、こ

このカーブがある限りは難しいというご指導でありました。私が今、じゃあこの大手門

をつくるのはこの道路をそのまま真ん中の道路を通すのに何の支障もないわけですよ。

その話をしてるんです。あなた方は要するに石垣も全部つくった中でここは通れないと

か通るとかいう話をなさっている。それは警察の指導で駄目だということですから、真

ん中のこの道路を皆さんの理解が進むまで、迂回路がしっかりできた中で、そしてその

上で大半というよりも進むまでは、この道路を中央だけ通していこうと。今この大手門

のところを車を通すとか通さんとかっていう話は今のところなかっですよ。指導があっ

てるから。そこはご理解していただけますか。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 私は、この図面を見てみるとですね、例えば、２枚目の東側石

垣背面、ありますね。そこに施工部のところで、既設の分が黒。前のほうに出とっとが

５.７ｍ出とっとが今度は変更で同額じゃなかろうかなと思います。その間に側溝がご

ざいます。側溝までが旧町道じゃなかったかなと思います。点線で。これを要するに、

こっで行けば３ｍいくらぐらい、前さん出とっとですね。ちょうど。そして石垣ができ

るような形でまだそのままの勾配できったままの状態で石垣が復元されようとしている

のがこの計画です。要するに、道幅がそっだけ狭うなっとじゃなかろうかな。現道どお

り今の道路でそこでやめて、ちょっと待てって。もちっと許可のあって全部で話し合う

た上で、そこから復旧しましょうということであればいいと思いますよ。そういった形

で私は現場もまだ見ておりませんので、この図面から解釈したところがそう考えまし

た。 

そしてもう１点。この排水はどうなるのかなと。ここが川にずっと、ちょいちょい前

からずっと側溝がきとる、その側溝はどこにつながるのかなと。今、流れていきよっと
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でしょ。流れていきよっとがここに石垣ば組めばここで止まっとですよ。この平面から

いけばですね。この平面からいけば、図面からいけば、そこはもう止めになるんじゃな

かろうかなというような認識もします。そこら辺をどうなるのかなと。ほっで、先ほど

の管理士とかなんかに戻りますけども、施工管理士があったならば管理をさせる。ある

いは私は管理技士と思いますけれども、これでは重大なミスがしてありますので、これ

がどう執行部のほうでここら辺を他用されるかちゅうのも十分検討していただきたい。

もうすでにこの管理士というところでですね、募集をかけておりますので、管理技士の

人はこれには申し込んどらんはずですよ。そこら辺はですね、どう対応されるかちゅう

のを併せてお伺いをしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 大手門のことについて。町長。 

○町長（田嶋章二君） 道路は今のままとめてるだけで十分できるわけですよ。だから

とめてるんですよ。要するに、大手門をつくった中で、そこを最初通せればと思ったん

だけど、警察はあまり急カーブでブラインドでなってるところは許可できないと、そう

いうことだったんで、それはやめようと。そこを通すのはやめようと。大手門を。全体

的に大手門って言ってますけど、今、私が言ってるのは大手門のことを言ってる。 

○１番（松本良人君） 私は石垣のことを。石垣を。 

○町長（田嶋章二君） この石垣は今でももう水が出てきてます。そして、ちゃんと石

積みも終わってます。そこだけあいてます。そこだけ今もあいてて、ちゃんと水が流れ

てくるようになって、しょっちゅう流れてます。雨が降ったときなんか。これは現場を

見てください。 

○１番（松本良人君） 現状って、私は図面しか見とらんです。 

○町長（田嶋章二君） それは図面を出した課長に説明してもらいます。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 東側につきましては、確かに施工前までは道路敷き、町道

敷きでございましたが、これを施工するにあたって、通行に支障のない範囲で土木管理

課と協議しまして、ここの施工敷地としてですね、一部町道から除外していただく予定

でございます。排水は暗渠で流れております。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 要するに、これ図面がおかしいっちゅうことですかね。既設に

はＵ字溝いうのが入っておりますけれども、その前まで出とっでしょ。石垣は。その前

には排水溝もなか、ここ暗渠で通すっちゅうことですか。穴あけて。今の既設の上にそ

したら石垣を。史実に忠実じゃなかっちゅうことですかね。穴をあけてその上に石垣を

ついどっとですかね。ただ、この町道あたりを別の目的に使うあたりは、町道一部を廃

止したり、そこら辺の手続きあたりがいると思いますけれども、そこら辺の対策はどの
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ようになったですかね。 

○議長（山本政人君） もう松本君、３回目やけん、まだあれば続けて。質問続けてく

ださい。もう終わりですよ。それでいいですか。 

○１番（松本良人君） そしたらですね、やっぱりそういったことがあっとならば、ピ

シャッと図面は変えてください。ここの水は一番肝心なのは排水ですよ。どっかにすぐ

ってなげやったもんじゃって、それじゃ行政のあれじゃなかっですよ。そこら辺はです

ね、やっぱりしっかりしていただいとかんば、こういったことで町長さんとも喧嘩もす

るごたなかとに喧嘩もせにゃならん。そういうことでなりますので、これピシャッとし

てですね、特に排水とか用排水路なんかっちゅうのは、はっきり通路とかもですね、明

示していただかんば私たちはこの図面だけで検討するわけですので。 

○議長（山本政人君） 教育課長。そこら辺。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 図面をですね、わかりやすくさせていただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） 排水はよかと。よかな。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 松本議員のほうから道路の区域の変更の件で、ご質問

がございましたけども、道路区域の変更に関しましては議会の議決事項ではございませ

んで、これについては測量後、区域の変更という形で工事をしていいと。議決事項では

なくて、あくまでも道路区域の変更という形での告示、公示ですね、それによって区域

を変更することができるというふうになっておりますので、教育委員会と協議をした中

で、道路の線形に影響がない範囲で工事を止めるということで協議をしているところで

ございます。以上です。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。倉田君。 

○５番（倉田 明君） ３点お尋ねします。 

 まず、１点目、この④、これ昨年の１２月の議会で工事の請負が出た折の、いわゆる

Ａが１.０、Ｌがマイナス０.３、これだけ減少したということで、直接道路のほうに新

たに出てきてるわけじゃないということで、その辺の説明をお願いします。どうであっ

たか。わかるかな。④のところ。道路には出てきとらんど。 

 それと、もう１点。先ほど私が聞きそびれて失礼ですけども、③のところの何か地元

の方のご同意がいただけないからということ、その辺のもう一度説明をお願いします。 

 もう１点は、直接関係ないんですけども、④、いわゆる堀切のほうですね。上のほう

の④ですね、こっちのですね、いわゆるまだ町が買収する予定があるかないかわかりま

せんが、中腹の石が膨らんでるっちゅうことはお聞きになったかどうかわかりません

が、私、２、３日前聞いたんですけど、一応確認させてください。それはあとで確認で

結構です。 
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一応、２点だけお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） １点目でございますが、道路には出ておりません。 

それと、次のＬ型の張石工でございますけども、当初ですね、地権者の方に同意を得

ておりましたけども、どうも心変わりされたようで、もう施工をしてくれるなというこ

とで、当然そこの敷地内にですね、作業の仮の足場とか何とかせんばいかんもんでした

から断念するに至りました。以上です。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 地元の方が心変わりなされたということですが、断念したっち

ゅうことになれば、今後こういったっちゅうか、この事業っちゅうか、この部分はどう

なるんですかね。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 当面そのままでございますが、あとは石ですね、コンクリ

ートむき出しで、そのままになるということでございます。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） なかなかですね、やっぱりこういった事業に限らず、やっぱり

地元の方のいろんな心情、思い等もあられると思いますのでですね、できたらいい形で

ですね、進めていただければと思います。先ほど言いましたように、スレート倉庫です

かね、この辺の部分を見とってください。裏のほうにですね。先ほど液状化とかいろん

な話も出ておりますが、その辺の部分はわかりませんが、非常に熊本の直接関係ありま

せんが、熊本城のだいぶん石が出てきておるということで、年数の関係もあるんでしょ

うが、とにかく安全に進めていただければと思います。終わります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） ちょっと１点だけ、土木管理課長に確認ですけど、道路用地

の変更の場合には、公示して公に示すということですかね。公に示して、その後に施工

をするということですかね。ちょっと確認ですけど。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、現在町のほうでは工事等々によりまして、道路区

域の変更がなった場合には、道路台帳の補正ということで図面の修正をいたします。そ

れによって、面積を確定させた後に公示という形で区域を変更しましたということで、

皆さんにお示しをしているところでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） 許可っていうか、その何て言うんですかね。ただ、お知らせ

すればいいということだけですかね。 
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○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 一般的に道路に関しましては、認定、廃止ですね。こ

の場合については議会の議決を要するということになっておりますが、道路区域の変更

につきましては、今、申し上げましたように公示ということで構わないということで

す。皆さんにお知らせするということで構わないということになっております。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ほかにないようです。これで質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、討論あります。討論がありますので、まず原案に反対者

の発言を許します。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 本案に反対します。津波一次避難所等、防災対策には力を入れ

ているのに本件の液状化対策は無策。このような町の取り組む姿勢は高さ１２ｍの津波

第一次避難所等への税金投入の施策と整合性が取れていない。それから通行手段、方法

が明確になっていない。通行手段をユニット型とか現状とかで明確になっていなかった

が、今日は門の位置を避けて通すという説明で、もう説明が度々変わっています。それ

から、図面番号４番の西側石垣の変更。２８年１２月定例会で史実に基づき、二段石垣

は段差をなくすという説明でした。なぜなくすのですかという問いに対して、前面の石

垣は前に出ている。石垣は後ろからの継ぎ足しという説明でした。今日の説明では、根

石が出てきたとのことです。このようなことでは、今後事業を進めていく中でどうこの

事業が動いていくのか不明です。そういうことで、石垣が前に計画され変更されている

という状況があります。このことは本当に史実に忠実な事業になっているのかどうかと

いう疑問がわきます。よって、本変更契約に反対いたします。以上です。 

○議長（山本政人君） 原案に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。松本君。 

○１番（松本良人君） 私は、年度当初警察、あるいは産交、あるいは消防関係、そう

いった方々の意見を聞いて云々ということでなっておりましたけれども、これが行政の

仕事でありながら、そこら辺、まだ我々にも、あるいは町民の方々にも説明がないまま

進行形でこういった事業が進むのは大変疑問であります。これは各一人、個人の財産を

つくるのと違いまして、苓北町全体で考える事業でございます。あるいは天草全体、国

全体で。やはり真剣に取り組まんばいかんとじゃなかろうかなと思います。それから先

ほど町道の変更とかなんかがありましたけれども、確実にここは用途の変更でございま
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すので、用途変更については本当に何もいらんとかなと思います。そこら辺、十分にで

すね、審議がなされていない。あるいは無造作に進行形で進めよるということに対して

私は反対します。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 原案に反対の立場で討論いたします。私はこれまでも大手門整

備は町道富岡線の利用が不便になる。又、町民の十分な理解が得られていない等とし

て、これまでも反対をしてまいりました。そして、又、先ほどの話の中で、近隣住民の

同意ももらえていない。そして、又、車両も通すのか通さないのか、最終案も決まって

いないとの話でありました。このような現状では賛成することはできません。よって、

反対いたします。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ありませんか。ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論はないようです。これで討論を終わります。 

議案第５６号を採決します。本案は原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議がありますので、起立によって採決をします。 

原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

したがって、議案第５６号、請負契約［富岡城新大手門広場整備工事］の変更締結に

ついては、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 同意第４号 教育長の任命について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第２２、同意第４号、教育長の任命についてを議題

とします。 

 提案者の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 同意第４号、教育長の任命についてのお願いであります。 
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 次の者を教育長に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 記、氏名、濵﨑 敏和。任期は、平成２９年１０月１日から平成３２年９月３０日ま

ででございます。 

 提案理由でございます。芦塚教育長が平成２９年９月３０日をもって、任期満了とな

りますので、議会の同意を得まして後任の教育長を任命する必要があるためでございま

す。 

なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、今回から首長

が直接教育長を任命することとなりました。任命する教育長の略歴につきましては、次

ページに記載してありますので、ご参考にしていただき、ご同意のほどをよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。これから質疑を行いますが、質疑はあり

ませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 経歴についてお尋ねですが、昭和４３年から２６年、現在まで

ありますけども、この中で社会教育の分野に着いておられたということは、この表から

みると、平成１０年の大矢野町教育委員会の２年間ですかね、ということなんでしょう

か。 

○議長（山本政人君） これどなたですか。教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） たぶんこの時期だけだと思っております。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

これから同意第４号の教育長の任命についてを採決します。 

この採決は、会議規則第８２条の規定によって無記名投票で行います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

 議場の出入口を閉めます。ちょっと鍵をかけてください。 

（議場閉鎖） 

○議長（山本政人君） 只今の出席議員数は１１名です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条、第２項の規定によって、８番、浜口
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君、９番、田嶋君、１０番、山下君を指名します。 

事務局長が投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○議長（山本政人君） 投票用紙の枠の中に、賛成の方は賛成、反対の方は反対と記載

願います。 

 皆さん、投票用紙持ってますね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を点検します。 

（投票箱の点検） 

○議長（山本政人君） 異常なしと認めます。 

只今から投票を行いますが、事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に

投票願います。 

○事務局長（龍岡 学君） １番、松本良人議員。２番、廣田幸英議員。３番、髙戸幸

雄議員。４番、松野重幸議員。５番、倉田明議員。６番、石田みどり議員。７番、野﨑

幸洋議員。８番、浜口雅英議員。９番、田嶋豊昭議員。１０番、山下時義議員。１１番、

錦戸俊春議員。 

○議長（山本政人君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） なしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。立会人の浜口君、田嶋君、山下君、開票の立ち会いをお願

いします。 

（開票） 

○議長（山本政人君） 同意第４号の投票の結果を報告します。 

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効票はありません。 

 有効投票のうち、賛成１０票、反対１票。 

 以上のとおり、賛成が多数です。 

 したがって、同意第４号、濵﨑敏和君を教育長の任命についてを同意を求める件は、

同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 同意第５号 教育委員会の委員の任命について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第２３、同意第５号、教育委員会の委員の任命につ

いてを議題とします。 

 提案者の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 同意第５号、教育委員会の委員の任命についてのお願いでござ
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います。 

 次の者を教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 記、吉田修一。任期、平成２９年１０月１日から平成３３年９月３０日。提案理由で

ございますが、苓北町教育委員会の委員のうち、１人の委員が平成２９年９月３０日を

もって任期満了となりますので、議会の同意を得まして、後任の委員を任命する必要が

あるためでございます。任命する委員につきましては、吉田委員の再任をお願いしたい

と存じます。吉田委員の略歴につきましては、次ページに記載しておりますので、ご覧

いただき、ご同意のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。これから質疑を行いますが、質疑はあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

これから同意第５号の教育委員会委員の任命についてを採決します。 

この採決は、会議規則第８２条の規定によって無記名投票で行います。これにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

 只今の出席議員数は１１名です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条、第２項の規定によって、１１番、錦

戸君、１番、松本君、２番、廣田君を指名します。 

事務局長が投票用紙を配ります。 

（投票用紙配付） 

○議長（山本政人君） 投票用紙の枠の中に、賛成の方は賛成、反対の方は反対と記載

願います。 

 配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を点検しますが。 

（投票箱の点検） 

○議長（山本政人君）  異常なしと認めます。 

只今から投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投
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票願います。 

○事務局長（宮﨑裕昭君） １番、松本良人議員。２番、廣田幸英議員。３番、髙戸幸

雄議員。４番、松野重幸議員。５番、倉田明議員。６番、石田みどり議員。７番、野﨑

幸洋議員。８番、浜口雅英議員。９番、田嶋豊昭議員。１０番、山下時義議員。１１番、

錦戸俊春議員。 

○議長（山本政人君） 投票漏れはありませんかね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 投票もれなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。立会人の錦戸君、松本君、廣田君、開票の立ち会いをお願

いします。 

（開票） 

○議長（山本政人君） 同意第５号の投票の結果を報告します。 

 投票総数１１票、有効投票１１票、無効投票はありません。 

 有効投票のうち、賛成１０票、反対１票。 

 以上のとおり、賛成が多数です。 

 したがって、同意第５号、吉田修一君を教育委員会の委員に任命することついては、

同意することに決定しました。 

議場の出入口を開きます。 

（議場開鎖） 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） ここで皆さまにお知らせします。本日の会議時間は議事日程が

残っておりますので、会議規則第９条第２項により、あらかじめ会議時間を延長しま

す。 

 ここで、認定第１号からの決算の認定に入ります前に、登本代表監査委員に出席を求

めておりますので、ご着席をお願いいたします。なお、倉田監査委員も監査員席へ着席

をお願いします。 

〔監査委員着席〕 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２４ 認定第 １号 平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２５ 認定第 ２号 平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２６ 認定第 ３号 平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２７ 認定第 ４号 平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の
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認定について 

日程第２８ 認定第 ５号 平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２９ 認定第 ６号 平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第３０ 認定第 ７号 平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第３１ 認定第 ８号 平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第３２ 認定第 ９号 平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第３３ 認定第１０号 平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

日程第３４ 認定第１１号 平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第２４、認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第３４、認定第１１号、平成２８年度苓北町宅

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

認定第１号から認定第１１号までを一括議題とします。 

一般会計から順次、提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

について、ご説明を申し上げます。 

 平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第１項及び第２

項の規定による所定の手続きを終わりましたので、同条第３項の規定により、監査委員

の意見を付して、議会の認定をお願いするものでございます。一連の手続きは会計管理

者から平成２９年６月２８日付けで提出を受けました一般会計特別会計にかかる決算書

につきまして、平成２９年７月３日付けで監査委員に審査をお願いをいたしました。監

査委員におかれましては、平成２９年７月７日から８月９日までの間、各費目ごとに担

当課の事情聴取をしていただきながら慎重に審査をしていただき、その結果につきまし

て、平成２９年８月３１日付けで適正であるとの審査意見書をいただきました。猛暑の

中、膨大な資料と長時間にわたり、審査をしていただきました監査委員のご労苦に対し
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まして深く敬意を表するものでございます。一般会計における決算の状況ではございま

すが、歳入総額５５億６,４５１万３,７０６円、歳出総額５３億８,１０４万６,６８８

円で翌年度へ繰り越すべき財源５,４８４万円を引きますと、実質収支額は１億２,８６

２万７,０１８円の黒字となりました。 

 なお、平成２８年度における主要施策の成果につきましては、別紙でお手元に配付を

しております。 

 決算の詳細につきましては、企画政策課長及び担当課長から説明をいたさせます。 

又、認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定か

ら、認定第１１号、平成２年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につき

ましては、それぞれ担当課長から説明をいたさせますので、よろしくご認定のほどをお

願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

について。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 私のほうから、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出

決算書の内容について、説明させていただきます。 

決算書の７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。決算額は

歳入総額が５５億６,４５１万３,７０６円、歳出総額が５３億８,１０４万６,６８８円

で、歳入歳出差引額が１億８,３４６万７,０１８円です。そのうち翌年度へ繰り越すべ

き財源の繰越明許費繰越額５,４８４万円を差し引いた実質収支額は、１億２,８６２万

７,０１８円となりました。この残金の処理につきましては、地方自治法第２３３条の

２及び地方財政法第７条の規定により７,０００万円を財政調整基金に積み立て、５,８

６２万７,０１８円を平成２９年度への繰越金としました。 

詳細につきましては、歳入が決算書の１１ページから４８ページまで、歳出が４９ペ

ージから１９６ページまでに記載してあります。３３１ページから３３８ページに財産

に関する調書を添付しております。又、平成２８年度の主要施策成果説明書を別冊で配

布しております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の１９９ページをお開き願います。苓北町坂瀬川財産区特別会計の実質収支に

関する調書でございます。歳入総額１,８３９万７,０５９円、歳出総額１４万３０円、

歳入歳出差引額１,８２５万７,０２９円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。



 

－169－ 

実質収支額は１,８２５万７,０２９円で、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の

２の規定による基金繰入額はございません。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第３号、平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 認定第３号、平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２０８ページをお開き願います。苓北町都呂々財産区特別会計の実質収支に

関する調書でございます。歳入総額４,６５３万２７円、歳出総額７８万１,０９０円、

歳入歳出差引額４,５７４万８,９３７円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。

実質収支額は４,５７４万８,９３７円で、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の

２の規定による基金繰入額はございません。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第４号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 認定第４号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２１９ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

１、歳入総額１２億６,６８３万８,６３０円。２、歳出総額１２億６,０９７万３,００

１円。３、歳入歳出差引額５８６万５,６２９円。４、翌年度へ繰り越すべき財源はご

ざいません。５、実質収支額、５８６万５,６２９円。６、実質収支額のうち、苓北町

国民健康保険財政調整基金条例第２条の規定による基金繰入額は１００万円といたしま

した。 

以上が、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計の状況でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第５号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（山﨑敬一君） 認定第５号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２４７ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですけれども、歳

入総額８億７,４３６万４,４６５円。歳出総額８億５,４６５万６８０円。歳入歳出差

引額１,９７１万３,７８５円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支で

すが、１,９７１万３,７８５円。実質収支額のうち、苓北町介護給付費準備基金条例第

２条の規定による基金繰入額は１,０００万円といたしました。 
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以上が、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の状況でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第６号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（坂元俊司君） 認定第６号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２６９ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

１、歳入総額１億４０１万９,６６７円。２、歳出総額１億２６４万９,４７３円。３、

歳入歳出差引額１３７万１９４円。４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。

５、実質収支額１３７万１９４円でございます。６、実質収支額のうち、地方自治法第

２３３条の２の規定による基金繰入額はございません。 

以上が、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計決算の状況でございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第７号、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出

決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第７号、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳

出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２８０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額２

億４,６５６万５,２８５円。歳出総額２億２,９８８万１,５１３円。歳入歳出差引額

１,６６８万３,７７２円。翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額１,６

６８万３,７７２円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金

繰入額はありません。 

以上が、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の状況でございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第８号、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳

出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第８号、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入

歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の２９３ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。歳入総額３億４,３８５万４,８８８円。歳出総額３億

４,２４０万６３５円。歳入歳出差引額１４５万４,２５３円。翌年度へ繰り越すべき財

源はございません。実質収支額１４５万４,２５３円。実質収支額のうち、地方自治法

第２３３条の２の規定による基金繰入額はありません。 

以上が、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の状況でございます。ご審
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議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第９号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第９号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会

計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３０６ページをお願いいたします。 

実質収支に関する調書です。歳入総額１,７６５万４,２７４円。歳出総額１,７２５

万８,３３２円。歳入歳出差引額３９万５,９４２円。翌年度へ繰り越すべき財源はござ

いません。実質収支額３９万５,９４２円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入額はございません。 

以上が、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の状況でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第１０号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処

理事業特別会計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第１０号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、ご説明をいたします。 

決算書の３１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額

４,８９４万９２０円。歳出総額４,７７９万１,５４８円。歳入歳出差引額１１４万９,

３７２円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額１１４万９,３７２

円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございま

せん。 

以上が、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の状況

でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、ご説明いたします。 

決算書の３２６ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入

総額７８６万３,７６０円。歳出総額７４３万７,０８０円。歳入歳出差引額、４２万

６,６８０円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額４２万６,６８０

円。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入はございませ

ん。 

以上が、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の状況でございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（山本政人君） 以上で、決算の認定理由の説明が終わりました。 

 ここで休憩しますか。どうしますか。続けていいですか。休憩ですか。１５分まで。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後５時００分 

再開 午後５時１３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 約束の時間より若干早うございますが、休憩前に引き続き、本

会議を再開します。 

 ここで、皆さまがたにお伝えをします。本日、本会議が終了後、全員協議会の予定で

ございましたが、時間がずれ込むということもございまして、最終日、１５日の本会議

終了後に全員協議会をするということで議会運営委員長と話し合いをいたしましたの

で、そのようにご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、決算の認定についての説明が終わりましたので、これから質疑を許しま

す。ただし、明日火曜日から決算審査特別委員会において審議をお願いする予定でござ

いますので、総括的な質問に限らせていただきます。質疑は各会計ごとに行います。な

お、質疑につきましては決算書のページを言ってから質疑されますようにお願いをいた

します。 

それでは、認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定に対する質

疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号、平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第４号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第５号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に対す



 

－173－ 

る質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第６号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第７号、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する質

疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第８号、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する

質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第９号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第１０号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終わります。 

お諮りします。認定第１号から認定第１１号については、議長と議選の監査委員を除

く１０名の議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算から、認定第１



 

－174－ 

１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算までの１１件について

は、議長と議選の監査委員を除く議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定しました。 

決算審査特別委員会の日程は、９月１２日火曜日、１３日水曜日、１４日のいずれも

午前９時３０分から、１階の大会議室で行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３５ 報告第６号 平成２８年度決算における健全化判断比率等について 

○議長（山本政人君） 日程第３５、報告第６号、平成２８年度決算における健全化判

断比率等についてを議題とします。 

ここで提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 報告第６号、平成２８年度決算における健全化判断比

率等について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定により、平成２８年度決算に

おける健全化判断比率の財政指標を別紙監査委員の意見をつけて議会に報告する。 

平成２９年９月８日、苓北町長、田嶋章二。 

仕様について説明させていただきますので、２ページをお願いします。 

健全化判断比率の状況ということで、まず、①から④まで番号をつけております。 

まず、①の実質赤字比率で、一般会計の赤字比率ですが、赤字はございませんので数

値はあがってきません。 

次に、②は連結実質赤字比率で、一般会計と特別会計を合算した赤字比率ですが、こ

れも同じく赤字はありませんので数値はあがってきません。 

次に、③の実質公債費比率は、一般会計特別会計広域連合まで含めた公債費比率で１

２.２パーセントになり、早期健全化基準値の２５パーセント以内となっております。 

次に、④の将来負担比率ですが、一般会計、特別会計、広域連合を含めた将来負担比

率で１２８.７パーセントでございます。早期健全化基準値の３５０パーセント以内と

なっております。 

３ページから５ページまでが、計算式等を用いた数値を示しております。又、決算審

査意見書の５２ページに今、申し上げました数値を監査委員さんに審査していただいた

意見書が出ております。 

以上で、平成２８年度決算における健全化判断比率等についての報告を終わります。 

○議長（山本政人君） 説明がありましたが、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで、報告第６号を終わります。 
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監査委員の方におかれましては、大変ご苦労様でございました。本日はこれでご退席

いただいて結構でございます。明日からの決算審査特別委員会へのご出席につきまして

も、よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３６ 報告第７号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告

について 

○議長（山本政人君） 日程第３６、報告第７号、教育に関する事務の管理及び執行の

状況の点検及び評価報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしております。朗

読は省略します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで、報告第７号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

お諮りします。９月１２日から１４日にかけては決算審査特別委員会による審査のた

め休会といたします。ご異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、９月１２日から９月１４日

までの３日間については、休会とすることに決定しました。次の本会議は１５日金曜日

午前９時３０分から開催します。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。本日はこれで散会しま

す。どなた様も大変お疲れ様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後５時２４分 



 

 

  

 

 

平成２９年９月１５日（金）  

（第３日目）  
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平成２９年第１５回苓北町議会定例会会議録（第３日目） 

 

 平成２９年第１５回苓北町議会定例会は、平成２９年９月１５日苓北町議会議場に招

集された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  廣田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田  明          ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  龍 岡   学     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  宮 﨑 裕 昭     企画政策課長  荒 木 広 之 

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長  野 田 尚 之     商工観光課長  尾 脇 宣 宏 

水道環境課長  小 林 和 文     福祉保健課長  山 﨑 敬 一 

健康増進室長  坂 元 俊 司     会 計 課 長    立 山 清 剛 
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８．議事日程 

日程第 １ 認定第 １号 平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１０ 認定第１０号 平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 認定第１１号 平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１２ 陳情等文書表について 

日程第１３ 閉会中の継続審査調査の件 

日程第１４ 議員派遣の件 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） 改めまして、おはようございます。只今の出席議員は１２名で

す。定足数に達しておりますので、只今から本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 認定第 １号 平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１０ 認定第１０号 平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 認定第１１号 平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○議長（山本政人君） 日程第１、認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出

決算の認定についてから、日程第１１、認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第１１号までを一括議題とします。 
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 本件は、決算審査特別委員会に審査を付託しておりました。報告書の提出がありまし

たので、その写しをお手元に配付いたしております。 

会議規則第４１条の規定により、決算審査特別委員長に審査結果の報告を求めます。野

﨑決算審査特別委員長。 

○決算審査特別委員長（野﨑幸洋君） それでは審査の結果を報告させていただきま

す。 

 苓北町議会決算審査特別委員会審査結果報告書。 

 平成２９年第１５回苓北町議会定例会において、本委員会に付託された平成２８年度

苓北町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の認定について、次のとおり審査の結果

を報告します。 

 記、１、審査年月日、平成２９年９月１２日、９月１３日、９月１４日の３日間。

２、審査場所、大会議室、第１、第２委員会室。３、委員の出席、野﨑幸洋委員長、田

嶋豊昭副委員長、松本良人委員、廣田幸英委員、髙戸幸雄委員、松野重幸委員、石田み

どり委員、浜口雅英委員、山下時義委員、錦戸俊春委員。４、委員の欠席、浜口雅英委

員（９月１４日）。５、委員外の出席、山本政人議長。６、監査委員の出席、登本玄一

代表監査委員、倉田明監査委員。７、執行部の出席、町長、副町長、教育長、総務・企

画政策・会計・土木管理・農林水産・商工観光・税務住民・福祉保健・水道環境・教育

の各課長及び健康増進室長。８、委員会の書記、龍岡議会事務局長、錦戸総務課長補

佐、福田企画政策課長補佐。９、審査の過程、本委員会は、平成２８年度苓北町一般会

計及び各特別会計の歳入歳出決算書に基づき、監査委員及び執行部の出席を求め、提出

を求めた各資料を含めて慎重に審査いたしました。 

 １０、審査の結果、①認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

について、②認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について、③認定第３号、平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について、④認定第４号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について、⑤認定第５号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について、⑥認定第６号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について、⑦認定第７号、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認

定について、⑧認定第８号、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、⑨認定第９号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定

について、⑩認定第１０号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、⑪認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定について。以上、１１件全て認定すべきものと決定いたしまし

た。１１、少数意見の留保、なし。 
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 １２、併せて、この事項について執行部に対し要望することを決定しました。１、一

般会計、歳入について。町税等の滞納処理については、引き続き努力されたい。公共施

設の全体的な使用料の減免措置については、規定の整備に努められたい。ふるさと納税

の返礼品の充実を図られたい。歳出について。結婚事業等、成婚につながるような取り

組みを再検討されたい。高齢者・観光客等が利用しやすい町有バスの運行計画について

検討されたい。堆肥センターの管理運営について、保守点検委託及び天草圏域との連携

を含めて検討されたい。新たな需要に対応した雇用を創出するなど、農林水産業の担い

手育成に取り組まれたい。２、坂瀬川財産区特別会計、特記事項なし。３、都呂々財産

区特別会計、特記事項なし。４、国民健康保険特別会計、歳出について、健康保持増進

の取り組みを進められたい。５、介護保険特別会計、歳出について、健康保持増進の取

り組みを進められたい。６、後期高齢者医療特別会計、歳出について、健康保持増進の

取り組みを進められたい。７、水道特別会計、特記事項なし。８、下水道特別会計、特

記事項なし。９、農業集落排水特別会計、特記事項なし。１０、特定地域生活排水処理

事業特別会計、特記事項なし。１１、宅地造成事業特別会計、特記事項なし。平成２９

年９月１４日、苓北町議会決算審査特別委員会委員長、野﨑幸洋。苓北町議会議長、山

本政人様。 

 執行部に対する要望事項について、補足説明をさせていただきます。 

一般会計の歳入についてですが、町税等の延滞処理についてですが、納税者の不公平

感払拭のためにも、引き続き延滞整理に努力をお願いいたします。公共施設の使用料に

ついては、使用者間での不公平感払拭のためにも、その減免に関する規定の整備に努め

てください。とりわけ商工手数料等。ふるさと納税の返礼品の充実・拡充。例えば、墓

守・家守等もその中に含み、今後ますますのふるさと納税寄附金の増を期待するもので

あります。 

歳出について。いわゆる結婚に関する事業は成婚につながるような取り組みの再検討

を図っていただきたいということであります。高齢者・観光入込客が利用しやすいよう

な町有バスの運行計画を作成いただきたいと思います。堆肥センターの管理運営につい

ては、保守点検・委託及び天草圏域との連携を含めて検討していただきたいということ

であります。新たな需要に対した雇用を創出するなど農林水産業の担い手育成に取り組

んでいただきたいということであります。 

特別会計では、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、各特別会計に共通してで

すが、健康教育を含めた健康保持増進の取り組みにより、医療費の軽減、保険税等を増

加させないことにもつながりますので、積極的な取り組みを期待いたします。 

 以上、報告いたします。 

○議長（山本政人君） 委員長の報告が終わりました。 
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 この決算審査につきましては、全員での審査を実施したところでございますが、質疑

はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしを認めます。 

 これから採決を行います。採決は認定第１号から第１１号までをそれぞれ起立によっ

て行います。 

 認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願いま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第１号、平成２８年度苓北町一般会計歳入歳出決算については、認

定することに決定しました。 

次に、認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第２号、平成２８年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第３号、平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第３号、平成２８年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第４号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 
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［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第４号、平成２８年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第５号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第５号、平成２８年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算につい

ては、認定することに決定しました。 

次に、認定第６号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第６号、平成２８年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

については、認定することに決定しました。 

次に、認定第７号、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定についてを

採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第７号、平成２８年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算について

は、認定することに決定しました。 

次に、認定第８号、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

を採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第８号、平成２８年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算について

は、認定することに決定しました。 

次に、認定第９号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 
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 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第９号、平成２８年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算に

ついては、認定することに決定しました。 

次に、認定第１０号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第１０号、平成２８年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算については、認定することに決定しました。 

次に、認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを採決します。本件に対する委員長の報告は認定すべきです。 

 お諮りします。本件は委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（山本政人君） はい。起立多数です。 

 したがって、認定第１１号、平成２８年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

については、認定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 陳情等文書表について 

○議長（山本政人君） 日程第１２、陳情等文書表についてを議題とします。 

 本会議まで受理した陳情等は先にお配りしました１件が提出されております。 

まず、陳情第１号、「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情につ

いてを議題とします。陳情第１号については、議会運営委員会にお諮りし、会議規則第

９５条の規定並びに会議運営に関する申し合わせにより、議員配付することに決定しま

したのでお手元に配付しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 閉会中の継続審査調査の件 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１３、閉会中の継続審査調査の件についてを議題

とします。総務常任委員長、町民福祉常任委員長、建設経済常任委員長、議会運営委員

長、議会活性化等検討特別委員長及び広報委員長から、会議規則第７５条の規定に基づ

き、閉会中の継続審査調査の申し出があっております。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査調査とすることにご
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異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの申し出については、閉会中の継続審査調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議員派遣の件 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１４、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、派遣するこ

とにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） はい、異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、派遣すること

に決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これで本日の会議を閉じます。 

平成２９年第１５回苓北町議会定例会を閉会します。 

どなた様も大変お疲れでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前９時５１分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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